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は　じ　め　に 

 

　　高知県における人権教育は、同和教育の歴史を継承し、「差別の現実から深く学ぶ」ことをスロ

ーガンとして、多くの成果を残してきました。例えば、長期欠席や不就学の子どものための支援、学

力向上への取り組み、そして課題を抱える子どもたちを中心とした集団づくりなど、家庭や地域と

の連携を重視した多様な実践が展開されてきました。 

こうした歩みを背景に、平成 12 年には人権教育指導資料（学校教育編）「Let’s じんけん」を作成

し、平成１７年に改訂しました。平成 24 年には「Let's feel じんけん」として、改訂・発行し、文部科学

省の「人権教育の指導方法等の在り方について〔第三次とりまとめ〕」の周知とともに、教育内容・

方法の改善に努めてきました。 

　平成３０年には、障害者差別解消法や部落差別解消推進法等の施行を受け、個別的な人権課題

について組織的・計画的な取組の重要性を提示した改訂を行いました。さらに令和３年には、新型コ

ロナウイルス感染症に伴う偏見の解消や、性的指向・性自認といった新たな人権課題、ＳＤＧｓの視

点を取り入れた事例集を作成し、社会情勢に即応した指導の在り方を示しました。 

　しかし、今日、情報化の進展に伴うインターネット上の人権侵害の深刻化や、多様な背景を持つ子

どもたちへの支援、ヤングケアラー、いじめや不登校の増加など、子どもを取り巻く環境はより複

雑化し、人権課題も多様化しています。これからの人権教育には、知識としての理解に留まらず、多

様な他者と協働しながら、自他の権利を守るために主体的に判断し、行動できる力の育成がこれま

で以上に求められています。 

　こうした情勢を踏まえ、このたび「高知県人権教育推進プラン」の改定（令和７年3月）に合わせ、

本指導資料集を改訂いたしました。今回の改訂では、人権や子どもを取り巻く社会情勢の変化や、

国の最新の人権施策へに対応するとともに、本県の現状や課題を精査し、それらを克服するため

の具体的な取組の方向性を提示しています。また、児童生徒が自ら問い、考え、対話する「主体的

な学び」につながるよう、実践・指導事例の精選と充実に努めました。 

　具体的には、複雑化、多様化する人権課題に適切に対応する力を育むため「第２章 人権教育の

すすめ方」の中の「個別的な視点からの取組」の内容を充実させました。加えて、新様式での年間

指導計画の記載例や、各教科等と関連付けた指導事例を提示することで、教育活動全体を通した、

より実効性のある人権教育の推進を行っていきます。 

　本資料集が、きらっと、いきいき、あったかい「高知家」の教育の一環として、教職員一人ひとりの

人権感覚の醸成や、子どもたちの「知る・感じる・行動する」力を育む一助となることを願っておりま

す。各学校において、本資料集を校内研修や授業実践の中で活用され、人権尊重の精神に満ちた

安心・安全な学校づくりがさらに推進されることを期待いたします。 

　最後に、本資料集の改訂にあたり、貴重なご意見と多大なるご協力をいただいた関係各校・機関

に心から礼を申し上げます。 

 

令和８年３月 

高知県教育長　今城　純子 
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「人権教育・啓発に関する基本計画（第二次）」では、人権を「人間の尊厳に基づいて各人が持っている固有の権

利であり、社会を構成する全ての人々が個人としての生存と自由を確保し、社会において幸福な生活を営むために

欠かすことのできない権利である」と示しています。そして、全ての人がお互いの人権と尊厳を大切にし、生き生き

とした人生を享受することができる共生社会を実現するためには、全ての人が人権の享有主体であり、互いの人権

を尊重することの重要性を正しく理解するとともに、自らの権利を行使するにあたっては、その行使に伴う責任を

自覚し、自己の人権と同様に他者の人権をも尊重することが求められています。

「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」では、人権教育を「人権尊重の精神の涵養※を目的とする教育活
かんよう

動」であると示しています。

「人権教育の指導方法等の在り方について〔第三次とりまとめ〕」（以下、〔第三次とりまとめ〕という。）では、学

校における人権教育の目標を「一人一人の児童生徒がその発達段階に応じ、人権の意義・内容や重要性について理

解し、自分の大切さとともに他の人の大切さを認めることができるようになり、それが様々な場面や状況下での具

体的な態度や行動に現れるとともに、人権が尊重される社会づくりに向けた行動につながるようにすること」と述

べています。

つまり、次ページの図で示しているように、人権教育は様々な資質や能力を育成し、人権に関する知的理解の深

化と人権感覚の育成の２つが合わさって、人権尊重の意識や態度、実践的な行動等に発展させることを目指す総合

的な教育であると言えます。そして、これは学校に限らず、社会にも共通する目標です。

※水が自然に染み込むように、無理をしないでゆっくりと養い育てること

人権感覚とは…
人権が擁護され、実現している状態を感知して、これを望ましいものと感じ、反対に、これが侵害されてい
る状態を感知して、それを許せないとするような、価値志向的な感覚のことを言います。

〔第三次とりまとめ〕参考

１ 人権教育の推進のために

（１）人権とは

（２）人権教育とは

人権教育及び人権啓発の推進に関する法律（抜粋）
（定義）

第二条 この法律において、人権教育とは、人権尊重の精神の涵養を目的とする教育活動をいい、人権啓発とは、国

民の間に人権尊重の理念を普及させ、及びそれに対する国民の理解を深めることを目的とする広報その他の

啓発活動（人権教育を除く。）をいう。

（基本理念）

第三条 国及び地方公共団体が行う人権教育及び人権啓発は、学校、地域、家庭、職域その他の様々な場を通じて、

国民が、その発達段階に応じ、人権尊重の理念に対する理解を深め、これを体得することができるよう、多

様な機会の提供、効果的な手法の採用、国民の自主性の尊重及び実施機関の中立性の確保を旨として行われ

なければならない。

（国の責務）

第四条 国は、前条に定める人権教育及び人権啓発の基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、人権教育

及び人権啓発に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。

（地方公共団体の責務）

第五条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、国との連携を図りつつ、その地域の実情を踏まえ、人権教育及び人

権啓発に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。

（国民の責務）

第六条 国民は、人権尊重の精神の涵養に努めるとともに、人権が尊重される社会の実現に寄与するよう努めなけれ

ばならない。

第
１
章

基
本
的
な
考
え
方
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点字ブロックの上に

自転車が置かれて

いる。視覚障害のあ

る人が、歩けずケガ

をしてしまうかもし

れないよね！

〔第三次とりまとめ〕参考
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点字ブロックの上に

自転車が置かれてい

る。視覚障害のある

人が歩けず、ケガや

事故につながってし

まう！

人権に関する知的理解がないと、

点字ブロックの目的が分からず、平

気で自転車を置いてしまったり、点字

ブロックの上に自転車が置いている

のを見たりしても、何も思いません。

また、人権感覚が育まれていない

と、視覚障害のある人の気持ちや困

りごとに気付けず、自分中心の行動

をとってしまいます。

人権に関する知的理解と人権感覚

の２つが重なることによって、人権を

尊重する行動や態度となります。

〔「みんな主人公なんだ」（高知県人権教育調査研究協議会）〕参考
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（３）人権教育で大切にしたい４つの視点と教職員としての認識

視点１ 目的：人権が大切にされる社会を目指す

人権が大切にされた社会とは「全ての人々が自分のもちあじ（いいところもそうでないところも含め

ての自分らしさのこと）を十分に発揮できる」「多様性を相互に認め合い、尊重し合うことができる」

「差別や偏見がなく安心して生活できる」このような社会を指します。このような社会を目指すには、

学校、家庭、地域が一体となって、社会づくりに取り組むことが重要です。

学校教育においては、一人一人の児童生徒がその発達段階に応じ、人権の意義・内容や重要性につい

て理解し、自分の大切さとともに他の人の大切さを認めることができるようになり、それが様々な場面

や状況下での具体的な態度や行動に現れるとともに、人権が大切にされる社会づくりに向けた行動につ

ながるようにしていくことが求められています。

《教職員としての認識》

人権教育においては、子どもたちがいじめや差別等のない、人権が大切にされる社会づくりの主体者

となるための教育内容を創り上げていくことが求められています。

人権教育を通じて育んでいくべき資質・能力（知識的側面、価値的・態度的側面、技能的側面）を正

しく認識し、子どもの実態等を踏まえて、バランスよく学習内容を設定していくようにしましょう。

視点２ 機会：全ての人が等しく学習の機会を得る

教育を受けることそのものが人権であるという観点から、全ての子どもに十分な学習の機会を提

供できるように取り組むことが必要です。長く受け継がれてきた、長期欠席・不就学解消の取組に

学び、子どもの生活環境や人権侵害につながる課題の変化に対応しながら、学力と進路を保障して

いくことが重要です。

その際に「人と人とをつなぐ」という視点に立って、学習活動を組み立て、日々の仲間づくりを

進めることや、各教科等の学習や体験活動などを通して、子ども一人一人に、将来の生き方や在り

方を考えさせることは、社会的・職業的自立に向け、必要な基盤となる能力や態度を育てるキャリ

ア教育につながります。

《教職員としての認識》

不登校や経済的困難、特別な支援が必要な子ども、外国にルーツを持つ子どもといった、多様な

背景を持つ子どもたちに対し、つながりを切ることなく、常に対応を考えていくことが重要です。

教室にいても、別のことが気になって学習に集中できない背景に、人権に関わる問題が起こって

いないか確認するようにしましょう。

また、子どもの持つ力や可能性を引き出す生徒指導を通して、子ども一人一人の自己実現を支え

ることに取り組むとともに、子ども同士がよさを認め合い、支え合える人間関係を築くことができ

るように、日々の授業や行事等での子どもが主体的に取り組む活動の場面や機会の設定を行いまし

ょう。
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視点４ 内容：人権や人権課題について学ぶ

人権の大切さはもちろん、様々な人権課題について正しく学んでいないと、自分の人権を守れなか

ったり、意識していなくても誰かの人権を侵害してしまったりすることがあります。様々な人権課題

の解決のためには、それぞれ固有の歴史と課題があることを踏まえ、正しい理解と認識を深めること

が必要です。

また、人権課題を自分に関係があることと捉えることが、自ら解決する意識と態度につながります。

具体的な事例を通して、他者の心の痛みに触れたり共感したりすることで、自分自身や生活との関わ

りを考える機会となります。そのためには、探究的な学習活動を通して、子どもが主体的に取り組む

ことや、自己の生き方を考えることができるようにしていく必要があります。そして、身近なところ

から課題解決に向けた意欲や行動力を育むことが大切です。

《教職員としての認識》

人権尊重の理念を十分に認識し、人権教育を推進することができるようにするため、人権に関する

研修に主体的に参加しましょう。個別の人権課題についての授業研究を通して、各教科等における人

権教育の充実を図ることも重要です。

学びに際しては、人権課題に関わる当事者の不安、憤り、思いや願いを聴きながら、人権教育の在

り方を確認していきましょう。これまでに行われてきた様々な人権教育の実践に学び、当事者（子ど

も・保護者・地域・研修講師等）との関係づくりを大切にして、丁寧な聴き取りを行いましょう。

視点３ 環境：人権が大切にされた環境をつくる

人権が大切にされた学習環境とは「子どもたちが安心して過ごすことができる」「人権が尊重され

る温かい雰囲気に包まれている」「様々な背景を持つ多様な子どもたちが共に過ごす場所として、一

人一人がその子らしさ（もちあじ）を発揮できる」このような環境を指します。そして、その場にお

いて自分自身や他者の人権が大切にされている心地よさを経験することを通じて、人権尊重の大切さ

を実感するようになります。

また、名簿や掲示物などの扱いについても、意図せず人権侵害につながる可能性がないか十分に配

慮することが求められます。

《教職員としての認識》

「隠れたカリキュラム」（教育者の意図に関係なく、子どもが学びとっていく事柄）の存在は、子ど

もの人権感覚に大きく影響します。例えば、特別な配慮が必要な子どもがもちあじを発揮できるよう

な学級経営をしているクラスでは、特別な配慮が必要な子どもに対して積極的に関わりを持とうとす

る姿がよく見られます。教職員の言動そのものが「環境」に含まれていることを理解し、子ども一人

一人の大切さをしっかり自覚し、子どもたちを一人の人間として大切にする接し方を考えていきまし

ょう。

また、全ての子どもが「分かる」「できる」実感を味わうことができるよう、ユニバーサルデザイン

や合理的配慮の提供を前提とする学級経営や授業づくりに取り組むことも求められています。
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高知県の子どもを取り巻く現状を見ると、不登校や暴力行為等生徒指導上の諸課題の出現状況は、全国平均を下

回る傾向が続いているものの、依然厳しい状況が続いています。また、生活の困窮という経済的な要因や、家庭の教

育力の弱さ、地域社会の見守り機能の低下等を背景に、一定数の子どもたちが学力の未定着や児童虐待、非行、いじ

め等といった問題で、困難な状況に直面しています。

令和５年度には、学校教育や社会教育における人権教育の取組の現状や課題を把握し、今後の人権教育に関する

施策の充実を図ることを目的として、児童生徒（県内の義務教育学校、特別支援学校を含む小学５年生、中学２年

生、高校２年生の全児童生徒）及びその保護者、教職員を合わせた約２万５千人を対象に「身近な人権課題」につい

ての人権意識やインターネット機器の使い方、学校の人権教育の取組等に関する調査を実施しました。

このような状況や調査結果を踏まえて、県教育委員会では、人権教育のさらなる充実を図るために、令和６年度

に「高知県人権教育推進プラン」を改定しました。このプランは、就学前教育、学校教育、社会教育の各分野にお

ける人権教育の取組を充実させるとともに、各分野が連携・協働して人権教育を総合的に推進するための方向性や

具体的な取組を示したものです。

改定されたプランでは「第３期教育等の振興に関する施策の大綱」（以下「教育大綱」という。）「第４期高知県教

育振興基本計画」（以下「教育振興基本計画」という。）における基本目標を踏まえ「自尊感情の育成」と「多様性・

包摂性を尊重する教育の推進」を２つの柱としています。

「自尊感情の育成」については「自分をかけがえのない存在として認め、欠点も含めて自分自身を好きだと思う

気持ち」と捉え、これまでも人権教育施策を通して取組を行ってきました。「多様性・包摂性を尊重する教育の推進」

については「教育大綱」「教育振興基本計画」において、社会的包摂の重要性のもと、目指す人間像として「多様な

個性や生き方を互いに認め、尊重し、協働し合う人」が新たに設定されたことと関連しています。

２ 人権教育の推進のために ～高知県の現状と課題～

第
１
章

基
本
的
な
考
え
方



7

♦自尊感情に関する質問

28.8 ％

37.3 ％

30.9 ％

40.3 ％

43.2 ％

43.5 ％

47.4 ％

45.8 ％

42.7 ％

41.4 ％

39.4 ％

39.0 ％

16.5％

12.5％

16.6％

13.2％

11.4％

11.8％

7.1％

4.4％

8.8％

5.0 ％

5.8％

5.5％

0.2%

0%

1.0 %

0.1%

0.2%

0.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ｈ２８ 高校生

Ｒ ５ 高校生

Ｈ２８ 中学生

Ｒ ５ 中学生

Ｈ２８ 小学生

Ｒ ５ 小学生

 自分にはよいところがあると思いますか。

【読み取れる傾向と考察】

■ R５年は「自分によいところがある」という肯定的回答は、全校種８０％を超えている。また「自分のこ

とが好き」という肯定的回答は、全校種65％を超えている。

■ 自尊感情について、経年で見てみると、中学生、高校生の肯定的回答の割合が増加している。小学生の

肯定的回答の割合は元々高く、前回調査（Ｈ28年）からほぼ横ばいの状況である。

■ 小学生が横ばいになったことについては、新型コロナウイルス感染症の影響により行事や体験活動が制

限されたことが、低年齢層により強く影響している可能性が考えられる。また、中学生、高校生の肯定

的回答の割合が増加した背景として、生徒全員との定期的な面談による生徒理解や相談支援体制の充実

が図られ、生徒に直接よさを伝えたり、それに気付かせる機会が増えたりしたことが考えられる。

■ 一方「自分によいところがある」「自分のことが好き」と「思わない」と回答した児童生徒が一定の割合

存在しており、自尊感情を育む関わりを継続する必要がある。

（１）「令和５年度人権教育に関するアンケート」に見られる現状

17.3%

25.7%

17.6%

24.2%

31.6%

30.3%

40.3%

42.7%

39.6%

41.2%

40.6%

39.5%

28.7%

22.4%

26.8%

24.3%

18.1%

19.6%

13.5%

9.0 %

14.8%

10.0 %

9.5%

10.2%

0.2%

0.2%

1.2%

0.3%

0.2%

0.4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ｈ２８ 高校生

Ｒ ５ 高校生

Ｈ２８ 中学生

Ｒ ５ 中学生

Ｈ２８ 小学生

Ｒ ５ 小学生

 自分のことが好きですか。
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♦学校の先生と児童生徒との関係に関する質問

【読み取れる傾向と考察】

■ R5年は「周りの人から大切にされていると思う」という肯定的回答の割合は、全校種で85％を超えて

いる。また「周りの人」のうち「学校の先生」を選択した児童生徒の割合は、校種が上がるにつれて減少

している。

■ 経年で見てみると「周りの人から大切にされていると思う」小学生の肯定的回答の割合は減少している。

また「周りの人」のうち「学校の先生」を選択した児童生徒の割合が、小学校と高校で減少している。こ

れは、スマートフォン、インターネットの普及や新型コロナウイルス感染症の影響にり、人とのコミュ

ニケーションの在り方に変化があったことが考えられる。

■ 子どもたちが「自分は大切にされている」と感じる体験を積み重ねていくためには、日頃から教職員が

一人一人を受け入れ、その人間性や個性を認めていくことが必要である。

87.5%
88.4%

83.1%
86.2%

90.1%
85.2%

Ｈ２８ 高校生

Ｒ ５ 高校生

Ｈ２８ 中学生

Ｒ ５ 中学生

Ｈ２８ 小学生

Ｒ ５ 小学生

 周りの人から自分が大切にされていると思いますか。
「思う」「どちらかと言えば思う」の回答者の計

０％ １０％ ２０％ ３０％ ４０％ ５０％ ６０％ ７０％ ８０％ ９０％ １００％

28.1％
26.8％

30.6％
33.2％

38.4％
37.2％

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ｈ２８ 高校生

Ｒ ５ 高校生

Ｈ２８ 中学生

Ｒ ５ 中学生

Ｈ２８ 小学生

Ｒ ５ 小学生

  周りの人から自分が大切にされていると「思う」「どちらかと言えば思う」人の
中の「学校の先生」選択者数（複数回答：回答総数に対する割合）

０％ １０％ ２０％ ３０％ ４０％ ５０％ ６０％ ７０％ ８０％ ９０％ １００％
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♦いじめや差別を見た時の行動に関する質問

【読み取れる傾向と考察】

■ R5年は「注意する」「先生や家族、友達に相談する」といった回答が全校種で約90％になっ

ている。一方「何もしない」と回答した児童生徒もおり、その理由として小学生は「どうすればいいの

かわからないから」、中学生と高校生は「関わりたくないから」の回答の割合が1番多い。

■ 経年で見てみると、いじめを見た時の行動については、中学生・高校生において「注意する」「先生に相談

する」の回答の割合が大幅に増加し「何もしない」の回答の割合が減少した。また、小学生も前回調査と

同等の結果となっている。しかし、年齢が高い校種ほど「何もしない」という回答の割合は大きい。

「何もしない」理由としては、小学生では「自分とは関係ないから」中高生では「関わりたくないから」

という回答の割合がそれぞれ増加しており、年齢が高い校種ほど割合が大きい。

■ いじめを受けた時やいじめではないかと思った時、遠慮せずに相談できることや、解決に向けて自己主張

ができる人間関係を築いていくことが大切である。

22.2%

27.2％

26.7％

33.8%

43.5％

45.1%

19.0%

31.1%

24.7%

32.9%

30.9%

34.3%

7.4%

5.0%

6.2%

6.6%

7.1%

6.2%

29.1%

23.7%

21.5%

15.4%

10.0%

7.8%

18.2%

8.7%

16.4%

7.2%

6.3%

4.8%

3.2%

4.1％

3.0%

3.8%

1.5％

1.2%

0.9%

0.2%

1.5%

0.3%

0.7%

0.6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ｈ２８ 高校生

Ｒ ５ 高校生

Ｈ２８ 中学生

Ｒ ５ 中学生

Ｈ２８ 小学生

Ｒ ５ 小学生

周りの人がいじめをしている場面を見た時、どんな行動をすると思いますか。

7.2%

8.2％

16.5％

11.6%

34.7％

23.1%

2.7%

1.9%
4.5%

5.4%

7.0%

3.2%

24.1%

23.0%

26.1%

21.3%

30.6%

34.8％

55.0%

58.7%

43.8%

51.6%

18.4%

24.1%

10.2%

6.3%

9.0%

6.6%

7.3%

8.3%

0.8%

1.9%

0.1%

3.5%

2.0%

6.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ｈ２８ 高校生

Ｒ ５ 高校生

Ｈ２８ 中学生

Ｒ ５ 中学生

Ｈ２８ 小学生

Ｒ ５ 小学生

「何もしない」を選んだ人の理由
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の
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そ
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Ｒ５ 学校（小学校）と小学５年生 学校

（小学校）

小学５年生

♦人権学習や人権課題への取組に関する考え方についての質問

教職員（学校）と児童生徒それぞれを対象に、学校における人権学習の取組状況について質問し、その回答結果

を比較します。
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（問）児童生徒：今の学校で学習した内容を選んでください。

学校教員：学校で指導している人権学習の内容を選んでください。
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エ
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患
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権
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権
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ン
病
患
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人
権
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害
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る
人
権

体
の
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と
心
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の
違
い

そ
の
他

回
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な
し

Ｒ５ 学校（高校）と高校２年生 学校

（高校）

高校２年生

※児童生徒の回答は、小学５年生、中学２年生、高校２年生の時点の学習経験に基づいており、それぞれの学校の

最終学年で実施されている人権学習内容は反映されていません。

※児童生徒の数値が学校の数値の半分以下の人権課題は枠囲みしています。

【読み取れる傾向と考察】

■ 小中学校では、ほとんどの人権課題について、５割以上の学校が指導している。高校では９つの人権課題

について５割以上の学校が指導している。

■ いくつかの人権課題については、学校の「指導している」という認識と児童生徒の「学習した」という認

識には大きな差がある。教科書には、人権課題を取り扱っている記載が増えており、各教科等において、

人権課題との関連を意識した学習を進めることが重要である。
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♦学校における人権学習の取組に関する質問

【読み取れる傾向と考察】

■ 「家庭や地域への人権啓発」「授業研究等の実施」「教科・領域での人権学習の実施」が課題の上位にあが

っている。

■ Ｈ28年と変わらず「家庭や地域への人権啓発」「教科・領域での人権学習の実施」は変わらず課題として

上位にあがっている。

■ H28年と比べて、ア、イ、ウ、エ、オの回答の割合が減ってきており、各校種で人権教育に対する組織的

な取組が進んできている。一方で、ウ、カについては、依然として課題とする学校の割合が高く、教科に

おいて人権学習を進めていく必要がある。

（問）人権学習を進めるうえで、課題となっていることを選んでください。 【複数選択可】

1.8%

0.8%

36.1%

21.6%

24.5%

24.6%

25.4%

36.8%

33.8%

32.7%

0.9%

1.8%

37.7%

24.7%

29.5%

21.4%

18.1%

28.9%

25.9%

28.0%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0%

コ

ケ

ク

キ

カ

オ

エ

ウ

イ

ア

Ｒ ５ Ｈ ２８

教職員の共通理解を図り、人権教育主任が中心になって

ア 人権教育を組織的に推進すること（人権教育の活動に関

する企画・立案、校務分掌間の連絡調整・統括）

イ 次年度に向けた全体計画、年間指導計画の見直しや改善

ウ 教科・領域の時間においての人権学習の実施（計画・準備・

実施）

エ 人権学習で使用する視聴覚教材の準備

オ 校内においての人権課題に関する研修

カ 授業研究等の実施

キ 地域や関係機関の人材を活用した教育活動

ク 家庭や地域への人権啓発

ケ その他

コ 回答なし
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♦インターネット利用に関するフィルタリング設定についての質問

【読み取れる傾向と考察】

■ R5年は、すべての校種の児童生徒において「フィルタリングをしている」割合が5割を切っている。

■ 経年で見てみると、インターネット接続機器へのフィルタリングについては、小学生と高校生は「してい

る」と回答した割合が減少している。小学生・中学生の保護者は「わからない」の回答が増加し、高校生

の保護者は「していない」「過去にしていたが、現在はしていない」の回答の割合が増加している。

■ 児童生徒が「わからない」と回答していることに関しては、家庭内でフィルタリング設定について話題に

することや、設定することに対して相談がなされていないのではないかと考えられる。また、児童生徒の

年齢が上がるにつれてフィルタリング設定率が下がる。児童生徒のネットトラブルへの接触が危惧される。

児童生徒の「携帯電話」「スマートフォン」利用のフィルタリング設定について

64.6%

62.7%

41.0%

45.5%

20.9%

15.6%

12.1%

10.0%

3.8%

8.1%

2.2%

3.7%

9.7%

9.6%

43.8%

40.1%

1.0%

4.0%

0.9%

0.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

H２８ 保護者

R ５ 保護者

H２８ 中学生

R ５ 中学生

【中学生とその保護者】

54.2%

48.6%

50.7%

42.6%

26.7%

25.8%

20.1%

15.8%

6.9%

19.9%

5.0%

9.0%

11.7%

4.8%

23.9%

32.2%

0.5%

0.9%

0.3%

0.4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

H２８ 保護者

R ５ 保護者

H２８ 高校生

R ５ 高校生

【高校生とその保護者】

72.8%

49.4%

33.6%

25.6%

17.1%

13.4%

11.0%

11.6%

0.8%

3.0%

0.6%

0.9%

5.8%

3.0%

52.1%

60.5%

3.6%

31.3%

2.7%

1.4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

H２８ 保護者

R ５ 保護者

H２８ 小学生

R ５ 小学生

【小学生とその保護者】
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♦インターネット利用に関するルールづくりについての質問

【読み取れる傾向と考察】

■ R5年は、校種が上がるにつれて「ルール設定している」と回答した割合が下がっている。

■ 経年で見てみると、家族とのルールづくりについては、小学生・中学生・高校生で児童生徒、保護者ともに

「決めている」と回答した割合が、前回調査と比較して増加している。

■ 家庭でのルールづくりについて、児童生徒と保護者の回答を比較すると、すべての校種において意識の差

が見られる。インターネット利用に関するルールづくりについて、継続して啓発の取組を進めていく必要

がある。

児童生徒の「携帯電話」「スマートフォン」のルールの設定について

69.3%

83.2%

63.0%

67.0%

19.7%

13.1%

20.7%

16.7%

2.7%

2.1%
15.6%

15.3%

8.3%

1.6%

0.7%

1.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

H２８ 保護者

R ５ 保護者

H２８ 小学生

R ５ 小学生

【小学生とその保護者】

66.5%

78.8%

47.4%

60.6%

26.3%

18.9%

32.9%

25.6%

2.3%

1.4%
19.3%

13.3%

4.9%

0.9%

0.4%

0.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

H２８ 保護者

R ５ 保護者

H２８ 中学生

R ５ 中学生

【中学生とその保護者】

47.6%

57.2%

28.4%

34.7%

48.0%

40.2%

57.0%

52.8%

2.8%

2.1%
14.5%

12.3%

1.6%

0.5%

0.1%

0.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

H２８ 保護者

R ５ 保護者

H２８ 高校生

R ５ 高校生

【高校生とその保護者】
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アンケートの結果から、今後の人権教育をさらに推進していくうえで、次のような点を重視し、学校は組織とし

ての取組の充実や改善を図っていく必要があります。

（２）今後の方向性

【自尊感情の育成】

自尊感情については、これまでの様々な取組の成果に加えて、より一層子ども一人一人の背景を理解し、

支援していくこと、子どもが自分なりの学びの方法や在り方を見つけることを支援するとともに、ありの

ままの子どもの姿を受け入れることなど、自尊感情の育成を意識した様々な場面での働きかけや研修の実

施が必要です。

【人間関係の醸成】

学校のあらゆる場面において、児童生徒同士の人間関係を育む取組を行うことが大切です。

教職員と児童生徒の信頼関係や、学校から児童生徒に与える安心感は、教育活動全体を通じた様々な関わ

りの中で築かれていくものであり、教職員が児童生徒の心に寄り添い関わることができるスキルの向上を目

指し、教職員の人権感覚を高める取組の充実が求められます。そのことを認識した組織的な取組を進めるこ

とが重要です。

【いじめや差別を見た時の行動】

学校教育活動全体において、どの児童生徒も安心できる“居場所づくり”を進めるとともに、児童生徒が

主体的に取り組む協働的な活動を通して、他者の役に立っているという「自己有用感」を感じられる“ 絆

づくり”に取り組み、児童生徒の人間関係を育む必要があります。特に、中学校、高等学校において、より

積極的な取組が求められます。

また、いじめの被害を受けた時に、誰にどうやって助けを求めたらよいか、具体的かつ実践的な方法や、

いじめのことで友だちに助けを求められた時に、どのように対応したらよいのかを学ぶ「SOSの出し方に

関する教育」等に取り組んでいくことが重要です。

第
１
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学校は、学年・学級という集団のなかで、多様な他者に出会い、関わりを通して、他者とどのように共存するかと

いう、社会を形成していくうえで不可欠な人間同士のリアルな関係づくりを学ぶ貴重な場です。子ども一人一人が

互いのもちあじや違いに気づき、認め合い、学びの在り方を構築していくことや、多様な他者が共生できる社会づ

くりにつながる教育活動の在り方を創造していく「多様性・包摂性を尊重する教育」を進めていきましょう。

【人権学習や人権課題への取組に関する考え方】

「高知県人権教育推進プラン」に掲げられている「多様性・包摂性を尊重する教育の推進」を踏まえ、子

ども一人一人が互いのよさや違いに気づき、認め合える学びの在り方を構築していくことや、多様な他者

が共生できる社会づくりにつながる人権学習や教育活動の在り方を創造していくことが求められます。

また、人権課題に対する適切な判断力と行動力を身に付けさせたうえで、児童生徒を社会に送り出すため

に、人権学習の機会の確保や内容の充実、発達段階に応じた課題別の学習時期の設定等の工夫が求められ

ます。特に「同和問題」「ハンセン病元患者」等、学校以外では正しい知識を得る機会の少ない人権課題に

ついては、学校で確実に学べる機会を保障するとともに、児童生徒が人権課題をより身近なことと受け止

め、深い学びが得られるよう、発達段階に応じた効果的な学習時期を設定するなどの工夫が必要です。

【学校の人権教育の取組と保護者等への発信】

学校から地域や保護者への人権啓発、情報発信等の充実や工夫に向けて、県教育委員会からも支援を進め

ていきます。

教育活動のあらゆる場面を通して、教職員と児童生徒、教職員と保護者との信頼関係を築く取組を行うと

ともに、保護者に対して丁寧な情報発信を行うことが重要です。

学校や教職員が重点を置く取組やそれらを進める意識は、学校の雰囲気や、教職員の児童生徒及び保護者

への関わりを通して伝わっていきます。いじめを許さない学校づくりに向けて、教職員の人権感覚を高め、

日々の取組を組織的に進めていく必要があります。

【インターネット利用に関するフィルタリング設定やルールづくり】

児童生徒への働きかけとともに保護者への啓発の充実等、対策が求められます。また、保護者の責務等に

ついて啓発を行う必要があります。

フィルタリングも含めインターネットの利用の仕方について、ルールを決めてから、それを守るための仕

組みづくりなどの対策が必要です。ルールづくりにおいては、例として、県教育委員会が配布している「イ

ンターネット等利用についての啓発チラシ」等も活用し、児童生徒も保護者も日常的にルールを意識し

振り返ることができるように、働きかけを継続して行うことが求められます。

他者の権利や尊厳を尊重するという人権教育の視点を踏まえた情報モラル教育の充実を今後もさらに図

っていくことが必要です。
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学校における人権教育は、教育活動全体を通して行われるものです。それは、人権教育で育てたい資質や能力

が、単に児童生徒に繰り返し言葉で説明したり、知識を理解させたりする学習だけで身に付くものではないから

です。

学校では、生徒指導や教科等の指導、学級経営、その他の学校生活のあらゆる場面を通じた、人権教育の推進が

必要です。校長のリーダーシップのもと、教職員一人一人が人権尊重の理念を十分に理解したうえで「人権が尊

重される学習活動づくり」や「人権が尊重される人間関係づくり」と「人権が尊重される環境づくり」が一体とな

った学校全体としての取組が望まれます。

これからの学校には「一人一人の児童（生徒）が、

自分のよさや可能性を認識するとともに、あらゆる

他者を価値のある存在として尊重し、多様な人々と

協働しながら様々な社会的変化を乗り越え、豊かな

人生を切り拓き、持続可能な社会の創り手となるこ
ひら

とができるようにすることが求められる」と学習指

導要領の前文に記されています。このことは、人権

教育の理念とも共通しており、教育課程の中で、人

権教育を適切に位置付け、普段の教育活動の中でも

人権を意識し、人権教育を進めていくことが必要で

す。

（１）教育活動全体を通じた人権教育の推進

１ 人権尊重の学校づくり

①人権教育の充実を目指した教育課程の編成

第
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人権教育の実践は、民主的な社会及び国家の形成発展に努める人間の育成、平和的な国際社会の実現に貢献で

きる人間の育成につながっているとされており、学校において児童生徒に人権教育を行うことは、社会の良識の

根幹を支える営みと言っても過言ではありません。そのため、学校において人権教育を実践する際には、社会と

のつながりを意識し、社会に開かれたものとすることが必要です。

教育課程においては、各教科等の形で「人権教育」が設定されていないため、学校で人権教育を行うにあたって

は、各教科や「特別の教科 道徳」、総合的な学習（探究）の時間、特別活動、教科外活動等の教育活動全体を通

じて行うことになります。そのため、教科等横断的な視点は、人権教育において特に重要であると言えます。教科

等の目標そのものが人権教育で育てたい資質・能力に関わるものや取り扱う教材が人権に関わるもの、学習活動

を行うことで人権感覚が育まれるもの等、人権教育と関連する学習場面や内容が数多く存在します。したがって、

学校の人権教育を充実させるためには、人権教育で育てたい資質・能力（知識的側面、価値的・態度的側面、技能

的側面）を明確にし、各教科や「特別の教科 道徳」、総合的な学習（探究）の時間、特別活動等との関連を図っ

た教育課程を編成することが必要です。そして、双方の目標やねらいが達成できるように、指導内容や学習活動

を互いに結び付け、効果を高めることができるように実践していく中で、人権や人権課題についての学習（人権

学習）を行い、人権に関する知的理解の深化と人権感覚の育成を図ります。また、人権に関する内容を扱っていな

い単元等においても、人権の視点を生かした授業づくりが求められます。（P75、76参照）

さらに、各学校において、各学期や年度ごとに、人権教育の年間指導計画に沿った人権教育に関する活動の点

検・評価を行い、次年度における年間指導計画の見直しや、指導の改善や向上につなげていくカリキュラム・マネ

ジメントに努めることが求められます。

【教育課程の編成にあたっての留意点】

児童生徒が人権に関する学習に主体的に関与し、人権意識や態度、実践力を身に付けることがで

きるよう、次の点に留意することが大切です。

■ 「地域の教育力」の活用

教科等の特質に応じて、地域の「人・もの・こと」を活用する。

■ 「体験的な活動」の導入

体験活動の活用により、人権についての態度、技能、知識を育てる。

■ 学習形態、指導方法の工夫

目的に応じて、一斉・グループ・個別等の学習形態や指導方法を工夫する。

■ キャリア教育との関連

生き方の自覚を深める学習や進路指導の機会等を利用し、長期的な視野に立って推進する。

〔第三次とりまとめ〕参考

【カリキュラム・マネジメント】

各学校において、児童生徒や学校、地域の実態を適切に把握し、教育の目的や目標の実現に必要

な教育の内容等を教科等横断的な視点で組み立てていくこと、教育課程の実施状況を評価してその

改善を図っていくこと、教育課程の実施に必要な人的又は物的な体制を確保するとともにその改善

を図っていくことなどを通して、教育課程に基づき組織的かつ計画的に各学校の教育活動の質の向

上を図っていくこと。 〔学習指導要領 解説〕参考
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〔第三次とりまとめ〕〔生徒指導提要（令和４年12月）〕参考

生徒指導は、個々の子どもの「自己指導能力」を育成する発達支持的生徒指導に本来の意義があり、児童生徒一

人一人の個性の発見と、よさや可能性の伸長と社会的資質・能力の発達を支えると同時に、自己の幸福追求と社

会に受け入れられる自己実現を支えることを目的としています。

このような生徒指導の取組は「自分の大切さとともに他の人の大切さも認めること」ができる人権感覚を育成

し、学校において一人一人の子どもが大切にされる人権教育の取組と関連があります。

子どもが自己指導能力を獲得することを支える生徒指導では、生徒指導の三機能（①自己存在感の感受 ②共

感的な人間関係の育成 ③自己決定の場の提供）に「④安全・安心な風土の醸成」を加えた「生徒指導の実践上

の留意する視点（４視点）」を働かせることが重要です。子どもが自己指導能力を獲得することを支える生徒指

導では、子どもが自分事として課題に挑戦してみたり、仲間や地域の人々と協働しながら創意工夫することを通

して「自分でやってみることや仲間と協働するこ

とのよさ」を実感することがとても大切です。こ

のことは、自己についての肯定的態度や他の人と

ともによりよく生きようとする態度を育成する人

権教育の目標と共通するものです。

また、生徒指導を行う際、教職員は、児童生徒の

権利について理解しておく必要があります。「児童

の権利に関する条約」（平成元年 11 月 20 日第

44回国連総会において採択、日本は平成２年に署

名、平成６年に批准）の発効を契機として、児童生

徒の基本的人権に十分配慮し、一人一人の人権を

大切にした教育が行われることが求められていま

②人権尊重の視点から見た生徒指導
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す。生徒指導を実践する上で、児童の権利条約の４つの原則（①差別の禁止 ②児童生徒の最善の利益 ③生命・

生存・発達に関する権利 ④意見を表明する権利）を理解しておくことが大切です。また、生徒指導の基本であ

る、安全・安心な学校づくりにおいても、本条約を理解して取り組むことが重要です。そして、いじめや暴力行為

は、児童生徒の人権を侵害するだけではなく、進路や心身に重大な影響を及ぼす行為であり、教職員が「児童生徒

の命を守る」という当たり前の姿勢を貫いて臨むことが必要です。

さらに、令和４年６月に、すべての子どもが幸福な生活を送ることができる社会を実現するために、子ども施

策を総合的に推進することを目的とした「こども基本法」が公布されました。「児童の権利に関する条約」ととも

に「こども基本法」の基本理念について理解することが求められます。

自己指導能力とは〔改訂版 高知県生徒指導ハンドブック令和６年３月〕参考

子どもたちが自己指導能力を獲得するのは、学習指導を含む、学校生活のあらゆる場や機会

です。子どもが自ら目標を立て、この目標の達成のために、自らの行動を決断して実行する。

そして、そのことについて責任をとるという経験を積み重ねていくことが重要です。

１ 自分は「何をしたいのか」「何をすべきか」を子ども自身が分かっている。

（深い自己理解）

２ 子どもが自分事として、問題や課題を発見し、自分の目標を選択、設定できる。

３ 自分のためにも、他の人のためにもなる行動を決めて実行できる。

発達支持的生徒指導とは〔改訂版 高知県生徒指導ハンドブック令和６年３月〕参考

発達支持的生徒指導とは、全ての子どもに対して、学校の教育目標の実現に向けて全ての教育

活動においてすすめられる生徒指導の基本となるもので、教師の子どもへの向き合い方を示して

います。発達支持的生徒指導の場面の例として以下のことがあげられます。

１ 子どもへの挨拶、声がけ、励まし、賞賛、対話を日常的に行う。

２ 授業や行事などを通して、子ども一人一人への働きかけを行う。

３ 授業や行事などを通して、集団への働きかけを行う。

４ 学習指導と関連付けて、市民性教育や人権教育を行う。

こども基本法の基本理念〔こども基本法ってなに？ やさしい版」（こども家庭庁）〕参考

１ すべてのこどもは大切にされ、基本的な人権が守られ、差別されないこと。

２ すべてのこどもは、大事に育てられ、生活が守られ、愛され、保護される権利が守られ、平

等に教育を受けられること。

３ 年齢や発達の程度により、自分に直接関係することに意見を言えたり、社会の様々な活動に

参加できること。

４ すべてのこどもは年齢や発達の程度に応じて、意見が尊重され、こどもの今とこれからにと

って最もよいことが優先して考えられること。

〔こども基本法ってなに？やさしい版〕

（こども家庭庁）

改訂版 高知県生徒指導

ハンドブック

（高知県教育委員会）
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学級・ホームルーム（以下、学級という）は、児童生徒にとって、学校生活の基盤となるものです。学級が、児

童生徒にとって安全・安心な居場所であるためには、人権教育の視点に立った学級経営や学級環境づくりを進め

ていく必要があります。

人権が尊重される学級づくりのために、次のような点に留意する必要があります。

③人権尊重の視点に立った学級経営

（ア）自尊感情を育む

「高知県人権教育推進プラン（令和７年３月）」では「自尊感情の育成」を人権教育の柱の一つ

としてあげています。これは「自分をかけがえのない存在として認め、欠点も含めて自分自身を

好きだと思う気持ち」である自尊感情を育むことが「全ての人の人権が尊重され、多様性を認め

合い、誰もが安心して生活できる社会の実現」につながると考えられるからです。

そして、自尊感情の獲得のためには、自分と他者

（集団や社会）との関係の中で、自分がどれだけ大切

な存在であるかということを認識する、自己有用感の

獲得が重要です。人の役に立っている、人から感謝さ

れた、人から認められた、という他者からの評価やま

なざしを強く感じたうえでなされる自己に対する肯定

的な評価の積み重なりが、自己有用感に裏付けされた

自尊感情の獲得につながります。

●子どもたちの自尊感情を育むための教職員の関わり方や学級経営において、大切なことは次

の点です。

■ 子どもに対する固定的な見方をせず、ありのままを受け入れ、どの子どもも伸びる存在であ

るという肯定的な見方をする。

■ 学級の中での子ども同士の力関係が固定化しないよう、教職員の意図的な働きかけで子ども

をつなげていく。

■ 子どもたちの自己肯定感を高める活動を継続的に取り入れる。

■ 子どもたちのよいところを見つけ、それを言葉や態度で表す。

■ 子どもたちなりのこだわりや工夫を理解し、成長を認め、それを言葉や態度で表す。 等
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（イ）共感的に理解する力を育む

人権教育では、子どもたちが自分の大切さだけでなく他の人の大切さも認めることができるよう

になり、そのことが日常の態度や行動に表れることを目指しています。そのためには、子どもたちが

豊かな人権感覚を身に付けることが重要であり「人の痛みが分かる感覚」や「他の人の気持ちを共感

的に理解する力」を育むことが大切になります。

共感とは、必ずしも相手と全く同じ意見や感情を持つことではなく、立場や考え方の異なる人の

感じ方や思いを尊重し「自分とは違うけれど、あなたがそう考えるのは分かる」と理解することも

含まれます。多様な価値観や背景をもつ人々の思いに寄り添い、それぞれの立場に立って想像しな

がら理解しようとする姿勢が、豊かな人権感覚を育むうえで重要となります。

日常生活の中で仲間と協力することの意義や喜び、異なる意見を理解し、尊重する大切さについて

ロールプレイ等の擬似体験を通じて学ぶことも人権感覚を育むうえで効果的です。

（ウ）人間関係調整力を育む

人間関係調整力は、「人と関わる」ことや「人とつながる」こと、対立の場面で「人と分かち合

う」ことです。お互いがコミュニケーションを取るためには、相手に自分の思いや考えをはっき

りと伝えることや、逆に相手の思いや考えを共感的に聴くこと等、お互いの思いや気持ち、考え

を伝え合う力が必要であり、言葉のかけ方等を調整する必要があります。つまり、自分を大切に

し、相手のことも大切にしながら、自身が主張する時には「人と分かち合うこと」が必ず必要とな

ってきます。お互いの人権を大切にし「人と分かち合う」ことによって、お互いの信頼関係を構築

し、深めることができます。

このような人間関係調整力を育むためには、あらゆる場で人との関係を保つための言葉のかけ

方やタイミングを学び、それをさらに伸ばしていくようにすることが大切です。

【共感的に理解する力、人間関係調整力を育む取組（例）】

■ 傾聴を意識した学習

話し手の声を単に音としてとらえるのではなく、自分の心(気持ち)も集中して、相手の言う

ことを理解しようとして聴くことの学習

■ 非攻撃的自己主張(アサーション)の手法を用いた学習

自分の正直な気持ちを相手にうまく伝えるために、相手の人格を尊重しながら主体的に自分

を主張する方法

■ ロールプレイや参加体験型を取り入れ、コミュニケーション力をつける学習

■ 日常生活における様々な体験

■ 言語活動の充実

■ 対話的な学びの充実
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●生徒指導の４視点と学級経営

学級が、共に認め・励まし合い・支え合う場となるために、学級経営において「生徒指導の実践上の留意する視

点（４視点）」を意識する必要があります。（P20参照）それは「自分の大切さともに他の人の大切さを認める

こと」ができる人権感覚を育むことにもつながります。

○自己存在感の感受

子どもが「自分は価値ある存在である」と実感するためには、学級全体が一人一人の子どもをかけがえのな

い存在としてとらえ、関わる土壌を育む学級経営が重要です。

■ 間違った応答も大切にしたり、どんな発言でもとりあげ大切にする。

■ 名前を呼んだり、目を見て話すなど子どもの存在感をもたせるようにする。

■ 係活動等、活躍の場を与え、子ども一人一人のよさや努力を肯定的に評価する声がけをする。 等

○共感的な人間関係の育成

自分や友達の個性を尊重し、相手の立場に立って行動できる共感的な人間関係を築くことで「安心して自分

の考えを言える」「どうずればできるようになるのかをみんなで考えることができる」支持的な学級づくりに

つながります。

■ 子ども一人一人を受け入れ、子どもの人間性や個性を認めるようにする。

■ 子どもの発言をつなげ、集団での話し合いにつなげる。

■ 問題行動を起こす子どもの背景に何があるのかを意識して関わる。 等

○自己決定の場の提供

自己決定とは、子どもが「自分で決めて実行する」ということです。子どもが自ら判断し「自己決定」でき

るようにするためには、状況によっては、教職員が指導の中で選択肢を示すことや、子ども自身で責任のとれ

る範囲内で「自己決定」できるようにするなどの配慮が必要です。

■ 話合いで学級に必要な係は何かについて考え、係を決める。

■ 一人で考える時間を十分に与え、最適と考えられるものを選択する。

■ 自分の考えを、みんなの前で（平場で）発表する機会を確保し、その内容について評価する。 等

○安全・安心な風土の醸成

子どもが「自己存在感」や「共感的な人間関係」のよさを感じ「自己決定」し、それを表明するためには、自

分が所属する学級集団が「一人一人を大切にしている」「一人一人を個性的な存在として尊重している」集団で

あることが必要不可欠です。

■ すべての子どもが、失敗しても笑われない、安心してチャレンジできる教室環境を整える。

■ 授業に集中できない子ども、話合い活動に参加できていない子ども、授業内容が理解できていない子ど

も等への配慮と支援を行う。

■ 安心して過ごせるための必要なルールを子どもたちと話し合って決め、定期的に確認し、守られていな

ければさらに話し合う。 等

〔改訂版 高知県生徒指導ハンドブック（令和６年３月）〕参考

「生徒指導の実践上の留意する視点（４視点）」に立った取組は、明確に分類されるものではありません。

例えば「相互評価を取り入れ、お互いのよさを認め合うことができるようにする」ことは、自己存在感を

与えることにつながると同時に、共感的な人間関係を育成することにもつながります。様々な取組を４視

点に関連させることが大切です。
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お互いを大切にする温かい雰囲気の教室をつくるために、教職員は身近な人権感覚を養う環境のひとつです。

人権意識を高め、日常の学級経営や生徒指導・授業時間など学校生活全般において、人権尊重の態度で児童生

徒に接していきましょう。

下の「人権が尊重された学級経営のチェックリスト」を使って振り返ってみましょう。

（エ）隠れたカリキュラム

児童生徒の人権感覚を育成するためには、体系的に整備された教育課程と並び、いわゆる「隠れた

カリキュラム」が重要であるという指摘があります。

例えば「いじめ」を許さない態度を身に付けるためには、「いじめはよくない」という知的理解だ

けでは不十分です。実際に「いじめ」を許さない雰囲気が浸透する学校・学級で生活することを通

じて、児童生徒ははじめて「いじめ」を許さない人権感覚を身に付けることができます。

一方、子どもの心を傷つけ、成長を阻害する不適切な言動を、知らず知らずのうちに教職員が行

っていることがあるかもしれません。そういった不適切な関わり（マルトリートメント）を意識的

に解消していく姿勢が求められます。

「隠れたカリキュラム」とは、教育する側が意図する、しないに関わらず、学校生活を営む中で、

児童生徒自らが学びとっていく全ての事柄を指すものであり、学校・学級の「隠れたカリキュラム」

を構成するのは、それらの場の在り方であり、雰囲気といったものである。

〔第三次とりまとめ〕参考

～人権が尊重された学級経営のチェックリスト～

□ 「おはよう」「ありがとう」「さようなら」などのコミュニケーションを大切にしている。

□ 「男の子（女の子）だから･･･」といった、役割や能力を固定的に見た言い方をしないようにしている。

□ 偏見や差別意識を生まない指導や言葉遣いを意識している。

□ 児童生徒一人一人のよさを認め、意識してほめようとしている。

□ 決めつけようとすることなく、児童生徒一人一人の意見を大切に扱おうとしている。

□ お互いの気持ちや考えを聴き合い、伝え合うことができる学級を目指している。

□ 個別に指導するとき全体の前で行わないなど、児童生徒の自尊心を傷つけないようにしている。

□ 児童生徒同士の陰口を聞いたり、冷やかしや嘲笑を目にしたら、必ず指導するようにしている。

□ いじめられたり、排除されたりしている児童生徒がいるのではないかと、いつもアンテナをはっている。

□ いじめや暴力など、他の人を傷つけるような問題が起きたとき、毅然として対応している。

□ トラブルが起きたとき、その原因や背景をしっかりつかもうとしている。

□ 掲示物を整えたり、落書きを消したりするなど、教室の環境を意識して保とうとしている。

□ バリアフリーやユニバーサルデザインに配慮した教室の環境が整えられている。

□ 心配なことだけでなくよいことについても連絡帳や家庭訪問などを通じて保護者に積極的に伝えよう

としている。

□ いろいろな機会を通じて、児童生徒や、学級・学校の取組に対する保護者の気持ちや考えを聞こうとし

ている。
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●人権教育の理念に立った学校づくりと学力向上

学校教育においては、全ての子どもに基礎的な知識・技能及びそれらを活用して問題を解決する力等を確実に

身に付け、自ら学び考える力等の「確かな学力」を育むことが求められています。そのためには、子どもの学習意

欲を高め、指導の充実を図っていくことが必要であり、学校・学級の中で一人一人の存在や思いが大切にされる

という環境が成立していなければなりません。このように見た場合、校内に人権尊重の理念に基づく教育活動を

行き渡らせることは、学習指導の効果的な実施を図るためにも重要な観点と言えます。

人権教育の取組と学力向上の取組は、互いに関連して両輪として推進しなければなりません。「確かな学力」を

育むためにも、学校全体として「一人一人を大切にし、個に応じた目的意識のある学習指導に取り組む」等の教育

目標の共通理解を図るとともに、学ぶことの楽しさを体験させ、互いに認め合う人間関係等を培い、学習意欲の

向上に努めることが求められています。

武庫川女子大学の志水宏吉教授は、このような「効果のある学校」に関する研究を踏まえた上で、その学校に通

うすべての子どもたちをエンパワーする学校、すなわち、子どもたちが自信をもって学校生活を送り、本来持っ

ているポテンシャルを十二分に発揮させることに成功している学校を「力のある学校」（empowering school)

とし「力のある学校」が備えるべき要素を、下の図のようなスクールバスのイメージで示しています。

※スクールバスモデルは、校長のリーダーシップや教師集団の協働性、授業改善といった従来の学校組織

の要因に焦点を当てるだけでなく、後輪である地域や家庭との関係性によって安定して前進できるとし

ている。特に、厳しい環境にある子どもが多い学校では、後輪が重要であるとされている。

〔「力のある学校の探究」／「力のある学校」研究会編〕参考

効果のある学校（effective school）

「効果のある学校」に関する研究が国内外で進められている。これらの研究では、「教育的に不利な環境の下

にある児童生徒の学力水準を押し上げている学校」において、学力の向上と人権感覚の育成とが併せて追求さ

れている点に注目しており、人権感覚の育成は、児童生徒の自主性や社会性などの人格的な発達を促進するば

かりでなく、学校の役割の大事な部分を占める学力形成においても成果を上げているとの指摘を行っている。

一人一人の個性やニーズに応じた基礎学力を獲得するためには、学校・学級の中で、現実に一人一人の存在や

思いが大切にされるという状況が成立していなければならないからである。 〔第三次とりまとめ〕
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人権尊重の学校づくりを行うためには、校長のリーダーシップのもと人権教育主任や人権教育担当者が中心とな

って、教職員全員で次のことを組織的、継続的に行うことが不可欠です。

人権教育の目標を設定するにあたっては、次のことに留意することが重要です。

このような目標設定の取組を通じ、

などについて教職員の共通理解を図っていく必要があります。

これらのことを踏まえながら、学校がこれまで大切にしてきた活動、子どもの実態、地域の実情等も考慮し

て、自校の具体的目標を設定することが大切です。

（２）組織的・計画的な人権教育の推進

■ 子ども、家庭、地域の実態を把握する。

■ 人権教育の目標を設定する。

■ 人権教育に取り組む体制を整える（校内推進体制の確立）。

■ 全体計画・年間指導計画を作成する。

■ 教材の選定・開発を行う。

■ ＰＤＣＡサイクルに基づき、取組内容の定期的な点検・評価を行い、主体的に見直しを行う。

■ 取組に対する情報は保護者や地域の人々に積極的に提供する。

①学校としての人権教育の目標設定

■ 様々な人権問題解決のための教育の重要性を自覚する。

■ 「人権が尊重される社会（学校・家庭・地域）の実現」という未来志向的な目標を設定する。

■ 人権教育とは人権に関する知的理解だけではなく「自分の大切さとともに他の人の大切さを認めるこ

と」ができるような人権感覚の育成を目指すものである。

■ 人権感覚育成のためには「自尊感情」を育むとともに「共感的に理解する力」「人間関係調整力」（多

様性・包摂性を尊重しようとする態度につながる資質・能力）を育むことが求められる。
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各学

各校の人権教育の目標を実現するためには、組織的に推進する体制を確立することが重要になります。

その体制の中核となる推進組織は、主に次のような役割を担います。

校内には学校いじめ防止対策組織や校内支援会等、様々な校務分掌や組織があります。全ての教育活動を通じて人

権教育を推進するためには、それらの組織と連携を密にし「各校務分掌の役割と人権教育の目標との関連」を明確に

することが求められます。

したがって推進組織は、人権教育主任（担当者）をはじめとして、学年主任、生徒指導部、進路指導部、関連する

各教科等の研究部等、校務分掌や組織の代表者が必要に応じて随時参加するような機動的・機能的な構成とし、全教

職員が連携・協力して取り組む体制をつくっていくことが大切です。

また、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー等の専門家の活用や関係機関との連携も大切です。

人権教育主任（担当者）は、このような校内推進体制の要であり、指導的役割を果たすことが期待されます。具体

的には、次のような役割が考えられます。

②人権教育の推進体制

■ 人権教育の年間指導計画を立案（役割分担・とりまとめ・方向性の決定等）する。

■ 研修の企画・実施等を行う。

■ 毎年（毎学期）の点検・評価を確実にする。

■ 人権教育の活動に関する企画・立案 ■ 校務分掌間の連絡調整・統括

■ 学校運営全体との調整 ■ 対外的なコーディネート

■ 人権侵害が生じた場合の対応 ■ 保護者・児童生徒への相談活動
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人権教育の全体計画・年間指導計画の作成

（ア）実態把握

各学校で取組を進めるにあたっては、まず子どものことや子どもを取り巻く家庭、地域社会の実態を適切に

把握し、現状と教育課題を明確にすることが大切です。学校や家庭、地域の置かれている状況により、現状や課

題は異なるため、それを的確に把握することが実効性ある取組につながります。様々な視点から多角的にとら

え、子どもの内面やその背景にある困難な状況の理解に努めることが大切です。

実態把握の方法としては、アンケート調査等により対象を集団（学級、学校、家庭、地域）としてとらえる場

合や、面接や家庭訪問、その他いろいろな機会における関わりを通して個々にとらえる場合があり、定量的、定

性的に実態を把握することが必要です。その際、これまで各学校で実施してきた方法や分析を再点検するとと

もに、新たな情報収集に努めることが大切です。

（イ）全体計画の作成

全体計画は、学校における人権教育の基本的な方針であり、教育活動全体を通して行われる方策を総合的に

示した教育計画です。作成にあたっては、学校の全ての教育活動の中に人権教育を位置付け、人権教育目標、学

年別到達目標がそれぞれの教育活動とどのように関連し、どのような役割、機能を果たすかを明確にするとと

もに、各学年の人権教育内容が段階的に積み上げられ、子どもたちの発達段階に応じた系統性が保たれるよう

工夫する必要があります。

（ウ）年間指導計画の作成

年間指導計画は、全体計画をさらに具体化し、子どもの発達段階に応じて、子どもが「何を」「いつ」「どこで」

「どのように」学習するかを盛り込みます。

また、作成にあたっては、各教科等における人権教育の視点を明確にすることや、全教職員で共通認識を図

ること、カリキュラム・マネジメントの視点からも人権教育の充実を図ることが重要です。

③指導計画に基づいた人権教育

【全体計画・年間指導計画作成にあたっての留意点】

■ 「差別の現実から深く学ぶ」視点を大切にする。

■ 子どもたちの実態、付けたい力を明確にする。

■ 可能な限り家庭や地域の人に参画してもらう等、協働の視点を大切にする。

■ 学校や地域の実態を考慮し、目標達成のために効果的な計画を立てる。

■ 各教科の果たすべき役割や関連を重視するとともに、県民に身近な人権課題をはじめとする様々

な人権に関わる学習が行われるよう計画を立てる。

※県民に身近な人権課題の学習については、小中学校9年間で行われるようにする。

■ 子ども一人一人の特性に応じた学習が展開できるようにする。（教材の工夫、指導体制の整備、

多様な学習活動の展開）

■ 自尊感情を育むことを重視する。（肯定的な評価、結果だけでなく過程に重点をおいた評価の重視）

■ 計画内容について、学年間や学校間で関連性や系統性を重視する。

■ 各学年の年間指導計画について、必ず教職員で共通理解する。

第
２
章

人
権
教
育
の
す
す
め
方



30

小学校 第４学年 〈インターネットによる人権侵害〉

１ 体育科 保健領域

「体の発育・発達」 【知識的側面】

↓

２ 特別の教科 道徳 善悪の判断、自律、自由と責任

（参考）ネット社会の歩き方 「“ウチら”のルールとわが家のルール」

情報モラル教育実践ハンドブック（P56）〈高知県教育委員会〉 【価値的・態度的側面】

↓

３ 学級活動（２） よりよい人間関係の形成

（参考）「ネットを使うときに大切なことを考え、自分が気をつけることを決めよう」

特別活動指導資料 みんなで、よりよい学級・学校生活をつくる特別活動 小学校編

〈文部科学省 国立教育政策研究所教育課程研究センター〉

【価値的・態度的側面、技能的側面】

※家族でインターネットの利用時間や、情報モラルについて等のルールを決める取組を通して自分事

として捉えることができるようにする。

中学校 第３学年 〈ハンセン病元患者について〉

１ 社会科 公民的分野

「人間の尊重と日本国憲法の基本的原則」 【知識的側面】

↓

２ 体育科 保健分野

「健康な生活と疾病の予防」 【知識的側面】

↓

３ 特別の教科 道徳 公正、公平、社会正義

（参考）「伝えたい 知ってほしい ハンセン病について」 【価値的・態度的側面、技能的側面】

・伝えたい 高知県出身の回復者の声

※実施の時期をハンセン病を正しく理解する週間（6月25日を含んだ1週間）としたり、関連する

本を図書室や学級文庫に置く等の取組も効果的である。

（エ）教科等横断的な視点（人権学習プログラム）

教育課程においては、各教科等で「人権教育」が設定されていないため、学校で人権教育を行うにあたっては、各

教科や「特別の教科 道徳」、総合的な学習（探究）の時間、特別活動、教科外活動等のそれぞれの特質を踏まえつ

つ、教育活動全体を通じて行うこととなります。このため、教科等横断的な視点は、人権教育においては特に重要

になります。年間指導計画作成にあたっても、教科等横断的な視点を意識することが重要です。

●教科等横断的な取組例①

●教科等横断的な取組例②

情報モラル教育

実践ハンドブック

（高知県教育委員会）
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（オ） 全体計画、年間指導計画作成の手順

子どもの人権感覚を育むために、子どもの現実の姿から遊離した計画とならないよう、家庭や地域の実態も

踏まえた子どもの姿をしっかりと見据えておく必要があります。「子どもの実態の把握に始まり、子どもの変容

の姿で終わる」そのような学習が可能となる学習計画を作成していくためには、次のような手順が考えられま

す。

【年間指導計画】

「目指す子ども像」を明らかにする

「目指す教職員像」を明らかにする

子どもたちの実態を把握する

「子どもたちに付けたい力」を考える

各学年の目標やテーマを考える

各学年の年間指導計画を作成する

○各教科、「特別の教科 道徳」、外国語活動、総合的な

学習(探究)の時間及び特別活動、並びに交流及び共同

学習において人権学習として学習する内容を抜き出し

ていく。

○教科に関しては、教科書の内容も考慮しながら県民に

身近な人権課題に関連する内容等を中心に抜き出す。

・学校教育目標とのつな

がり

・全教育活動の中での位

置付けを明確化

人権教育全体計画に、各学年で重点的に

取り組む人権課題を記載する

ここでは、子どもサ

イドで考えていくこ

とが大切。どういう

ねらいに向かって学

習しているのか、到

達目標を子どもたち

自身が把握している

かが重要なポイント

になる。

目標やテーマ、

指導計画の作成

にあたっては、

できるだけ家庭

や地域の人に参

画してもらい協

働の視点を大切

にする。

一人一人の子ど

もの生活背景を

踏まえる。

・各校種の子どもの実態に応じて作成することが大切です。

・小中学校においては、９年間でどのような子どもを育てていくのかという観点で、連続性のある

人権教育全体計画・年間指導計画を作成することも大切です。

各教科、「特別の教
科 道徳」、外国語
活動、総合的な学
習(探究)の時間及
び特別活動、並び
に交流及び共同学
習において実施す
る人権についての
学習内容の関連を
考える。

各人権課題につ
いて、どの学年で
どのような内容
を学んでいくの
かを明らかにし、
重複及び過不足
があれば修正を
図る必要である。

【全体計画】

人権教育目標を設定する

【年間指導計画】
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学校における人権教育のさらなる充実を図るためには、年度（あるいは学期）ごとに、自校の実践に関して点検・

評価を行う必要があります。人権教育の年間指導計画に沿って、組織としてどのような取組が行われたかを評価し、

次年度における年間指導計画の見直しや指導の改善につなげます。点検・評価にあたっては、教職員のみでなく子

どもたちによる評価も取り入れましょう。さらに、学校評価等とリンクさせて、家庭や地域からの外部評価を取り

入れることは、より多角的な評価につながります。そのためにも、学校の取組について家庭や地域への日常的な情

報提供が求められます。

④人権教育の点検・評価

【点検・評価（例）】

教職員による点検・評価

■ 本校の人権教育における課題を共有していますか。

■ 本校が目指す人権教育の視点（人権に関する理解や人権感覚の育成）を確認して、教育活動

に取り組んでいますか。

■ 今年度の新しい取組（特徴的な取組）を理解していますか。

■ 人権感覚の育成に向けた指導の効果を共有（確認）していますか。

■ 学校・学年として、継続的に指導している事柄は何か理解していますか。

■ 管理職－人権教育主任（担当者）－各分掌担当・各学年の連携ができていますか。

■ 家庭や地域に対する説明・情報提供について、いつ、どのような内容を、どのような手段で

行ったかについて明確化できていますか。 等

子どもによる評価（授業評価アンケート）

■ あなたは授業中、分からないことを分からないと言えますか。

■ 間違いや失敗をしてもバカにされたりしませんか。

■ 自分にはよいところがあると思う。

■ 自分と違う意見について考えるのは楽しいと思う。

■ 授業中、友達と教え合ったり助け合ったりする場はありますか。 等

保護者等による評価

■ お子さんは、自分たちの学級を楽しいと感じていると思いますか。

■ 先生は、分かる授業づくりのために創意工夫していると思いますか。

■ いじめや差別等があったとき、学校は最後まで解決に向けて努力してくれると思いますか。

等
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人権教育実践でもＰＤＣＡサイクルによる取組・評価を

人権教育を推進していくうえでも、計画（PLAN）、実施（DO）、評価（CHECK）、改善（ACTION）のサイ

クルの確立が重要です。各学校では、子どもの実態や地域の実情、目指す子ども像を踏まえて設定された人権教

育目標を達成するために、指導計画が立てられ、具体的な実践が行われます。その実践の結果、子どもがどう変わ

ったのか、成果や課題は何か、教材や手法は適切だったのか等、実践への具体的な評価を加えていくことで、年間

指導計画の見直しや改善につなげていくことができます。

なお、実践のＰＤＣＡサイクルを学校の実情により適したものとするためには、学期ごとに実施（DO）、評価

（CHECK）、改善（ACTION）を行い、その積み上げの結果を年度末の評価（CHECK）につなげる方法も効果

的です。

また、このためには積極的に各校の人権教育の年間指導計画を活用していくことが重要になります。具体的な

活用の方法としては、学期ごとなど決まったタイミングで、各教職員が年間指導計画上の重点学習を実施したか

を確認することや、授業の内容が適切であったかを評価し、効果が薄いと感じられた学習については次年度の計

画を修正するなどの方法を通して、PDCAサイクルを回していくことなどが挙げられます。
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各学校において人権教育を進めるにあたっては、まず教職員一人一人が自らの人権に関する知的理解を深め、人

権感覚を磨き、その資質や力量を高めていくことが不可欠です。同和教育実践においても教職員の取組の原点とさ

れたのは「差別の現実から深く学ぶ」という姿勢です。教職員自らが、人権課題に関わる当事者（子ども・保護者・

地域・研修講師等）との出会いを求め、不安、憤り、思いや願いを聴き、学び感じたことを職場で共有しながら、人

権教育の在り方を確認することが大切です。

教職員が、子どもの課題や様々な人権課題を自身との関連でとらえ、学び、考えるという姿勢で、研修を計画的、

継続的に実施することが重要です。

（ア）研修プログラムの作成

人権教育の年間指導計画に基づき、その年度に取り組む人権教育の目標、内容、方法等について、必要な研修プロ

グラムを作成します。研修プログラムの作成にあたっては、子どもの実態や取組の進捗状況を的確に把握すること

が大切です。

なお、前年度の評価結果を踏まえた評価項目表を作成すること等により、各学期末等には、実施状況について、適

宜、点検・評価を行うとともに、さらなる改善・充実のための方策を明らかにし、次年度の計画につなげていくこと

が重要です。

（イ）研修内容

人権学習を進めるにあたっては、学習教材の理解、授業研究等による効果的な学習方法の開発、事前・事後学習の

実施、保護者等への説明と協力関係の構築、効果の検証等、多面的な取組が求められます。このような取組を的確に

実施し、人権学習の効果を高めていくためにも、校内の研究部会・学年会・職員会議等において、研究・研修の機会

を設ける必要があります。

【研修内容（例）】

⑤教職員研修

【教職員研修チェックリスト（例）】

□ 職員会議をはじめ各種会議が、情報交換と課題検討の場として有効に機能している。

□ 校内研修が、教育実践に役立つような内容となっている。

□ 学校内で他の教職員の授業を参観する機会がよくある。

□ 教職員の間で授業方法等について検討する機会を積極的にもっている。

★子どもの現状と課題の定期的な共通理解

■ 各学年・学級の現状や課題、実践の交流

■ 特別な支援を必要とする子どもの理解のための情報交流

■ 集団の実態把握と分析（子ども理解、Ｑ－Ｕアンケート等）の共有

■ 具体的実践例をもとに仲間づくりの方針立て

■ 取組の構築に向けた協議

■ 学習場面等を活用した実践

■ いじめや児童虐待の基本的な認識と職員の意識・取組姿勢の向上
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★年間指導計画等の検討

■ 学校全体における年間指導計画の調整と共通理解

■ 年間指導計画に関わる実践の評価と計画の見直し

■ 各学年・学級の取組や各教科に関する具体的な計画の交流と意見交換

★教職員の認識・共通理解

■ 人権課題についての理解

■ 人権課題と自分との関わりの確認

■ 人権教育の視点に立った子どもへの関わり方の共通理解

■ 人権課題解決に取り組んできた人々との交流

★人権教育の内容・授業研究

■ 子どもの実態に応じた教材の共同開発

■ 地域教材の開発

■ 個別の人権課題についての授業研究

■ 人権の視点を大切にした授業研究

★家庭や地域に向けた啓発活動の工夫

■ 身近な人権問題や教育上の諸問題についての情報提供

■ 人権をテーマにした授業公開・アンケート

■ 人権をテーマにした講演会・研修会

★総括（※次年度の取組につなぐ）

■ 子どもの理解・集団づくりの成果と課題の整理と次年度に向けた協議
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（ウ）研修方法

目的に応じて様々な形態や手法の研修が考えられます。大切なことは、多様な研修を通して、各校の人権教育が

さらに充実することです。

なお、座学による研修方法だけでなく、参加体験型の手法（ワークショップ、フィールドワーク等）を取り入れ

ることや、研修の場そのものが人権が尊重された環境・空間であることも、人権教育に関わる研修にとって重要

な要素です。

【校内研修 例①】

○テーマ 人権教育の組織的な推進 ＜年間指導計画等の検討＞

○目 的 ・人権教育の目標、目指す子ども像等を全体で確認し、各学年団又は各教科等での具

体的な取組を協議、決定する。

○研修概要 80分間：全体20分間 グループ60分間（長期休業中）

（１）人権教育主任を中心に、全体で、子どもの実態（家庭、地域の状況を含む）、人権教育の目

標、目指す子ども像、人権教育で育てたい資質・能力（三側面）を確認する。

（２）学年団や教科会に分かれて、目指す子ども像に迫るために具体的に取り組むこと（教科にお

ける個別の人権課題との関連等）を協議する。

【実施する時のポイント】

・ＫＪ法等を取り入れ、多くの意見を視覚的に確認しながら協議を行う。

・学年団や教科会として、ＰＤＣＡサイクルのＰの決定をする。学期ごとにＤＣを行い、年度途

中であっても必要に応じて取組の見直しを行う。

【校内研修 例②】

○テーマ 性的マイノリティと学校としての取組 ＜教職員の認識・共通理解＞

○目 的 ・多様な性について理解を深める。

・身近に当事者がいるという認識を確かなものとし、心情について考える。

・学校としての具体的な配慮、支援、取組を考える。

○研修概要 ５０分間

（１）高知家まなびばこ（人権教育・児童生徒課）内にある「多様な性についての理解と支援」を

用いて研修を進め、協議等を実施する。

例 ・子どもから相談を受けた場合の対応

・今後、教職員、学校として、配慮すべきことや改善すべきこと

【実施する時のポイント】

・ＫＪ法等を取り入れ、多くの意見を視覚的に確認しながら協議を行う。

・学校において適切な対応が行われるよう、実践的な研修内容を工夫する。

教職員ポータルサイト「高知家まなびばこ」

人権教育・児童生徒課（高知県教育委員会）

校内研修に活用できる資料（インターネットと人権、性的指向・性自認、ハンセン病等）

を、教職員ポータルサイト「高知家まなびばこ」に掲載していますので、ご活用下さい。
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就学前教育・学校教育における人権教育の推進にあたっては、地域の実情を十分に踏まえ、家庭や地域、関係機

関等との連携を図るとともに、校種間の連携を図り、子どもの発達段階に応じた系統的な取組を進めていくことで

その効果がさらに発揮されます。

（ア）校種間の連携

幼児期から青年期までの子どもの成長過程全体を視野に入れ、子どもの発達段階に応じた学習活動を計画するこ

とが必要であり、就学前教育、学校教育における各校種の関係者が連携・協働した取組を進めていく必要がありま

す。

教職員間の交流を進める体制を整えながら、ともに子どもを育てていくという視点に立って、中学校区を基盤

に、保育所・幼稚園等、各学校種が連携・協働して取組を進めていくことが重要です。

また、高等学校をはじめとする県立学校と市町村立の小中学校とが連携する視点を持って取組を進めていくこと

も重要です。その際の交流の在り方は、児童生徒を主体として人権教育の視点のもとで考えていくことや、人権課

題についての学習内容の連続性や系統性をもたせていくことなどが考えられます。

（イ）家庭や地域との連携

子どもの人権尊重の精神を育むためには、学校と家庭や地域が互いに連携した取組が必要です。とりわけ家庭

における教育が重要な役割を担っており「人権教育・啓発に関する基本計画（第二次）」では、保護者が偏見を

もたず差別しないことなど、日常生活を通して自らの姿をもって子どもに示していくことが大切であるとされて

います。保護者の子どもへの関わり方は、子どもの人格や人権意識の形成に大きな影響を与えることから、保護

者が、様々な機会を通して人権感覚を身に付けることが必要です。特に、子どもの自尊感情や非認知能力（自己

制御力や対人関係力など）を育てることは、健やかな成長とともに人権尊重の基盤を形成するうえで重要な要素

です。

家庭の教育力を活性化させ、保護者等の主体的な活動を促すためにも、保護者のニーズを把握し、人権や子育

てに関する情報提供・学習機会の提供、教育相談の充実等を積極的に行っていくことが求められます。

学校では効果的な教育活動を展開するために、教職員と保護者がよりよい連携を図り、人権が尊重される環境

を整える取組を行うことが重要です。ＰＴＡ活動等も学校と家庭の接点として、重要な役割をもちます。

⑥校種間及び家庭や地域、関係機関の連携

【就学前教育と学校教育のそれぞれ校種間連携の取組（例）】

■ 定期的な連携協議会の開催 ■ 相互の授業公開 ■ 合同研修等の実施

■ 児童生徒の発達段階に配慮したカリキュラムの研究 ■ 校種を越えての授業研究の実施

■ 校種を超えた児童生徒間の連携した取組 等

【情報発信の機会（例）】

■ 懇談会（学年、学級、地区） ■ 授業参観（参観日、参観週間）や学習発表会

■ 家庭訪問 ■ 子どもの作品紹介 ■ 講演会、ワークショップ

■ 広報紙の発行（学校・保育所・幼稚園等だより、学年・学級だより、ＰＴＡ新聞）

■ ホームページでの公開 ※情報発信は、家庭や地域への人権啓発の機会でもあります。
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また、人権を尊重する地域づくりに向け、地域と学校が密接に連携を図っていくことが求められます。地域に

開かれた学校づくりにおいて、学校を地域社会の共有財産ととらえ、地域に施設を提供したり、地域社会の多様

な人材を学校教育活動の中で活用したりするなど、学校と地域とのつながりをより深めたいものです。

（ウ）関係機関との連携

社会福祉協議会やボランティア団体、福祉施設や社会教育施設等、また人権擁護委員や民生委員等、人権を守

り人権尊重の社会をつくろうと活動している人々と直接出会うことは、子どもにとって人権を具体的に学ぶ機会

になり、人権感覚を培う大切な機会となります。

また、地域にある企業等と連携して学習を進めることで、子どもが仕事を通して人権の大切さを学んだり、自

分と地域社会との関わりを発見したりするなど、地域に根ざした取組を進めるうえで重要な意味をもっていま

す。地域の総合的な教育力を高め、子どもの居場所や参画の場を保障するためにも、地域ネットワークを整えて

いくことが求められます。

【家庭や地域との連携の取組（例）】

■ ＰＴＡ組織の中に人権教育に関する部会を設置し、人権や人権問題に関する研修を年間の研修計

画に位置付ける。

■ 研修の企画には、参加者が主体的に学習できるような学習内容や方法を取り入れる。

■ 地域の方をゲストティーチャーとして学校へ招き、自分の生き方や人権に対する考え方を学ぶ。

■ 人権集会や人権劇の発表等に対して、保護者や地域の人から意見や感想をもらう。

■ 子どもと保護者・地域の人々が一緒になって人権学習に取り組む。

■ 子どもを中心として保護者や地域を巻き込んだイベント等を行う（○○まつり 等）。

【関係機関との連携の取組（例）】

■ 職場体験学習を行う。

■ 障害者や高齢者の立場や心情に寄りそう体験学習を行う。

■ 校区にある授産施設や高齢者施設を訪問し、交流を深める。

■ 人権課題の解決に向けて取り組む団体や企業関係者を講師として迎え、自分の生き方や人権に対

する考え方について学ぶ。
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人権学習を進めるうえでは、（１）どのような内容について取り組むのかという普遍的・個別的な視点と、（２）ど

のような資質や能力を育てていくのかという資質・能力の側面の２つを大切にして構成します。

国は「人権教育・啓発に関する基本計画（第二次）」において、人権尊重についての理解を深めるための手法とし

て、人権に関わる普遍的な概念を念頭におき、人権尊重の理念について学習していく普遍的な視点からの取組と、子

どもの発達段階や地域の特色に応じた具体的な人権課題を取り上げて学習をしていく個別的な視点からの取組を示

しました。

この２つの視点からの取組は別々の取組ではなく、人権尊重についての理解をより深めるために、相互に関連・

補強し合う関係にあります。例えば、個別の人権課題である「同和問題」について、就職差別に関する学習をする

場合、その解決への取組を学ぶことにより、普遍的な視点である基本的人権についてより具体的に理解を深めるこ

とが可能です。逆に、基本的人権の学習を通して、身の回りの人権侵害について再認識させるような学習も考えら

れます。

このように、どちらの視点も大切にしながら、子どもの実態に応じて学習内容を組み立て、最終的には「自他の

人権を守る実践行動」につなげるようにすることが必要です。

「法の下の平等」「人権の概念」「豊かな人間

性の成長につながる学習」「自尊感情・自己肯

定感の向上につながる学習」等といった普遍的

な視点から人権について学ぶ

普遍的な視点からの取組

「同和問題」「女性」「子ども」「高齢者」「障害

者」「感染症患者等」「外国人」「犯罪被害者

等」「インターネットによる人権侵害」「災害と人

権」「性的指向・性自認」等、具体的な人権課

題について学ぶ

個別的な視点からの取組

「人権教育を通じて育てたい資質・能力」

自分の人権を守り、他者の人権を守るための実践行動

（１）普遍的な視点からの取組と個別的な視点からの取組

２ 人権学習の手法
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＜小学校学習指導要領＞
【社 会】〔第６学年〕

「日本国憲法は･･･（中略）･･･国民としての権利及び義務など国家や国民生活の基本を定めていること」

「スポーツや文化などを通して他国と交流し、異なる文化や習慣を尊重し合うことが大切であることを理

解すること」

【特別の教科 道徳】〔第５学年及び第６学年〕

〈相互理解、寛容〉

「自分の考えや意見を相手に伝えるとともに、謙虚な心をもち、広い心で自分と異なる意見や立場を尊重

すること」

〈公正、公平、社会正義〉

「誰に対しても差別をすることや偏見をもつことなく、公正、公平な態度で接し、正義の実現に努めるこ

と」

〈規則の尊重〉

「法やきまりの意義を理解した上で進んでそれらを守り、自他の権利を大切にし、義務を果たすこと」

【特別活動】

○学級活動

〈よりよい人間関係の形成〉

「学級や学校の生活において互いのよさを見付け、違いを尊重し合い、仲よくしたり信頼し合ったりして

生活すること」

〈現在や将来に希望や目標をもって生きる意欲や態度の形成〉

「学級や学校での生活づくりに主体的に関わり、自己を生かそうとするとともに、希望や目標をもち、そ

の実現に向けて日常の生活をよりよくしようとすること」

○児童会活動

「異年齢の児童同士で協力し、学校生活の充実と向上を図るための諸問題の解決に向けて、計画を立て役

割を分担し、協力して運営することに自主的、実践的に取り組むこと」

＜幼稚園教育要領＞

【人間関係】
「友達と積極的に関わりながら喜びや悲しみを共感し合う」

「自分の思ったことを相手に伝え、相手の思っていることに気付く」

「友達のよさに気付き、一緒に活動する楽しさを味わう」

「友達との関わりを深め、思いやりをもつ」

普遍的な視点からの取組とは、様々な「権利の概念」を明確にとらえるとともに、人権の大切さについて学んでい

くような人権尊重の理念等に関する学習です。例えば、人権の意義・内容についての学習、個人の尊重、社会規範、

権利と義務・自由と責任、平和についての学習、自尊感情を高めるための学習、生命尊重の心情や態度、豊かな人間

性を育むための学習、コミュニケーション能力を高めるための学習等、多様なものが考えられます。

そのため、様々にある取組の中から、学校として重点をおく内容を定め、全体計画や年間指導計画に位置付けるこ

とが大切です。

以下に示した各教科等の記載は、普遍的な取組として位置付けられます。

学習指導要領等における記述（例）

①普遍的な視点からの取組

第
２
章

人
権
教
育
の
す
す
め
方



41

＜高等学校学習指導要領＞
【公民（公共）】
「人間は、個人として相互に尊重されるべき存在であるとともに、対話を通して互いの様々な立場を理解し高
め合うことのできる社会的な存在であること、伝統や文化、先人の取組や知恵に触れたりすることなどを通し
て、自らの価値観を形成するとともに他者の価値観を尊重することができるようになる存在であることにつ
いて理解すること」

【公民（倫理）】
「人間としての在り方生き方についての見方・考え方を働かせ，現代の諸課題を追究したり解決に向けて構想
したりする活動を通して、広い視野に立ち、人間尊重の精神と生命に対する畏敬の念に基づいて，グローバル
化する国際社会に主体的に生きる平和で民主的な国家及び社会の有為な形成者に必要な公民としての資質・
能力を育成すること」

【公民（政治経済）】
「政治と法の意義と機能、基本的人権の保障と法の支配、権利と義務との関係、議会制民主主義、地方自治に
ついて、現実社会の諸事象を通して理解を深めること」

【特別活動】
○ホームルーム活動

〈学校における多様な集団の生活の向上〉
「生徒会などホームルームの枠を超えた多様な集団における活動や学校行事を通して学校生活の向上を図る
ため、ホームルームとしての提案や取組を話し合って決めること」

〈自他の個性の理解と尊重、よりよい人間関係の形成〉
「自他の個性を理解して尊重し、互いのよさや可能性を発揮し、コミュニケーションを図りながらよりよい集
団生活をつくること」

＜中学校学習指導要領＞
【社 会】

（公民的分野）

「個人の尊厳と人権の尊重の意義、特に自由・権利と責任・義務との関係を広い視野から正しく認識し、民主

主義、民主政治の意義、国民の生活の向上と経済活動との関わり、現代の社会生活及び国際関係などについ

て、個人と社会との関わりを中心に理解を深めるとともに、諸資料から現代の社会的事象に関する情報を効

果的に調べまとめる技能」

（地理的分野）

「世界各地における人々の生活やその変容を基に、世界の人々の生活や環境の多様性を理解すること」

【特別の教科 道徳】

〈相互理解、寛容〉

「自分の考えや意見を相手に伝えるとともに、それぞれの個性や立場を尊重し、いろいろなものの見方や考

え方があることを理解し、寛容の心をもって謙虚に他に学び、自らを高めていくこと」

〈遵法精神、公徳心〉

「法やきまりの意義を理解し、それらを進んで守るとともに、そのよりよい在り方について考え、自他の権

利を大切にし、義務を果たして、規律ある安定した社会の実現に努めること」

〈公正、公平、社会正義〉

「正義と公正さを重んじ、誰に対しても公平に接し、差別や偏見のない社会の実現に努めること」

【特別活動】

○学級活動

〈自他の個性の理解と尊重、よりよい人間関係の形成〉

「自他の個性を理解して尊重し、互いのよさや可能性を発揮しながらよりよい集団生活をつくること」

〈学校における多様な集団の生活の向上〉

「生徒会など学級の枠を超えた多様な集団における活動や学校行事を通して学校生活の向上を図るため、学

級としての提案や取組を話し合って決めること」
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＜特別支援学校学習指導要領＞
【社 会】

〈社会参加ときまり〉

「集団生活の中で何が必要かに気付き、自分の役割を考え、表現すること」〔中学部１段階〕

「社会生活の中で状況を的確に判断し、自分の役割と責任について考え、表現すること」〔高等部１段階〕

〈外国の様子〉

「文化や風習の特徴や違いを知ること」〔中学部１段階〕

「異なる文化や習慣を尊重し合うことが大切であることを理解すること」〔高等部１段階〕

※「特別の教科 道徳」及び特別活動については、小中高等学校に準じつつ、児童生徒の障害特性や発達段階

を踏まえて行うものとする。
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個別的な視点からの取組とは、個別の人権課題に関する学習です。「高知県人権施策基本方針－第３次改定版－」

において示された県民に身近な人権課題を学習することが求められます。その際、児童生徒の発達段階や地域の

特色に応じた具体的な人権課題を取り上げて、人権課題に関して正しく理解し、物事を合理的に判断する態度を

身に付けるとともに、日常の行動につながることが大切です。

※インターネット上の人権侵害は、個別の人権課題のいずれにも密接かつ横断的に関連する問題でもあり、

この問題を解消することは、各人権課題を解消する上でも不可欠です。

人権課題を取り上げる際での留意点

【児童生徒の発達段階と学校の実態】

学校教育においては、様々な人権課題の中から、子どもの発達段階等に配慮しつつ、それぞれの学校

の実情に応じて、より身近な課題、児童生徒が主体的に学習できる課題、児童生徒の心に響く課題を選

び、時期をとらえて、効果的に学習を進めていくことが求められる。

【中学校区における連携】

中学校区においては、教科等との関連や内容の理解を考え、発達段階に応じた人権課題を効果的に整

理し、小中学校で系統的に学習が進められるよう、学校種間で共通理解を図ったたうえで実践すること

が求められる。

【各教科等の目標とねらい】

各教科等の学習において個別の人権課題に関わりのある内容を取り扱う際にも、当該教科等の目標や

ねらいを踏まえつつ、児童生徒一人一人がその人権課題を自分の問題としてとらえ、自己の生き方を考

える契機となるような指導を行っていくことが望ましい。

【当事者に対する配慮】

個別の人権課題に関する学習を進めるにあたり、児童生徒やその保護者、親族等の中に、当該人権課

題の当事者等となっている人がいることも想定される。教職員の無責任な言動が、児童生徒の間に新た

な差別や偏見を生み出す危険性があることを認識するとともに、個人情報の取扱いには、十分に配慮す

る必要がある。

【教職員の人権課題の理解】

教職員においては、個別の人権課題の指導に取り組むに際し、まず当該分野の関連法規等に表れた考

え方を正しく理解するとともに、その人権課題に関わる当事者等への理解を深めることが重要である。

〔第三次とりまとめ〕参考

②個別的な視点からの取組

（県民に身近な人権課題）

①同和問題 ②女性 ③子ども ④高齢者 ⑤障害者 ⑥感染症患者等（エイズ・HIV、ハンセン病、

新型コロナウイルス感染症等） ⑦外国人 ⑧犯罪被害者等 ⑨インターネットによる人権侵害 ⑩災

害と人権 ⑪性的指向・性自認 ⑫様々な人権課題（アイヌの人々・刑を終えて出所した人・北朝鮮当

局による拉致問題等・ホームレス・人身取引・職場におけるハラスメント 等）
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同和問題

（ア）同和問題について

同和問題とは、日本社会の歴史的発展の過程で形づくられた身分階層構造に起因する差別により、日本国民

の一部の人々が長い間、経済的、社会的、文化的に不利な状態を強いられ、日常生活の様々な場面で不当な扱

いを受けてきたという、我が国固有の重大な人権問題です。

昭和40年に同和対策審議会答申で「同和問題の解決は国の責務であり、同時に国民的課題である」と位置付

けられ、この問題を解決することは、国全体で取り組むべき重要な課題とされました。

同和問題の解決に向けた取組は、教科書を無償とする法律の制定や就職差別の防止を目的とする統一応募書

類の採用など、広く人権尊重の取組へとつながっていきました。

しかし、近年はインターネット上に差別を助長する情報や書き込みの掲載などの事案が発生し、部落差別に

関する状況も変化してきました。こうした状況に対応するため、平成28年に「部落差別の解消の推進に関する

法律」（部落差別解消推進法）が施行されました。

令和４年度に高知県が実施した「人権に関する県民意識調査」（以下「県民意識調査」という。）では、同和

地区や同和地区の人を「気にしたり、意識したりすることはない」という回答が過半数を占めています。しか

し「結婚するときに気にする」「不動産を売買・賃貸するときに気にする」「隣近所で生活するときに気にする」

という回答もありました。また、同調査では「現在でも部落差別はあると思う」という回答が75.2％に上りま

す。

このことからも、同和問題は、今でも解決すべき大切な人権問題です。私たちは、これからもこの問題に根

気強く、きちんと向き合っていく必要があります。

今後、同和問題に関する教育を行うにあたっては、実態を踏まえて正確な情報を伝えるとともに、部落差別

だけでなく、他の様々な人権問題についても一緒に学び、自他の人権を尊重する気持ちを育てることが大切で

す。そして、それぞれの地域の状況に合わせて、教育や啓発の頻度や内容を調整し、より効果的な活動を行っ

ていくことが重要です。

（イ）同和問題に関する主な法律と取組

1965（昭和40）年 「同和対策審議会答申」

1969（昭和44）年 「同和対策事業特別措置法」施行

1982（昭和57）年 「地域改善対策特別措置法」施行

1987（昭和62）年 「地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律」施行

2002（平成14）年 特別対策の終了 → 一般対策での取組の開始

2016（平成28）年 「部落差別の解消の推進に関する法律」施行

（ウ）同和問題について学ぶことを通して付けたい資質・能力

資質・能力 具体的な資質・能力例

知識的側面

①同和問題に関する正しい知識を学ぶ。

・同和問題の歴史的背景について知る。

・差別されてきた人々が優れた技術や役割で社会や文化を支えてきたことを知る。

価値的・

態度的側面

①偏見や差別を自らの問題として捉え、同和問題の解決に取り組もうとする意識を養う。

②差別された人々の苦しみや、差別解消に尽力した人々の姿を共感的に理解し、多様な人々

を尊重しようとする態度を養う。

技能的側面

①当事者を含む様々な人々との交流など体験的な学習を通して、よりよい社会を築くため

のコミュニケーション能力を養う。

②差別を受けてきた人たちの痛みや感情を共感的に捉え、偏見や差別を自らの問題として

考えられる想像力や感受性を養う。

同和問題への正しい理解と認識を深め、同和問題に関する偏見や差別意識を解消し、人権が尊重される社

会づくりに向けて行動できる力を育む教育を推進していくことが求められています。
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（エ）実際の取組例

・「米騒動」を考えるきっかけとして、苦しい生活をしていた人々が「自らの行動」を起こしたことを知り、資

料「水平社宣言」を読んで、水平社運動を起こした人々の思いや願いを考えて話し合い、差別を解消するた

めの運動について理解するとともに、差別を解決するための運動（行動）の必要性を話し合う。 【社会】

・日本の歴史における教育の不平等を調べることで、歴史的背景や差別の構造から、同和問題との関係を考察

し、同和問題（部落差別）の解消に向けた方策を考える。 【総合的な学習（探究）の時間】

（オ）教科との関連と参考資料

先生になって自分の親と同和問題についての話題になったとき、母の考えに疑問を持ちました。私は同和

問題の歴史的な経過や正しい認識を学んでいたおかげで、部落差別につながる恐れがあることを伝えること

ができました。その時、同和問題は昔のことではなく、今も自分たちの考え方や言葉の中に潜んでいること

を実感したことでした。

同和問題について学ぶまで、知識のなさや無関心から「この地域には近寄ってはいけない」「この地域は怖

い」「あの人とは関わってはいけない」と私自身が思い込んでいました。同和問題を考えていくうえで、無知

と無自覚は非常に危険であり、「寝た子を起こすな」※という考えは、部落差別の解消にはつながらないと私

は考えます。だからこそ、次世代に対して科学的で正しい認識を伝えることが重要です。

同和問題と向き合うことで、差別が個人の意識だけでなく、社会構造や歴史の中で根付いていることに気

づかされ、無関心でいることが差別を助長する可能性があることを理解しました。

インターネット上で溢れかえる偏見や差別の中、同和問題をはじめさまざまな人権問題について、子ども

たちが正しい認識を持つ重要性が高まっています。未来の社会を担う子どもたちが真実を理解し、あらゆる

差別をなくすための行動を起こすことができるように、これからも一緒に学んでいきたいと思います。

そして、私自身が見えにくい差別や心の中にある偏見に目を向け、いろいろな考えを持つ周りの人たちと

話し合いながら、自分の考えを深めていく努力をしていきたいと思います。

※「寝た子を起こすな」…同和問題について、そっとしておけばみんなが知らなくなり、差別は自然に解消すると

いう、差別を助長する考え方

小学校 中学校 高等学校

社会・道徳・特別活動

総合的な学習の時間 等

社会・道徳・特別活動

総合的な学習の時間 等

地理歴史・特別活動

総合的な探究の時間 等

「夜間学習会 Nika」のメンバーへのインタビューから

人権教育資料集１（同和

問題）つながり

【高知県教育センター】

同和問題 ～未来に向けて～

【法務省 MOJchannel】

人権教育アーカイブ

【文部科学省】

▲「夜間学習会Nika」による群読劇「子らをみつめて」の様子
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女性

（ア）女性の人権について

日本国憲法は、法の下の平等（第14条）と家族における男女平等（第24条）を定めています。さらに、日本

が加盟している「女子差別撤廃条約」では、あらゆる分野での差別の撤廃を求めています。しかし、日本では、

政治や経済分野での女性の参加が遅れているほか、固定的な性別役割分担意識（「男は仕事、女は家庭」など）

や無意識の思い込み（アンコンシャス・バイアス）が根強く残っており、性犯罪やＤＶ（ドメスティック・バ

イオレンス）、セクシュアル・ハラスメントなど、女性に対する人権侵害も依然として深刻な状況にあります。

また、災害時においても、意思決定の場に女性が十分に加われず、女性のニーズが考慮されないといった課題

も生じています。

実際に、内閣府が行った調査では、職場や家庭などの社会経済生活の様々な領域で、現在でも「男性の方が

優遇されている」と感じている方が多いという結果になっています。

また「県民意識調査」では「男女の固定的な役割分担意識を他の人に押しつける」「職場における差別待遇」

「セクシュアル・ハラスメント」「女性ということで意見や発言が無視される」などが女性に関する人権上の

問題として指摘されています。

このような現状からも、学校等の教育機関においては、男女の平等や相互の協力、男女が共同して社会に参

画することの重要性等についての指導が充実するよう努めていくことが重要となります。また、学校のすべて

の教育活動やＰＴＡなどの地域活動において、子どもたちが固定的な性別役割分担にとらわれずに多様な価値

観を育むことや、ＤＶ防止に関する理解を深め、適切な態度を育む教育を進めていく必要があります

（イ）女性の人権に関する主な法律と取組

1985（昭和60）年 「女子差別撤廃条約」締結（1979（昭和54）年 国連での採択）

1986（昭和61）年 「男女雇用機会均等法」施行 → 2025（令和７）年 改正

1999（平成11）年 「男女共同参画社会基本法」施行

2001（平成13）年 「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」施行

「こうち男女共同参画プラン」策定 → 2021年（令和３）年改定

2004（平成16）年 「高知県男女共同参画社会づくり条例」施行

2015（平成27）年 「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」施行

2024（令和６）年 「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」施行

（ウ）女性の人権について学ぶことを通して付けたい資質・能力

資質・能力 具体的な資質・能力例

知識的側面

①女性の人権問題に関する正しい知識を学ぶ。
・憲法で保障されている男女平等（法の下の平等、家族関係における男女平等）等の概念
について知る。

・性犯罪、ＤＶ、セクシュアル・ハラスメント、ストーカー行為など、女性に対する様々
な暴力の形態とそれが人権侵害であるという認識を深める。

価値的・

態度的側面

①子どもの発達段階や性の違いに配慮しつつ、人権尊重を基盤とした男女及びその他の性
は平等であるという意識を養う。

②男女及びその他の性はそれぞれがお互いへの理解を深め、支え合う共生社会を目指そう
とする態度を養う。

技能的側面
①男女及びその他の性の平等や相互の協力を基本とした、よりよい集団生活を築くための
コミュニケーション能力を養う。

女性の社会参加や活躍の機会が奪われることはあってはなりません。また、女性は、性犯罪・性暴力、ド

メステッィクバイオレンス（DV）、ハラスメント等の対象となりやすく、これらは重大な人権侵害にあたり

ます。あらゆる場面において、女性の人権が、その他の性と対等に尊重される社会の実現を目指していく必

要があります。
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令和６年度人権作文コンテスト高知県大会優秀作品（中学校の部）から抜粋 ※一部表現等を変更しています

（エ）実際の取組例

・交際相手に対する過度な束縛や監視、人前での侮辱といった言動が「デートＤＶ」であることに気づき、被

害者が孤立し、助けを求められなくなる状況が深刻な影響を生むことについて考える。その内容を受けて、

一人一人が被害のサインに気づき、安易な自己責任論で片付けず、友人としてどのような「支え方」や「声

のかけ方」ができるのか、また、学校や専門機関といった社会的なサポート体制をどのように活用すべきか

を具体的にロールプレイングなどを通じて考える。 【特別活動】

・日常生活の中で必要がないのに男女別に分けられている事柄が存在していることに気づき、男女間の固定的

役割分担意識が一人一人の生き方を狭めていることについて考え、その内容を受けて、性別にとらわれず、

自由に個性や能力を発揮できる社会を築くために、何ができるのかを具体的に考える。 【特別活動】

（オ）教科との関連と参考資料

私は、テレビのドラマで女性問題を深く知りました。その中で、昔の人たちの男女の扱いの差に衝撃を受け

ました。女性は家事、男性は仕事、さらに女性は選挙権もありませんでした。なぜ女性だけこのような扱いを

されなければならないのか不思議に思いました。実際、今も女性は家事、男性は仕事という考え方の名残はあ

ると思います。

私も、「女の子らしくしなさい」や「女の子なんだから」と言われていました。逆に弟は「男ながやけん泣き

な」などと言われていました。私は母に「お母さんの時代は男女ですることが違うことってあった？」と聞い

てみました。すると、学校で女の子と男の子で勉強する科目が違っていたと言い、女の子は家庭科、男の子は

技術だったそうです。女の子で技術をしたい人、男の子で家庭科をしたい人はたくさんいただろうなと思いま

した。今は性別に関係なくみんな同じ授業をするので驚きましたが、男女の扱いがだいぶ変わってきたんだと

思いました。過去にそれを疑問に思い、訴えてくれた人達のおかげだと思います。

しかし、まだ完全には女性問題はなくなっていないと思います。だからこれからも変わっていく必要がある

と思います。これは決して女性を優遇して欲しいという訴えではなく、平等にしてほしいという訴えです。例

えば「レディースデー」はよく聞きますが、「メンズデー」はあまり聞きません。このようなことも含めて解決

していけば、男女平等に近づくと思います。男女平等を目指すために私も、「こういうのは女の子がすること

でしょ。」などと決めつけた考えに気を付けていきたいです。このような小さなことから心掛けていくと、過

ごしやすい社会になっていくと思います。男女それぞれのやりたい事ができて、得意でなくても自分の手伝え

る範囲でお互いに助け合っていったらいいと思います。

他にも女性差別についてもっと詳しく調べて、親や友人に伝えたいです。詳しく知ることが女性差別をなく

していく第一歩であり、私に出来る活動でもあると思います。

小学校 中学校 高等学校

社会・家庭・道徳・特別活動

総合的な学習の時間 等

社会・技術･家庭・道徳・特別活動

総合的な学習の時間 等

公民・家庭・特別活動

総合的な探究の時間 等

令和６年度人権作文コンテスト高知県大会優秀作品から

固定的役割分担に捉われない

「デザイン素材」

イラストデザイン集

【内閣府男女共同参画局】

あなたは大丈夫？

考えよう！デートＤＶ

活用の手引き

【法務省】

「女性が輝く世界をつくる

（第３版）」

【外務省】
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子ども

（ア）子どもの人権について

子どもの人権の尊重については、日本国憲法や教育基本法などでその理念が示されています。また、国際的

には「児童の権利に関する条約（子どもの権利条約）」等において「子どもの幸せを第一に考える」という権利

保障の基準が明確にされています。

しかし、現実には多くの問題が依然として存在します。学校ではいじめや教職員による体罰がみられます。

さらに、スマートフォンの普及により、ＳＮＳ等でのいじめや性犯罪に巻き込まれるケースも増加しました。

児童買春や児童ポルノ、人身売買といった深刻な問題も起きており、子どもたちの権利が脅かされています。

家庭生活の面では、児童虐待の相談件数が依然として高いままになっています。加えて、新たな問題として

ヤングケアラーの存在が明らかとなっています。ヤングケアラーとは、家庭の介護や日常生活の世話を過度に

担っている子どもや若者を指します。こうした子どもたちは学業や自由に過ごす時間を奪われ、本来あるべき

権利が侵害されている可能性があります。

これらの状況に対応するため、令和４年にこども基本法が制定されました。この法律では、子どもの人権を

保障し、差別をなくすことを基本理念としています。また、年齢や発達段階に応じて意見を表明したり、社会

活動に参加したりする機会を確保することも定められています。これによって、子どもたちが幸せに暮らせる

社会を目指し、社会全体で子どもを支援していくことが明確となりました。さらに、令和５年４月にはこども

家庭庁が発足し「こどもまんなか」を合言葉に様々な取組が進められています。

今後はより一層、家庭や地域との連携を通じて、子どもたちの意見を尊重しながら、子どもたちが生き生き

と安全・安心に生活できる環境を整備していくことが求められます。

（イ）子どもの人権に関する主な法律と取組

1994（平成６）年 「児童の権利に関する条約（子どもの権利条約）」批准（1989（平成元）年 国連で採択）

2000（平成12）年 「児童虐待の防止等に関する法律」施行

2013（平成25）年 「いじめ防止対策推進法」施行

「いじめ防止等のための基本的な方針」策定 → 2017（平成29）年 改定

「高知県子ども条例」施行

2014（平成26）年 「高知県いじめ防止基本方針」策定 → 2024（令和６）年改定

2017（平成29）年 「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン」策定 →2024（令和６）年 改定

2020（令和２）年 「『高知家』いじめ予防等プログラム」（高知県教育委員会）

2023（令和５）年 こども家庭庁発足

「こども基本法」施行

（ウ）子どもの人権について学ぶことを通して付けたい資質・能力

資質・能力 具体的な内容例

知識的側面

①子どもの人権問題に関する正しい知識を学ぶ。

・日本国憲法や児童の権利に関する条約（子どもの権利条約）など、子どもの人権に関する

基本的な内容について知る。

・いじめ、児童虐待、貧困など、子どもが直面する人権問題の現状や背景について知る。

価値的・

態度的側面

①いじめや差別を絶対に許さないという気持ちや困っている仲間がいたら助けたいという共

感的な態度を養う。

②多様な仲間の価値観を認め、自分自身と仲間の尊厳を大切にしようとする態度を養う。

技能的側面
①自分の気持ちや考えを相手にわかりやすく伝えるコミュニケーション能力を養う。

②仲間と意見が対立したときに、話し合いで解決するための技能を養う。

子どもを一人の人間として尊重し、思いや願いを受け止めるとともに、一人一人が自分や他者を大切にす

る心や態度を育む教育を推進していくことが求められています。
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リーフレット（中高生向け）「ヤングケアラーってなに？」子ども・福祉政策部 子ども家庭課から抜粋

（エ）実際の取組例

・いじめに関する教材を読み、その中に登場する人物の立場からいじめられている主人公を取り巻く子どもた

ちの行動や気持ちを考える。そして、主人公に自分を重ねることで、誰もがいじめられる側になりうること

に気付き、いじめをなくすために何ができるのかを考える。 【特別の教科 道徳】

・チョコレートの原料であるカカオが、産地の子どもたちの過酷な労働（児童労働）によって作られているこ

とや、児童労働から子どもを守るために作られたフェアトレードチョコレートは、結果的には価格が高くな

ることの説明を聞き、児童労働がなくならない現状があり、なぜなくならないのかを考える。 【社会】

（オ）教科との関連と参考資料

私は、３歳の頃から、病気のお母さんのために家事をしたり、病院に連れて行ったり･･･毎日がんばってお

母さんのお世話をしていました。

小学生の頃には、お母さんが強烈な身体の痛みを訴えるようになり、学校にいても、友達と遊んでいても家

に呼び戻され、昼夜問わず病院に付き添っていました。

当時の私は、家族のために必死で頑張っていて、自分のことを大切にすることができませんでしたが、今あ

の頃の自分に何が必要か？と考えてみると、「しんどい、つらい、怖い」という私の気持ちを吐き出せる場所、

守ってくれる場所が欲しかったなと思います。

もし、あなたが家族のお世話のことで、つらくなったり、困っていることがあったら、１人で悩まずに学校

の先生や周りの大人に相談してみてください。とても勇気のいることですが、きっとあなたの力になってくれ

ます。

小学校 中学校 高等学校

社会・道徳・特別活動

総合的な学習の時間 等

社会・道徳・特別活動

総合的な学習の時間 等

公民・特別活動

総合的な探究の時間 等

高知県内の元ヤングケアラーの体験談から

よくわかる！こども

の権利条約

【法務省】

あなたは大丈夫？考えよ

う！いじめ～一人で悩ま

ず相談しよう～

活用の手引き

【法務省】

ヤングケアラーについての HP

【高知県子ども・福祉政策部

子ども家庭課】

▲出典：こども家庭庁ホームページ「ヤングケアラーとは」
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高齢者

（ア）高齢者の人権について

日本の高齢化は急速に進んでおり、令和19年には国民の３人に１人が65歳以上になると予測されています。

こうした状況の中で、高齢者に対する身体的・心理的な虐待や、財産を不当に利用する経済的な虐待など、高

齢者の人権問題は深刻な状況にあります。

「県民意識調査」では、高齢者に関する人権上の問題点として、次のような項目が上位に上がっています。

・高齢者を狙った悪徳商法の被害が多い

・アパートなどの住宅への入居を拒否される

・自由にバス等の公共交通機関を利用して通院や買い物に行くことができない

・道路、乗物、建物等でバリアフリー化、ユニバーサルデザイン化が図られていない

これらの課題を踏まえて、高齢者が社会の一員として尊厳を持ち、健やかで生きがいを感じながら安心して

生活できるようにするためには、高齢者を取り巻く多くの問題を解決する取組を継続的に推進していくことが

大切です。

また、学校教育においても、高齢化の進行を踏まえた教育が求められています。具体的には、高齢者に対す

る尊敬や感謝の気持ちを育てるとともに、高齢社会やその課題についての理解を深めることが重要です。さら

に、高齢者世代と若い世代が互いに理解し連帯感を深めるために、世代間のふれあいの機会を充実させること

も必要とされています。

（イ）高齢者の人権に関する主な法律と取組

1982（昭和57）年 「高齢化に関する国際行動計画」採択（国連）

1995（平成７）年 「高齢社会対策基本法」施行

1999（平成11）年 「生き活き高知・長寿憲章」

2001（平成13）年 「高齢社会対策大綱」 → 現行の大綱は2024（令和６）年９月閣議決定

2006（平成18）年 「高齢者虐待防止法」施行

2023（令和５）年 「共生社会の実現を推進するための認知症基本法」施行

2024（令和６）年 「高知県高齢者保健福祉計画・第９期介護保険事業支援計画」策定

（ウ）高齢者の人権について学ぶことを通して付けたい資質・能力

資質・能力 具体的な資質・能力例

知識的側面

①高齢者の人権問題に関する正しい知識を学ぶ。

・高齢者の身体的・精神的な変化、多様な生活実態、社会的な役割などについて知る。

・虐待の種類（身体的、心理的、経済的など）や、その背景にある要因、法的な対応策及び、

高齢者を支えるための公的な制度やサービス（介護保険制度、年金制度など）について知

る。

価値的・

態度的側面

①高齢者の人たちが培ってきた経験に敬意を払い、その話に耳を傾け共感する態度を養う。

②誰もがいずれは高齢期を迎えるという認識を持ち、高齢者問題は自分自身の問題であると

いう当事者意識を養う。

技能的側面
①高齢者の話に耳を傾け、相手のペースに合わせて分かりやすく話すなど、円滑なコミュニ

ケーションを図るための能力を養う。

高齢者が暮らしやすい社会をつくることは、他の世代にとっても優しく暮らしやすい社会の実現につな

がります。また、これは将来高齢期を迎える私たち自身にとっても、安心して豊かに暮らせる社会をつくる

ことでもあります。すべての世代がお互いに支え合い、よりよい未来を築くために協力することが大切で

す。
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（エ）実際の取組例

・地域に住む高齢者を学校に招き、話を聞いたり、昔の遊びや料理などを一緒に行ったりする。また、この交

流を通じて、高齢者の人権について学んだ内容を、プレゼンテーションや演劇といった形で発表し、クラス

や学校全体で共有する。 【総合的な学習の時間】

・高齢化の進行や社会保障制度、高齢者虐待の問題など、高齢者を取り巻く現状について、統計データやニュ

ース記事を用いて客観的に学ぶ。そして、学んだ知識をもとに、高齢者の人権問題に関する具体的な事例を

グループで検討し、多角的な視点から解決策を話し合う。 【社会】

（オ）教科との関連と参考資料

夜間学級では、自分に合った学びができます。個々の能力に応じた学習をすることができ、強制や負担がな

く勉強を続けやすい環境です。学ぶことの楽しさや、知る喜びに毎日ワクワクしています。「以前は勉強して

いなかったので、勉強できてよかった。ローマ字や数学ができるようになった。仕事をするときも、計算がで

きるようになり漢字が読めるようになった」という仲間もいます。他の生徒が学ぶ姿を見て、すごいなと尊敬

し、がんばっている姿を見て、自分もがんばっていきたいという気持ちになります。

高齢になると、身体の衰えで、全ての動作に今までの２倍から３倍かかり、歯がゆく感じることがあります。

報道で、高齢者が被害を受ける詐欺のニュースや介護の問題が取り上げられると、明日は我が身と感じたり、

子どもたちには迷惑をかけたくないと考えたりします。先のことをいろいろと考える反面、夜間学級で学んで

いると、「一人でいたら将来は」「病気や終末期のこと」など、不思議と考えずにいることができています。

年齢を重ねると、朝、目が覚めたときに家族が「おはよう」と言ってくれること、家族と一緒に「おいしい

ね」と食事ができることがうれしく身に染みます。当たり前にしてきたことが、当たり前でなかったことに気

づきます。

いくつになっても、勉強することは自分を向上させ、自信を持たせてくれます。高齢者同士で集まるだけで

なく、いろいろな年代の方の意見や考えを聞くのも楽しいと感じます。

学校では、高齢者とのふれあいや高齢者体験などを通して、高齢者の実際についてもっと知ってほしいと思

います。どうしても身体の動きが衰えるため、通常よりも気長な対応が必要なことなど、子どもたちの理解や

共感が進むように伝えてほしいと思います。また、社会的弱者としてだけではなく、経験的強者として尊重す

ることも伝えてほしいと思います。そして、子どもたちには、子ども時代にしかできないこと（自然の中で遊

んだり、友だちをたくさん作って体を動かして遊んだり）をたくさんしてほしい、一生懸命に遊びながら学ん

でほしいと思います。

小学校 中学校 高等学校

社会・家庭・道徳・特別活動

総合的な学習の時間 等

社会・ 技術･家庭 ・道徳・特別活動

総合的な学習の時間 等

公民・家庭・特別活動

総合的な探究の時間 等

高知県立高知国際中学校夜間学級の生徒へのインタビューから

人権ライブラリー

「人権を学ぼう」コーナー

（高齢者）

【（公財）人権教育啓発

推進センター】

人権教育アーカイブ
（個別の人権課題全般）

【文部科学省】

じんけんマンガ動画

シリーズ 08（高齢者）

【（公財）高知県人権

啓発センター】

▲人権問題課題別研修会において、夜間学級での生活や
学び等について語る生徒たちの様子

▲夜間学級での授業の様子
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障害者

（ア）障害者の人権について

障害のある人が地域の一員として日常生活や社会生活を送る際には、さまざまな障壁があります。たとえば、

店舗などの段差や車いすに対応したトイレの不足といった「物理的バリア」就労や生活に関わる「制度・慣行

的なバリア」視覚や聴覚等の障害によって生じる情報入手やコミュニケーションに係る「情報面のバリア」そ

して障害者への無理解から生じる差別や偏見などの「心のバリア」です。これらの障壁を取り除く取組が必要

とされています。

「県民意識調査」においても「交通機関や道路等の利用が不便である」「就労の機会が少ない」「差別的な言

動をされる」などが障害のある人に関する人権上の問題点の上位を占めています。

平成28年４月に施行された「障害者差別解消法」では、行政機関や事業者に対し、障害を理由とする不当な

差別的取扱いを禁止するとともに、合理的配慮の提供や環境整備を負担になりすぎない範囲で行うことが求め

られています。令和６年４月からは、この法律が改正され、合理的配慮の提供が事業者の法的義務となりまし

た。これは、障害のある人が障害のない人と同様にさまざまな活動に参加できる社会を築くための重要な一歩

です。

学校教育においては、障害のある子どもの自立と社会参加を目指した取組を含め「共生社会」の形成を目指

すため、インクルーシブ教育システムの構築と特別支援教育の推進が必要とされています。文部科学省は平成

27年度から「学校における交流及び共同学習を通じた障害者理解の推進事業」などに取り組んでおり、平成31

年には「交流及び共同学習ガイド」が改訂されました。

このガイドでは、共生社会の実現に向けて、幼稚園から高校、特別支援学校などで行う交流及び共同学習

は、障害のある子どももない子どもも相互理解と社会性を深め、豊かな人間性を育む上で大きな意義があると

されています。また、これらの経験は、学校卒業後の積極的な社会参加や、多様性を理解し支え合う意識の醸

成につながるとも言えます。これを受け、県教育委員会でも、障害のある子どもと障害のない子どもが可能な

限り同じ場で学び合える環境づくりを推進するとともに、障害のある子ども一人一人の教育的ニーズに応じた

適切な指導及び必要な支援の充実を図っています。

（イ）障害者の人権に関する主な法律と取組

1993（平成５）年 「障害者基本法」→ 2011（平成23）年改正

2011（平成23）年 「発達障害等のある幼児児童生徒の指導及び支援の充実に関する指針」（高知県教育委員会）

2014（平成26）年 「障害者の権利に関する条約」発効（2006（平成18）年 国連で採択）

2016（平成28）年 「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」 → 2024（令和６）年改正

2023（令和５）年～「第３期高知県障害者計画」

2024（令和６）年 「障害のある人もない人も共に安心して豊かに暮らせる高知県づくり条例」施行

「高知県における言語としての手話の普及等の推進に関する条例」施行

（ウ）障害者の人権について学ぶことを通して付けたい資質・能力

資質・能力 具体的な内容例

知識的側面

①障害者の人権問題に関する正しい知識を学ぶ。

・交流や共同学習の場を積極的に設けることで、様々な障害について知り、障害のある人へ

の理解を深める。

価値的・

態度的側面

①様々な障害について知り、障害のある人への理解を深め、支え合う共生社会を目指そうと

する態度を養う。

技能的側面
①障害のある子どもと障害のない子どもが共に学び、よりよい集団生活を築くためのコミュ

ニケーション能力を養う。

全ての人が、障害の有無によって分け隔てられることなく相互に人格と個性を尊重し合いながら共生で

きる社会にするため、この問題についての関心と理解を深めていくことが必要です。
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令和５年度人権作文コンテスト高知県大会優秀作品（小学校の部）から抜粋 ※一部表現等を変更しています

令和７年度人権作文コンテスト高知県大会優秀作品（高等学校の部）から抜粋 ※一部表現等を変更しています

（エ）実際の取組例

・手話が意思疎通を行うために必要な言語であることを理解し、聴覚に障害のある方との交流や手話を使っ

たコミュニケーション活動を通して、体験したことや感じたことを他学年や学校全体へ発信し、共に安心

して豊かに暮らせる地域社会にするために何ができるかを考える。 【総合的な学習（探究）の時間】

・ミュージカルのワークショップを主体とした、高等学校と特別支援学校の生徒との交流及び共同学習を計

画的・継続的に実施することを通して、障害者に対する理解を深めるとともに豊かな人間性を育み、地域

社会における自分の生き方について考える。 【総合的な学習（探究）の時間】

（オ）教科との関連と参考資料

夏休みを目前に控えたある日、友人から「夏休みの間だけ、障害者介護施設でのアルバイトをしてみない？」

と誘いを受けた。しかし、仕事内容の説明を聞いているうちに、不安が広がっていった。「障がいがある方々

と関わる」ということ自体が、これまでの私の日常には存在しなかった。

（アルバイト中に）テーブルを拭いていると、「ありがとう」と、あたたかくて優しい声が聞こえた。思わず

手を止め振り返った。穏やかな笑顔とまっすぐな視線が私に向けられていた。ただただまっすぐそう言われた

とき、胸の奥に衝撃が走った。なぜならそれまで障がい者の方は「自分とは違う世界の人」であり、私のこと

も、「違う世界の人」と捉えていると勝手に思い込んでいたからだ。だがその瞬間私の想像はあっさりと否定

された。単なる感謝の言葉なのに、今まで何度も聞いたことのある言葉なのに、なぜか心が熱くなった。

私はその時初めて気づいたのだ。相手は「違う世界の人」ではなく、ただ私と同じように親切にされれば感

謝を伝え、嬉しいことがあれば微笑む一人の人間なのだと。「違う」と思い込み「壁」を作っていたのは私だけ

なのだと。その気づきが、私の心に大きな変化をもたらした。障がいがある方々を「特別な存在」として見る

のではなく、同じ社会に生きる一人の人として向き合うことの大切さを、私は身をもって知った。

私は今、車イスで生活をしています。歩けなくなった時のことは、あまり覚えていませんが、今は、楽しく

過ごしています。このように楽しく過ごせるまでには、たくさんの方々が、私を助けてくれました。

だけど、できないことばかりではなく、自分一人でできることもあります。何もできないと決めつけずに、

困っている時に助けてもらいたいです。できそうになくても、がんばったらできるようになるかもしれないの

で「大丈夫かな？」と思ったら、少し様子を見て行動してもらえるとうれしいです。

障害によって、困ることは違うし変わります。それに対して、バリアをなくしていくことが大切だと思いま

す。バリアは、人間が生み出したものなので、人間でなくすことができるものだと思います。だから、障害が

ある人もない人も協力し合ってバリアをなくし、おたがいがくらしやすい世の中になればいいなと思います。

小学校 中学校 高等学校

国語・社会・生活・音楽・外国語

道徳・特別活動・総合的な学習の時間 等

国語・社会・音楽・外国語・道徳

特別活動・総合的な学習の時間 等

国語・公民・音楽・外国語

特別活動・総合的な探究の時間 等

人権作文コンテスト高知県大会優秀作品から

高知県における言語としての

手話の普及等の推進に関する

条例について

（手話動画・リーフレット）

【高知県 子ども・福祉政策部

障害福祉課】

障害のある人と人権 誰も

が住みよい社会をつくるた

めに（動画）

【法務省 MOJchannel】

交流及び共同学習ガイド

【文部科学省】

障害のある人もない人も共に安心

して豊かに暮らせる高知県を目指

して（動画・リーフレット）

【高知県子ども・福祉政策部

障害福祉課】
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エイズ・ＨＩＶ、新型コロナウイルス感染症等

（ア）エイズ・ＨＩＶ、新型コロナウイルス感染症等に関する人権について

エイズや新型コロナウイルス感染症などに関しては、誤った知識や思い込みから、感染した人やその家族が

差別や偏見によって苦しめられることがあります。

エイズの場合、原因はＨＩＶという感染力の弱いウイルスであり、通常は感染しにくい病気であることがわ

かっています。しかし、1980年代にエイズ問題が注目されると、マスコミによる不確かな情報の報道や過剰な

反応によって、国民の間に偏見や誤解が広まりました（エイズパニック）。その結果、アパートへの入居拒否

や立ち退き要求、学校でのいじめ、職場での解雇などの人権侵害が起こりました。国や都道府県がエイズに関

する正しい情報提供を続けたことで社会の理解は進んできましたが、まだ誤解や偏見は残っています。

また、令和２年に新型コロナウイルス感染症（COVID-19）が世界的に広がると、感染に対する不安が増す中、

SNS 等で個人情報が拡散されたり、誤った情報が発信されたりする問題が起こりました。さらに、感染した人

や医療関係者に対する差別や誹謗中傷、ワクチン接種に関する差別などの人権問題も発生しました。こうした

誤った情報から差別や偏見が生じることは決して許されるものではありません。

感染は自分や大切な家族にも起こりうることであり、他人事ではなく自分自身の問題として捉えることが大

切です。自分や身近な人が感染したらどう感じるかを想像することが、差別や偏見をなくすことにつながりま

す。学校教育では、発達段階に応じて正しい知識を身につけ、適切な行動ができる力を育てることが必要です。

（イ）感染者等に関する人権についての主な法律と取組

1988（昭和63）年 12月１日を世界エイズデーと定める（WHO）

1989（平成元）年 「エイズ予防法」施行 → 1999（平成11）年廃止

1999（平成11）年 「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」施行

2006（平成18）年 「エイズ予防指針」施行

→ 2025（令和７）年改正 感染者等のさらなる人権の尊重が求められる

2013（平成25）年 「新型インフルエンザ等対策特別措置法」施行

→ 2021（令和３）年改正 差別的取り扱い等を防止するための規定が追加された

（ウ）感染者等に関する人権について学ぶことを通して付けたい資質・能力

資質・能力 具体的な資質・能力例

知識的側面

①エイズ・ＨＩＶ、新型コロナウイルス感染症等に関する正しい知識を身に付ける。

・感染経路、予防法、治療法など、医学的に正しい情報について学ぶ。

・エイズがどのように社会に広がり、偏見や差別が生まれたかという歴史的背景を知る。

価値的・

態度的側面

①感染者や医療従事者が直面する不安や困難を想像し、共感しようとする態度を養う。

②感染症対策に関して、人それぞれ異なる考え方や事情があることを認め、多様な意見があ

ることを理解しようとする態度を養う。

技能的側面

①信頼できる情報源からエイズ・ＨＩＶ、新型コロナウイルス感染症等に関する情報を収集

し、情報を正確に判断する技能を養う。

②感染症対策を巡って意見が対立した際、相手の立場や意見を尊重しながら、自分の考えを

冷静に伝え、問題解決に向けた対話を進める力を養う。

感染症については、患者・感染者だけではなく、家族や医療従事者の人権が侵害されることがあっては

なりません。感染症についての正しい知識の普及を図り、患者・感染者が安心して治療を受け、地域で共

に生活できる社会を実現することが必要です。
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高知大学医学部附属病院 地域医療連携室 公認心理師・臨床心理士 西田 拓洋 氏のお話

（エ）実際の取組例

・エイズやＨＩＶ、性感染症の感染経路についての事前アンケートをもとに、性感染症についての正しい知識

を学び、身近な家族・友人・恋人が性感染症と診断された場合、どのような配慮が必要かを個人やグループ

で話し合い、個人及び社会で感染症について取り組む対策を考える。 【保健体育】

・新型コロナウイルス流行時の「病院スタッフがタクシーの乗車拒否を受けた事例」「感染者の家に落書きが

された被害」などの報道事例を基とし「『個人の人権』と『公共の福祉（公衆衛生）』のどちらが優先される

べきか」という話し合いを行う。その後「個人の人権と公共の福祉は本当に並び立たないのか」という問い

を通して、差別のない公正な社会の在り方について考える。 【社会】

（オ）教科との関連と参考資料

ＨＩＶは、早期に発見し適切に対応することで、感染して短期間で死に至る疾患ではなくなり、長期療養が

可能となりましたが、さまざまな合併症を併発するリスクは高く、「生きていくこと」への心理的負担は以前

と大きく変わらないと言われています。通常の日常生活を送る中で、他者へ感染するリスクはありませんが、

周囲の理解不足から、ＨＩＶ感染者の方は社会的な偏見や差別への不安を感じています。そのため、感染につ

いて、身近な人や家族にも打ち明けることができずに、日常生活を送っている方もいます。また、病名につい

て周囲に知られることが、感染者本人のセクシュアリティのカミングアウトにつながる可能性があり、人権尊

重の視点からもきめ細かい配慮が必要になります。

世界エイズデーのキャンペーンテーマとなっている「Ｕ＝Ｕ」は、「Ｕ（Undetectable：検出限界未満＝Ｕ

（Untransmittable:ＨＩＶ感染しない）」を意味しており、抗ＨＩＶ療法を継続し、血中のウイルス量が

200copies/mL 未満の状態を６ヶ月以上維持している状態のＨＩＶ感染者は他の人に性行為を通じてＨＩＶ感

染させることは一切ない、という科学的に根拠づけられた事実で、世界中の保健医療関連の専門機関で支持さ

れています。感染者の方ご自身が、他者への感染について不安を感じているケースもあり、こうした正確な知

識を社会全体で共有していくことが必要です。高知県では、エイズパニックを経験した世代が40代から50代を

迎えており、学校教育に加えて、より年齢が高い方に理解してもらうことも課題の一つです。

感染者の方が、自分の住む地域で医療を受け、安心して日常生活を送ることができるよ

う、当院では、県内の医療機関への研修や協力も行っています。他の病気と同じように、

ＨＩＶ感染症は、特別な病気ではなく、誰でもかかる可能性のある病気です。「よくわか

らない」「自分には関係ない」ではなく、まずは一歩立ち止まって考えてみてください。

みなさんの何気ない言動が差別や偏見につながってしまうかもしれません。正しい知識を

身に付け、誰もが自分らしく生きる社会を一緒につくりましょう。

小学校 中学校 高等学校

社会・体育・道徳・特別活動

総合的な学習の時間 等

社会・保健体育・道徳・特別活動

総合的な学習の時間 等

公民・保健体育・特別活動

総合的な探究の時間 等

高知県内の医療関係者から

人権ライブラリー

「人権を学ぼう」コーナー

（感染症等）

【（公財）人権教育啓発

推進センター】

人権教育アーカイブ
（個別の人権課題全般）

【文部科学省】

エイズ対策についての HP

【高知県健康政策部

健康対策課】
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ハンセン病

（ア）ハンセン病元患者の人権について

ハンセン病は「らい菌」によって主に皮膚や末梢神経がおかされる慢性の細菌感染症の一種です。この病気

にかかると、手足などの神経が麻痺し、汗が出なくなったり、痛い、熱い、冷たいといった感覚がなくなった

りします。治療法のない時代には、体の一部が変形してしまうといった後遺症が残ることもありました。

ハンセン病の感染力は非常に弱いにもかかわらず、昭和６年に制定された「癩（らい）予防法」のもと、全

国で「無らい県運動」と呼ばれる患者を探し出し療養所に隔離する施策が行われました。その結果「ハンセン

病は恐ろしい感染症だ」という誤った認識が広まり、元患者や家族への偏見や差別が助長されました。

昭和21年に特効薬プロミンが開発されて治療が可能になった後も、隔離政策は平成８年の「らい予防法」廃

止まで続きました。その後も平成15年の熊本県ホテル宿泊拒否事件など、元患者や家族に対する根強い差別や

偏見が残っています。

令和元年７月の「ハンセン病家族国家賠償請求訴訟」熊本地方裁判所判決を受け、政府は隔離政策により元

患者だけでなく家族も深刻な偏見や差別に苦しんできたことを深く反省し、心から謝罪しました。現在は関係

省庁が連携し、ハンセン病に関する人権教育と啓発活動の強化に取り組んでいます。

学校教育においては、多様な教材を効果的に活用しハンセン病問題の人権教育を進めることが重要です。具

体的には、厚生労働省が配布するパンフレットや法務省の人権啓発動画等を活用した授業を行うことができま

す。また、教職員は文部科学省のウェブサイトに掲載された先進的な授業事例を参考に、自身の理解を深め指

導方法の改善を図ることが求められます。

さらに、国立ハンセン病資料館の学芸員や元患者の家族を講師として招くことで、当事者の声に触れる貴重

な機会を設けることが可能です。このような教材や機会を積極的に活用し、生徒に正しい知識を伝えていくこ

とが求められます。

（イ）ハンセン病元患者の人権に関する主な法律と取組

1907（明治40）年 「癩予防ニ関スル件」公布（明治政府）

1931（昭和６）年 「癩予防法」公布 → 1953（昭和28）年に「らい予防法」へ

1996（平成８）年 「らい予防法の廃止に関する法律」施行

2009（平成21）年 「ハンセン病問題の解決促進に関する法律」施行

2019（令和元）年 「ハンセン病に関する教育の実施について」（文部科学省通知）

→ 2024（令和６年）「ハンセン病問題に関する教育の更なる推進について」

（ウ）ハンセン病元患者の人権について学ぶことを通して付けたい資質・能力

資質・能力 具体的な資質・能力例

知識的側面

①ハンセン病に関する正しい知識を学ぶ。

・ハンセン病がどのような病気かについて正しく知る。

・元患者やその家族に対する偏見や差別の歴史や実態を知る。

価値的・

態度的側面

①ハンセン病元患者やその家族が経験してきた差別や苦しみ、偏見による心の傷を理解し、共

感しようとする態度を養う。

技能的側面

①ハンセン病元患者やその家族の痛みや感情を共感的に受け止めるための想像力や感受性を養

う。

②ハンセン病問題に関する情報を集め、その情報を分析して、この問題について、公平な視点

から考える技能を養う。

ハンセン病は決して過去の問題ではなく、現在も続く人権課題です。過去のハンセン病の歴史や社会問

題について学ぶことで、人権が侵害された人々の痛みを想像し、差別の歴史を二度と繰り返さないことが、

私たちに求められているのではないでしょうか。
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（エ）実際の取組例

・ハンセン病についてのＤＶＤを視聴し、正しい知識を得て、世間の反応についてどう感じたかなどを考え、

その内容を班や学級全体で共有する。また、差別の解消や差別に発展しないために必要なことは何かを考え

る。 【社会】

・国立ハンセン病資料館の出前講座を活用し、ハンセン病の入所者とその家族への差別について知る。差別が

どうして生まれたかを考えることで、正しい知識を持たないことが差別を生み、他者に歩み寄り互いに知る

ことが偏見や差別の解消につながることを学ぶ。また、学習内容を「学習レポート」にまとめ、家庭へ報告

し、知識を他者に伝えることで、差別解消の実践者としての意識を持つ。 【総合的な学習（探究）の時間】

（オ）教科との関連と参考資料

私が大島青松園に入ったのは昭和27年６月19日、16歳でした。中学校３年生の時に大腿部に栗まんじゅうの

ようなあざができましてね。それがハンセン病の始まりやったんですね。卒業してからすぐにこちらの方に来

るように言われてきたんです。県の予防課のＡ先生がうちに来て、「今、プロミンといういい薬があるけん、

（大島に）行って１年ばあ治療すりゃあすっともんてこれる。まあ行ってこいや」言うて名剌をもらってね。

（中略）私が入所した当時は、まだ療養所というのは名ばかりで収容所でした。職員の数というのはものす

ごく少なくて、園内の維持管理というのはすべて軽症者によって賄われておりまして、園内でいろんな作業を

やらされました。住居の方は24畳の大きな部屋に12人収容されて、そこに寝泊まりしていた。自分がいるとこ

ろというと畳２枚分しかない。最初ここに入ってきたときには本当にもう、絶望というか、最初はね、私もこ

んなところに来るとは思ってない、軽い気持ちで来たんですけどね。中に入ってみると、みんなが１年たった

ら帰れるとか、１年半で帰れるとか言って連れてこられて、もうここに入ったら出ることはできないとか言わ

れるし、おまえも、１年半とか２年とか、そういうことを言われたんかと言う。だから騙されて連れてこられ

た。そういう話を聞くとね、本当につらかったですね。

（中略）年を取って、こんなに不自由になったら、どこにも行くとこがない。帰る場所も

なくなってしまった。帰ってもどうせ施設に入るんだったらここで最期を迎えたいし、

（納骨堂に）我々が入るところも作っているわけよ･･･そういうことがあって今もお世話

になっている。ハンセン病患者に対する強制隔離や非人道的施策はひどいもので忘れる

ことはできない。ハンセン病に対して正しい知識をもって、理解してほしい。我々は子ども達によく言うんで

すね。昔こういう病気のためにこういうところに連れてこられて、自由を奪われて生活しておった。そういう

人たちがおったいうことが、これから先、何かの役に立ってもらえればありがたいし、それを一つの教訓にし

てもらいたい。

小学校 中学校 高等学校

社会・体育・道徳・特別活動

総合的な学習の時間 等

社会・保健体育・道徳・特別活動

総合的な学習の時間 等

公民・保健体育・特別活動

総合的な探究の時間 等

高知県出身の元患者 野村 宏 氏（大島青松園）の話

啓発冊子 「伝えたい 知ってほしい ハンセン病について」（健康政策部 健康対策課）から抜粋

「～ハンセン病と家族の

物語～夢でしか帰れなか

った故郷」（アニメ）

【法務省 MOJchannel】

「ハンセン病の向

こう側」生徒用

【厚生労働省】

「ハンセン病の向

こう側」指導者用

【厚生労働省】

「伝えたい 知ってほし

い ハンセン病につい

て」

【高知県健康政策部

健康対策課】

「～ハンセン病と家族

の物語～夢でしか帰れ

なかった故郷」

活用の手引き

【法務省】

ハンセン病問題学習：

校内研修シリーズ No.100

【NITS 独立行政法人

教職員支援機構】

高知県出身のハンセン病元患者の方から
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外国人

（ア）外国人の人権について

政府はこれまで、外国人への平等な権利と機会の保障、他国の文化・価値観の尊重、そして外国人との共生

に向けた相互理解の促進に取り組んできました。しかし、歴史的な背景のある在日韓国・朝鮮人に関する問題

や、外国人が就職や賃貸契約、店舗の利用で不利益を受けるなど、言葉や宗教、習慣の違いからくる偏見が依

然として根強く残っています。

また、特定の国籍の外国人を排斥する趣旨の言動が公然と行われるケースもあり、これがマスコミなどで「ヘ

イトスピーチ」として取り上げられています。

高知県でも外国人住民は年々増加しており、令和６年12月現在、74カ国から来た6,848人が暮らしています。

このため、県民と外国人が共に生活する多文化共生の県づくりを推進する必要があります。

本県には、高知県外国人生活相談センター「ココフォーレ」が設置されており、外国人住民の生活全般に関

する相談を受けるワンストップセンターとして、言語や文化の違いによる不安や困りごとに寄り添い、支援を

行っています。

令和元年の開所以来、相談件数は年々増加しており、令和６年度には892件に達しました。特に在留資格、

雇用・労働、出産・子育て、通訳に関する相談が多く寄せられています。中でも通訳に関する相談は学校現場

でも重要な課題となっています。

令和４年に高知県が発表した「地域日本語教育実態調査報告書」では、在住外国人のうち「ほとんど話せな

い」人は6.5％にとどまっています。一方で「簡単な会話ができる」または「少しだけ話せる」人が70％に上り

ます。この結果から、やさしい日本語を活用することで言語の壁を越えたコミュニケーションが可能であるこ

とが分かります。

（イ）外国人の人権に関する主な法律と取組

1990（平成２）年 高知県国際交流協会の設立

1996（平成８）年 「あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約」発効（1965（昭和40）年 国連で採択）

2006（平成18）年 「地域における多文化共生推進プラン」策定 → 2020（令和２）年改定

2016（平成28）年 「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」施行

2019（令和元）年 「日本語教育の推進に関する法律」施行

（ウ）外国人の人権について学ぶことを通して付けたい資質・能力

資質・能力 具体的な内容例

知識的側面

①外国人の人権問題や外国に関する正しい知識を学ぶ。

・外国人や外国にルーツのある人たちに対する偏見や差別の実態を知る。

・様々な国の文化や習慣に触れ、文化や習慣の違いやその多様性について理解する。

価値的・

態度的側面

①様々な国の文化や習慣を尊重し、違いを認めると同時に、互いの共通性を理解し、共感

する態度を養う。

②違いを認め合う寛容性のある国際感覚と、すべての人々の人権を尊重しようとする意識

を養う。

技能的側面

①異なる習慣や文化を持つ人々と共に生きるための社会的技能を養う。

②言語や文化の違いを超えてよりよい人間関係を築くための、自己表現や傾聴の仕方等に

工夫したコミュニケーション能力を養う。

今日、日本に住む外国人の数は増加傾向にあり、社会生活で身近な存在になっています。学校教育におい

ても、国際理解教育を通して、広い視野を持ち、異文化を理解するとともに、これを尊重する態度や異なる

文化を持った人々と共に協調して生きる態度の育成に努めていくことが求められています。
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高知県外国人生活相談センター「ココフォーレ」 廣瀬 留美子 氏のお話

（エ）実際の取組例

・多くの朝鮮半島出身者が日本に移り住んだ経緯を、分かりやすく解説する。次に、戦後の混乱期を経て、彼

らが日本社会でどのような困難に直面し、差別や偏見に苦しめられているかについて、ドキュメンタリー映

像や当事者の声を通じて学ぶ。生徒たちは、なぜこうした問題が今も続いているのか、歴史的な視点から考

え、解決に向けて自分たちに何ができるかを話し合う。 【社会】

・地域に住んでいる中国帰国者や外国にルーツを持つ保護者との交流を通して、異文化理解を深める。事前学

習において、交流する国の文化や言語について学び、季節の行事を一緒に祝ったり、料理を教えてもらった

り、といった体験を通して、多文化共生の大切さを学ぶ。 【総合的な学習（探究）の時間等】

（オ）教科との関連と参考資料

最近、身のまわりで外国人が増えたと感じることはありませんか？高知県では外国人住民は年々増加してい

ます。このような状況の中、高知県では多文化共生推進プランの策定が進んでおり（令和７年10月現在）、地

域全体で共生社会の実現に向けた取組が進められています。

一方、学校においては、教職員の人権感覚のアップデートが重要です。言語支援だけでは不十分であり、教

員には文化的背景や無意識の偏見に気づき、柔軟に対応する力が求められています。例えば、宗教的な理由で

給食の食材に配慮が必要なケースや、肌の接触に抵抗がある児童への対応など、学校現場での工夫が不可欠と

なっています。また、日本語が不十分だからといって学力が低いわけではありません。JICA などが提供してい

る、母国語で学べる算数、数学、理科の教材などがあり、母国語での理解を支援する教材の活用が有効になり

ます。

家庭との信頼関係づくりも重要です。保護者との連携には、言語や制度の壁を越える工夫が不可欠です。や

さしい日本語でのお知らせ、通学支援、学校行事への参加促進など、家庭とのつながりを深める取組が重要と

なります。例えば、持ち物のお知らせにふりがなやイラストをつけたり、進路相談に通訳を同席させたりする

ような細やかな配慮が支援につながります。また、各国の教育制度は異なるため、保護者の出身国の教育制度

を事前に理解しておくことも役立ちます。

外国人も日本人も互いの強みを活かし、補完し合う「多文化共生社会」の実現に向けて、みんなで一歩ずつ

前進していきましょう。

小学校 中学校 高等学校

社会・外国語・道徳・特別活動

総合的な学習の時間 等

社会・外国語・道徳・特別活動

総合的な学習の時間 等

公民・外国語・特別活動

総合的な探究の時間 等

高知県内の外国人相談支援機関から

人権ライブラリー

「人権を学ぼう」コーナー

（外国人）

【（公財）人権教育啓発

推進センター】

人権教育アーカイブ
（個別の人権課題全般）

【文部科学省】

在留支援のためのやさしい

日本語ガイドライン

【出入国在留管理庁】
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犯罪被害者等

（ア）犯罪被害者等の人権について

犯罪被害者及びその家族は、犯罪そのものやその後遺症によって精神的、経済的に苦しんでいるにもかかわ

らず、さらにＳＮＳ等で面白半分に噂をされたり、心ない誹謗中傷を書かれたりすることで、名誉を傷つけら

れたり、プライベートな生活を脅かされたりするといった問題が生じています。

こうした犯罪被害者とその家族の権利を守るため、平成17年に「犯罪被害者等基本法」が施行されました。

この法律は、犯罪被害者の人権を尊重し、その状況を理解するための研修や啓発活動を行うことを定めていま

す。また、教育や広報を通じて、被害者の名誉や平穏な生活を守ることの重要性について国民全体の理解を深

める取組を進めるよう求めています。

さらに、この法律に基づいて策定された「犯罪被害者等基本計画」では、被害者が直面する困難を解決する

ために、国民みんなで協力して進めることなどを基本方針とし、国民の理解を深め、配慮と協力を確保するこ

とを重要課題の一つとしています。

そこで、犯罪被害者等に関する理解の増進と配慮・協力の確保のため、毎年11月25日から12月１日までを「犯

罪被害者週間」と定め、この期間に合わせて広報啓発活動が集中的に実施されています。

学校教育において犯罪被害者等の人権に関する指導を行う際は、誰もが犯罪被害者になる可能性があるため、

一人一人が被害者の状況を理解し、平穏な生活を取り戻せるよう配慮することが重要です。また、学習活動を

行う際には被害者個人の情報が特定されないよう、十分に注意を払う必要があります。

（イ）犯罪被害者等の人権に関する主な法律と取組

1985（昭和60）年 「犯罪及び権力濫用の被害者のための司法の基本原則宣言」採択（国連）

2005（平成17）年 「犯罪被害者等基本法」施行 → 同法に基づき「犯罪被害者等基本計画」策定

2011（平成23）年 「第２次犯罪被害者等基本計画」策定

「犯罪被害者支援要綱」制定

2016（平成28）年 「第３次犯罪被害者等基本計画」策定

2020（令和２）年 「高知県犯罪被害者等支援条例」施行

2021（令和３）年 「第４次犯罪被害者等基本計画」策定

（ウ）犯罪被害者等の人権について学ぶことを通して付けたい資質・能力

資質・能力 具体的な内容例

知識的側面

①犯罪被害者やその家族の人権問題に関する正しい知識を学ぶ。

・犯罪被害者やその家族に対する偏見や差別の実態を知る。

・犯罪被害者やその家族のプライバシーが守られるべきであり、個人情報等を安易に広めて

はならないことを知る。

価値的・

態度的側面

①犯罪被害者やその家族の苦しみや悲しみに寄り添い、共感しようとする態度を養う。

②「被害者にも落ち度があったのではないか」といった偏見や、犯罪被害者やその家族に対す

る無理解から生じる差別的な見方をなくそうとする態度を養う。

技能的側面

①犯罪被害者やその家族の感情に配慮し、寄り添うための聞き方や話し方などの、コミュニケ

ーション能力を養う。

②不用意な噂話やＳＮＳ等での拡散に加担しないよう、情報を適切に判断する力を養う。

私たちは、誰もが犯罪被害者となる可能性があります。被害者の身近にいて、いつでも支援することので

きる周囲の人々の適切な対応が被害者の回復への一助となります。被害者やその家族の立場に立って考え、

支援することが大切です。

第
２
章

人
権
教
育
の
す
す
め
方



61

（エ）実際の取組例

・「大切な命を守る」全国中学・高校生作文コンクールの過去の優秀作品を読み、作者である同世代の生徒た

ちが命の尊厳についてどのように考え、どのようにして困難に立ち向かったのかを読み解く。その上で、作

品の内容を基にグループで話し合い、全体で意見を共有することで、生徒一人一人が自分や他者の命の大切

さについて主体的に考え、共感力を育む。それにより、日々の生活の中で直面する様々な問題に対する向き

合い方を学ぶきっかけとする。 【特別の教科 道徳】

・「命の大切さを学ぶ教室」（高知県警察本部警務部県民支援相談課）を活用し、犯罪被害者や警察職員の講演

を聞き、犯罪被害者が直面する困難や悲しみ、置かれている状況を理解することにより「いじめや暴力をな

くすこと」や「命」の大切さ、周囲の人々の思いやりや支えの必要性について考える。 【特別活動】

（オ）教科との関連と参考資料

犯罪被害や虐待体験は、子どもの成長に大きな影響を与えてしまうことがあります。先生方の周りには、普

通に学校に来るだけで、そして、もしかしたら生きているだけで、ものすごく頑張っている子がいるかもしれ

ません。警察をはじめ、多くの機関が連携して支援を行っていますが、犯罪被害者が平穏な生活を取り戻すた

めには、普段の生活で接する職場や学校の友人、周囲の身近な人々の支えが必要です。学校は被害にあった子

どもたちの「駆け込み寺」になることもあって、先生方は子どもたちにとっては重要なキーパーソンです。日

常の関わりの中で子どもたちの変化に気づき、必要な対応につなげるために、日頃からの関係性を大切にして

いただきたいと思います。県警察といたしましても、生徒一人一人が、犯罪被害者やそのご家族、ご遺族の置

かれている状況や心情に理解を深めるとともに、「自分自身もかけがえのない大切な存在なんだ」ということ

を感じてもらえるよう、「命の大切さを学ぶ教室」などを通じて伝えていきたいと考えています。

以下は、「命の大切さを学ぶ教室」を受講してくれた中学生の感想です。

犯罪被害について、「自分には関係ない」「自分は大丈夫」と話を聞くまでは、私自身もそう思っていました。

でも、「怪我をしたり、命を奪われたりすることは誰にでも起こり得ることなんだ」と考えていなければいけ

ないと、話を聞いて思うようになりました。当時の様子を涙ながらに話される犯罪被害者のご家族は、17年が

たった今でも鮮明に覚えていて、その苦悩は計り知れません。周囲の人たちからの中傷、事実ではない報道に

よって、興味本位に質問をされました。犯罪被害にあうと、被害にあった本人だけではなく残された家族もま

た、被害にあったことによって様々な問題が起こりました。家族同士もショックを受け自分自身を責めてしま

い、お互いを支え合う気持ちも失ってしまいました。

犯罪被害者等の置かれている状況は、一人一人違うので気持ちを理解しようと

することが大切だと考えます。無責任なうわさ話をしないようにしなければいけ

ないと思います。相手の立場になって考え、言葉が見つからない時は、だまって

そばに寄り添いたいと思いました。実践できるよう努力していきたいです。

小学校 中学校 高等学校

道徳・特別活動

総合的な学習の時間 等

社会・道徳・特別活動

総合的な学習の時間 等

公民・特別活動

総合的な探究の時間 等

もしも・・・あなたが

犯罪被害に遭遇したら

【法務省 MOJchannel】

大切な命を守る全国中学・

高校生作文コンクール

【警察庁】

犯罪被害者等に関する児

童・生徒向け啓発用教材

【警察庁】

「命の大切さを学ぶ教室」講師 高知県警察県本部県民支援相談課 若藤 奈美 氏のお話

「命の大切さを学ぶ教室」講師から

▲「命の大切さを学ぶ教室」の様子
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インターネットによる人権侵害

（ア）インターネットによる人権侵害について

インターネットは、私たちの生活に欠かせないものとなっています。近年では、誰でも時間や場所を問わず

に情報を発信、入手、拡散できるようになりました。

しかし、一方で、インターネット上での人権侵害が社会問題となっています。特にＳＮＳなどの情報拡散力

が非常に高いサービスの登場により、個人に対する誹謗中傷や名誉毀損、プライバシーの侵害、差別を助長す

る表現、さらには子どもの性被害など、様々な人権問題が急速に深刻化しています。

また、こうしたインターネット上の人権侵害は、様々な個別の人権課題と深く関連しており、この問題の解

決は他の人権課題を解消するうえでも重要です。

県教育委員会では、インターネット上の不適切な書き込みを監視する「ネットパトロール」を実施し、問題

の早期発見と早期対応に努めています。さらに、令和５年に実施した「人権教育に関するアンケート」では、

子どものインターネット接続機器の使用状況やルール、ネットいじめの実態を把握しました。

アンケートの結果によると、どの学校種においても約１割の児童生徒が、ネットいじめやトラブルに繋がる

ことをしたりされたりしたことがあることが分かりました。また、インターネットを使う際に家族とルールを

決めている割合は、小学５年生で64.7％、中学２年生で60.6％、高校２年生では34.7％でした。

このため、児童生徒のネットいじめやインターネット上のトラブルを予防することを目的に、他人への影響

を考えた行動や有害情報への対応を含む情報モラル教育を行っています。また、子どもや保護者、教職員を中

心に教育や啓発活動を進めています。

今後も、いじめやネットの問題の解決に向けて、子どもだけでなく地域や家庭も関心を深め、インターネッ

トによる人権侵害の被害者にも加害者にもならないよう「責任ある情報発信」の取組を進めていく必要があり

ます。

（イ）インターネットによる人権侵害に関する主な法律と取組

2002（平成14）年 「プロバイダ責任制限法」施行

→「情報流通プラットフォーム対処法」へと改正（2025（令和７）年施行）

2005（平成17）年 「個人情報保護法」施行 → 2021（令和３）年改正

2009（平成21）年 「青少年インターネット環境整備法」施行 → 2018（平成30）年改正

2014（平成26）年 「リベンジポルノ防止法」施行

2022（令和４）年 「刑法等の一部を改正する法律」 → 侮辱罪の法定刑の引上げ

（ウ）インターネットによる人権侵害について学ぶことを通して付けたい資質・能力

資質・能力 具体的な資質・能力例

知識的側面

①インターネットによる人権侵害に関する正しい知識を学ぶ。

・インターネットを適切に利用するためのスキル（リテラシー）や、情報の発信・収集にお

ける個人の責任、モラルについて理解を深める。

・インターネットの利用等を通して起こる問題や危険性について知る。

価値的・

態度的側面

①異なる価値観、意見を持つ他者が発信するインターネット上の情報や発言に対して、相手

の気持ちや背景を想像し、情報の信頼性を判断しようする姿勢を養う。

技能的側面

①画面の向こうに自分と同様に人権のある他者がいるということに思いを巡らす想像力を養

う。

②インターネット上の情報がすべて正しいとは限らないことを理解し、情報の真偽や背景を

判断する技能を養う。

インターネット上において、個人に対する誹謗中傷、名誉やプライバシーの侵害などの人権問題が起きて

います。インターネットを正しく使用し、人権侵害をなくすことが必要です。
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高知工科大学教授 吉田 真一 氏のお話

（エ）実際の取組例

・「情報モラル教育実践ハンドブック」を活用して、インターネット上で起こるコミュニケーショントラブル

の事例を学ぶ。インターネットの特徴や、トラブル発生時の周囲への影響について理解し、ワーク等を通し

て、インターネットの適切な利用のために注意する必要があることを学ぶ。 【特別活動】

・高知県教育委員会が発行している「見直そう！インターネット等の利用時間」や「インターネット利用のル

ールを考えよう」のリーフレットを活用し、生徒自身が利用状況を客観的に把握し、長時間利用が心身に与

える影響を理解した上で、自律的に適切な利用方法や家庭内でのルールを考え、家族や友人とのよりよい人

間関係を築くための行動について考える。 【特別活動】

（オ）教科との関連と参考資料

インターネットは世界中の人に瞬時に情報発信できるがゆえに、それがもたらす影響も多大になります。イ

ンターネットでの誹謗中傷等の人権侵害により、回復が困難なほどの精神的な苦痛を受け、命を絶ってしまう

人のこともたびたび報道されています。被害を大きくする原因は、スマートフォンとＳＮＳや動画サイトの普

及で誰でも手軽に多くの人に情報伝達ができるようになったことと、リンクや転送・リポスト等による拡散性

の大きさです。特に問題なのが、拡散が拡散を呼び、ねずみ算式に急激に拡散してしまうことと、一度拡散し

た情報は、発信者ですら完全に消すことが困難なことです。中傷情報がインターネットのデジタル空間に一生

残ってしまいます。こうしたことを防いだり、被害を軽減したりするために、2025年４月に情報流通プラット

フォーム対処法が制定され、情報発信者の特定や情報の削除がしやすくなりました。一方で、それだけでは被

害を防ぐことは難しいので、一人一人が人権侵害になるような情報発信をすることがないよう気を付けること

が必要です。

具体的には、自分の発信が誹謗中傷になっていないか（そうでなくとも過度に感情的な表現になっていない

か）を確認する。また、感情的にならず時間をおいて内容を発信前に再確認する等が必要です。

さらに、自分にはそのつもりがなくても、間接的に加害者になってしまうことがあります。他人の写真や名

前や住所、学校などの個人情報を流す、他者が発信する意見（誹謗中傷）を真実を確認せずに拡散してしまう、

あるいは同調する（「いいね」機能等）等も、人権侵害行為に加担していることになりますので、気を付ける必

要があります。

最後に、自分が意図せず行った情報発信が、被害を誘発することがあります。名前や住所等の個人情報だけ

でなく、単なる写真一枚でもそこから様々なことを解析されて公開されたり、友だちが拡散したリ、あるいは、

ＡＩや画像処理で自分の画像を勝手に変えられて拡散されるなどがありますので、自分の情報発信にも細心の

注意をする必要があります。

小学校 中学校 高等学校

社会・体育・道徳・特別活動

総合的な学習の時間 等

社会・保健体育・技術･家庭・道徳

特別活動・総合的な学習の時間 等

公民・保健体育・情報

特別活動・総合的な探究の時間 等

情報モラル教育実践

ハンドブック

【高知県教育委員会】

SNS 上における暴力行為等の

動画の投稿・拡散事案に関す

る情報モラル教育の充実

【文部科学省 mextchannel】

情報モラル教育の充実

動画教材等

（令和元年度以降）

【文部科学省】

情報モラル教育

ポータルサイト

【文部科学省】

上手にネットと

付き合おう！

インターネット

トラブル事例集

【総務省】

インターネット問題の専門家から
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災害と人権

（ア）災害と人権について

平成23年３月11日に発生した東日本大震災では、避難所生活において、特別な支援や配慮を必要とする要配

慮者や女性への対応が十分に行き届かない問題が生じました。避難所によっては、衛生用品の不足や授乳、着

替えのためのスペースの不足、さらには家事労働の押し付けなどが明らかになりました。

こうした状況を受けて、政府は「防災基本計画」を修正し、避難所での女性や子育て家庭への配慮や、復興

における女性の参加を促すようになりました。また、災害時に特別な配慮が必要な高齢者、障害者、乳幼児、

妊産婦などの生活環境を保障するために、災害対策基本法も改正されました。

さらに、東日本大震災に伴う東京電力福島第一原子力発電所事故は、被害を一層深刻化させました。同時に、

原発事故に関連した風評被害により、被災者や子どもたちに対するいじめや差別といった人権侵害が大きな社

会問題となりました。このようないわれのない偏見や差別は、被災者の尊厳を著しく傷つけるものであり、決

して許されるものではありません。

「県民意識調査」では、災害時の人権問題として「プライバシーの侵害」や「要配慮者への配慮不足」が上

位に挙げられています。また、令和４年に高知県が発行した「要配慮者の特性に応じた避難所における要配慮

者支援ガイド」では「要配慮者に必要な配慮は、一般の避難者同士でも必要な配慮となる場合が多く、そうし

た配慮を考慮した避難所運営は、避難者同士の『共助』を促進することにつながります。避難者一人ひとりの

特性を理解し、要配慮者を含む全ての避難者が避難所運営に参画し、お互いに思いやりを持った避難所運営を

目指しましょう」と、他者の人権に配慮することの重要性が述べられています。

高知県では、南海トラフ地震が近い将来発生すると予測されています。このことから、災害時には自らの命

を守ることはもちろん、多様な他者の命や人権も尊重した行動をとることが求められます。そのため、平時か

ら互いの違いを理解し尊重し合う態度を育む教育の推進が必要とされています。

（イ）災害と人権に関する主な法律と取組

1961（昭和36）年 「災害対策基本法」制定 → 現行は2025（令和７）年改正

1963（昭和38）年 「防災基本計画」策定 → 現行は2025（令和７）年７月修正

2008（平成20）年 「高知県南海トラフ地震による災害に強い地域社会づくり条例」施行 → 2016（平成28）年改正

2013（平成25）年 「高知県南海トラフ地震対策行動計画（平成25年度～平成27年度）」作成

→現行は「第６期高知県南海トラフ地震対策行動計画（令和７年度～令和９年度）

2022（令和４）年 「高知県災害時における要配慮者の避難支援ガイドライン」改定

（ウ）災害と人権について学ぶことを通して付けたい資質・能力

資質・能力 具体的な内容例

知識的側面

①災害時の人権問題に関する正しい知識を学ぶ。

・過去の災害事例から、災害時に発生する偏見や差別の実態を知る。

・災害発生時の避難所では、多様な背景がある人々に配慮する必要があることを知る。

価値的・

態度的側面

①自分とは異なる状況や立場にある人々を理解し、共感しようとする態度を養う。

②日頃から地域とのつながりを大切にし、互いに助け合う社会づくりに貢献しようとする

意欲を養う。

技能的側面

①多様な背景がある人々と協調し、よりよい集団生活を築くためのコミュニケーション能

力を養う。

②避難所で生活が困難な人々のニーズを把握し、解決策を多角的に検討する思考力を養う。

震災等の大きな災害の発生時に、不確かな情報に基づいて他人を不当に扱ったり、偏見や差別を助長する

ような情報を発信したりするなどの行動は、人権侵害にあたるだけでなく、避難や復興の妨げにもなりかね

ません。正しい情報と冷静な判断に基づき、思いやりの心を持って行動することが重要です。
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高知大学教授 大槻 知史 氏のお話

（エ）実際の取組例

・過去の災害（例：東日本大震災、熊本地震、能登半島地震など）の事例から、避難所での生活、被災者への

差別や風評被害、要配慮者（高齢者、障害者、外国人、乳幼児を抱える家庭等）が直面した困難について、

資料や映像を用いて学習する。その後、避難所生活のルールづくりを話し合うワークショップを行う。そし

て、グループで「誰もが過ごしやすい避難所」にするためのアイデアを出し合い、具体的なルールとしてま

とめる。 【総合的な学習（探究）の時間】

・読み物教材「語りかける目」を活用し、災害時には様々な背景がある人がいるということを知り、立場や状

況が異なる人々の気持ちを想像することや相互理解の精神を持つことが重要であることなどに留意し、他者

の人権を尊重していくことの重要性を考える。 【特別の教科 道徳】

（オ）教科との関連と参考資料

災害対策というと、「一般的な住民」を想定して考えられがちですが、実際には「一般的な住民」など存在し

ません。私たちを取り巻く人々は、高齢者、外国人、障害者、ＬＧＢＴＱ＋の方々をはじめ、食物アレルギー

やペットアレルギー、様々な持病を持つ方もいます。そして、それぞれの個性、大切にしているもの、苦手な

ことも違います。この多様性の理解こそが、人間の尊厳を守る上で欠かせない土台となります。

災害は、平時には見えにくい「社会のひずみ」をあからさまにします。例えば、障害のある方が避難所生活

において「排除」「隔離」「無視」「我慢の強制」といった不当な扱いの対象になりやすいという問題がありま

す。これは、平時の社会的な構造の問題が、災害という非常時に顕在化した結果に他なりません。男女格差、

いじめや虐待、貧困など、普段から存在する様々なひずみが、災害時にはより弱い立場にある人々へと集中し

ていくのです。

災害時には様々な背景を抱えた多様な人々が、一つの避難所などで生活を共にせざるを得ません。この極限

の状況において、人を救うのは、人しかいません。だからこそ、私たち自身が日頃から多様な人がいることを

強く意識しておく必要があります。

災害は、ある意味で「いつもの私たち」の抜き打ち試験だと言えます。普段から多様な人の「幸せ」や「尊

厳」を守る姿勢がなければ、いざという「災害時」にそれを実現することはできません。災害時の幸せや尊厳

を守る術を真剣に考えることは、そのまま、普段の暮らしの中で多様な人々を尊重し、包摂性を大切にするこ

とへと繋がります。

したがって、私たちは日常の教育活動、特に人権教育において、「いつも」の多様な人権課題を深く学ぶと

ともに、「もしも」の災害時にも多様な人々を尊重した対応ができるよう準備しておく必要があります。「いつ

も」の暮らしから、多様性と包摂性を尊重し、それぞれの特徴や関心を活かして互いに支え合いながら、すべ

ての人の「幸せ」と「尊厳」を守る。この取組こそが、真に人権が尊重された社会を築くことにつながってい

くのです。

小学校 中学校 高等学校

社会・道徳・特別活動

総合的な学習の時間 等

社会・道徳・特別活動

総合的な学習の時間 等

地理歴史・特別活動

総合的な探究の時間 等

みんなで逃げる

みんなで助かる

〈個別避難計画編〉

【高知県子ども・福祉政策部

地域福祉政策課】

みんなで逃げる

みんなで助かる

〈福祉避難所編〉

【高知県子ども・福祉政策部

地域福祉政策課】

「それでも僕は桃を買う」

（第33回全国中学生人権作文コ

ンテスト入賞作品）

【法務省】

「わたしたちの声 ３人の

物語」温かさを分け合って

【法務省 MOJchannel】

防災教育の専門家から
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性的指向・性自認

（ア）性的指向・性自認について

人の恋愛や性愛の対象（性的指向）はさまざまで、異性愛の人、同性愛の人、両性愛の人などがいます。ま

た、生物学的な性（からだの性）と性の自己意識（性自認）が一致しない人もいます。こうした多様な性に対

する無関心や誤った認識が偏見や差別を生み出し、性的少数者が職場や学校などで不適切な扱いを受けること

で、生きづらさを感じていることがあります。

「県民意識調査」では、性的指向や性自認に関する人権上の問題点として「差別的な言動」が約半数を占め

「本人の許可なく性的指向などを他人に漏らすこと」「職場や学校での嫌がらせやいじめ」「就職や就学で不利

な扱い」なども問題として挙げられています。

国の動きとしては、令和５年に「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の

増進に関する法律」が施行されました。さらに、県内の自治体でも同性カップルを婚姻のパートナーとして認

めるなど、性的マイノリティの権利保障が広まっています。

学校においても、性的マイノリティ（ＬＧＢＴＱ＋など）の児童生徒への対応やいじめ防止が進められてい

ます。令和４年に改訂された「生徒指導提要」では、以下のことが明記されました。

・悩みや不安を抱える児童生徒のよき理解者となるよう努めること

・教職員自身が理解を深めるとともに、心ない言動を慎むことはもちろん、人権感覚を身に付けること

・当該児童生徒の支援は、相談を受けた者だけで抱え込むことなく、組織的に取り組むことが重要であること

・当事者である児童生徒や保護者の意向などを踏まえ、個別の事情に応じて進める必要があること

性的マイノリティの児童生徒が安心して学校生活を送るためには、子どもたち自身が多様な性について理解

し、互いを尊重する心を育てることが大切です。また、教職員も性の多様性について理解を深め、子どもたち

の気持ちに配慮した関わり方や対応を学んでいく必要があります。

（イ）性的指向・性自認に関する人権についての主な法律と取組

2004（平成16）年 「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律」施行

2015（平成27）年 「性同一性障害に係る児童生徒に対するきめ細かな対応の実施等について」（文部科学省通知）

2017（平成29）年 「いじめ防止等のための基本的な方針」改定

→ 性同一性障害や性的指向・性自認に係る児童生徒に対するいじめの防止

2022（令和４）年 「生徒指導提要」の改訂→ 「性的マイノリティ」に関する課題と対応について追記

2023（令和５）年 「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律」施行

2024（令和６）年 「高知県におけるパートナーシップ制度の導入に関する指針」策定

2025（令和７）年 「人権教育・啓発に関する基本計画（第二次）」（令和７年６月６日閣議決定）

→ 「性的マイノリティの人々」を人権課題に新規に追加

（ウ）性的指向・性自認について学ぶことを通して付けたい資質・能力

資質・能力 具体的な内容例

知識的側面
①性的少数者の人権問題に関する正しい知識を学ぶ。

・それぞれの発達段階に応じて、多様な性の在り方等について知る。

価値的・

態度的側面

①人間の性の在り方は多様であり、一人一人の違いが自然なことであると肯定的に受け止めよ

うとする態度を養う。

技能的側面

①性の多様性に関する様々な意見や考え方を受容したうえで、自分の意見を論理的に整理して

述べたり、相手の意見を傾聴したりして、公平でバランスのとれた対話を構築する技能を養

う。

性的マイノリティに関する大きな課題は、当事者が社会の中で誤った認識による偏見や不当な差別を受

けていることです。性的指向や性自認にかかわらず、誰もが自分らしく生きられる社会の実現を目指して

いくことが求められています。
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ＮＰＯ団体レインボー高知代表 宮田 真 氏のお話

（エ）実際の取組例

・多様な性の在り方について、法務省啓発ビデオ「あなたがあなたらしく生きるために」を視聴し、正しい

知識と理解を深める。その後に、だれもが居心地よく生きられる社会の実現に向けて自分にできることを

考え話し合う。また、話し合った内容を基にポスターを作成し、多様な性を尊重するメッセージや、差別

をなくすための具体的な行動をイラストや文章で表現し、校内に掲示する。 【特別活動】

・多様な性の在り方について、正しい知識を確認したうえで、第39回全国人権作文コンテスト全国人権擁護

委員連合会会長賞「『ふつう』の多数決 」を題材に「ふつう」という言葉について考える。考えたことを

学級で共有し、学校で、みんなが自分らしく過ごせるためにできることを考える。 【特別活動】

（オ）教科との関連と参考資料

学校現場では、ＬＧＢＴＱ＋について学ぶ機会が増え、カミングアウトする児童生徒も増えていると思う。

しかし、ＬＧＢＴＱ＋への理解がまだ十分ではない生徒からのからかいや偏見がいじめにつながるケースもあ

る。こういったケースでは、からかいやいじめの対象となった子どもの保護者の目には、先生の対応が経験不

足や理解不足から「戸惑っている」「困っている」と映ることもある。だからこそ、教員研修の充実が重要であ

る。

研修には、いじめやカミングアウトの場面を想定したロールプレイを取り入れることが有効である。また、

教員の中にも、不安や疑問を抱えたまま対応している人がいると思うので、研修の継続も必要である。研修の

フォローアップや教員同士で悩みを共有できるピアサポートなどを立ち上げることができないだろうか。また、

性の多様性に関する知識は常に更新されているので、定期的に研修を受け直して知識をアップデートできるよ

うな仕組みを工夫してもらいたい。

児童生徒が安心して自分らしく過ごせる学校環境になることを願って、当事者の声を紹介したい。

〇ピンク色、かわいいキャラクターが好きなんですが、そういうのは女子が好きな物ってイメージがあって言

いたいけど言いにくい。学校でもっと「自分らしさ」「性の多様性について」「ジェンダーフリー」を伝えて

ほしい。

〇女の子だから、男の子だからって言葉をつけて話されるたびに、この先生には相談できないし、したくない

って思った。

〇本当に行きたい高校があった。そこの制服は学ラン。もう学ランを着て学校生活を送りたくない！違う学校

に行くことにした。今思えば、行きたい高校に行けていたら違う未来があったのかなと思ったりもするけ

ど･･･。（中略）制服に選択肢があれば、行きたかった学校で勉強したかった。

小学校 中学校 高等学校

体育・道徳・特別活動

総合的な学習の時間 等

保健体育・道徳・特別活動

総合的な学習の時間 等

保健体育・特別活動

総合的な探究の時間 等

高知県内で活動している団体の代表の方から

人権ライブラリー

「人権を学ぼう」コーナ

ー（性的マイノリティ）

【（公財）人権教育啓発

推進センター】

人権啓発コンテンツ
（個別の人権課題全般）

【法務省】

学校で配慮と支援が必要な

LGBTs の子どもたち：校内研修

シリーズ No.87

【NITS 独立行政法人

教職員支援機構】
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その他の人権課題

●アイヌの人々

アイヌの人々は、固有の言語や伝統的な儀式・祭事、多くの口承文学（ユーカラ）等、独自の豊かな文化を

持っていますが、近世以降のいわゆる同化政策等により、今日では、その文化の十分な保存・伝承が図られて

いるとは言い難い状況にあります。特に、アイヌ語を理解し、アイヌの伝統などを担う人々の高齢化が進み、

これらを次の世代に継承していくうえでの重要な基盤が失われつつあります。

平成９年に「アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律」（アイヌ文

化振興法）が施行され、平成31年４月には、アイヌの人々に対する差別の禁止に関する基本理念が定められ

ている「アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律」が成立し、令和元

年５月に施行されました。

いまだにアイヌの人々に対する正しい理解が十分でないことから、様々な偏見や差別が残っているため、ア

イヌの人々の歴史や文化を正しく理解し、認識を深め、偏見や差別の解消を目指して、啓発等が行われていま

す。

●刑を終えて出所した人

刑を終えて出所した人やその家族に対する偏見や差別は根強く、就職に際しての差別や住居の確保の困難等、

社会復帰を目指す人たちにとって、現実は極めて厳しい状況にあります。

刑を終えて出所した人たちが、地域社会の一員として円滑な社会生活を営むためには、本人の強い更生意欲

と併せて、家族、職場、地域社会の理解と協力が必要です。こうした人たちに対する偏見や差別をなくすため、

毎年７月に「社会を明るくする運動」が実施されるなど、様々な取組が行われています。

県では、県の実情を考慮し、基本的な方向性や県の施策等を定めた「高知県再犯防止推進計画」を策定し、

刑を終えて出所した人が社会において孤立することなく、再び社会を構成する一員となることができるよう、

再犯防止等に関する取組が推進されています。

●北朝鮮当局による拉致問題等

北朝鮮当局による日本人拉致は、重大な人権侵害です。

平成18年に「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律」（北朝鮮人権法）が施

行されました。この法律は、国や地方公共団体が拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題に対する国民

世論の啓発を図るよう努めるものとしており、毎年12月 10日から16日までを「北朝鮮人権侵害問題啓発

週間」と定めています。

拉致問題の解決をはじめとする北朝鮮当局による人権侵害問題への対処が、国際社会を挙げて取り組むべき

課題とされる中、この問題についての関心と認識を深めていく取組や啓発が行われています。

●ホームレス

自立の意思がありながら、様々な事情から、路上での生活を余儀なくされる人々が多数存在しています。ホ

ームレスの人々は偏見や差別の対象になることがあり、嫌がらせや暴行事件等も発生しています。

地域社会においてこの問題についての理解を深めるとともに、ホームレスの人々の自立支援等に努めること

が求められており、そのための取組や啓発が行われています。
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●人身取引

性的搾取や強制労働等を目的とした人身取引（トラフィッキング）は重大な犯罪であり、基本的人権を侵害

する深刻な問題です。特に女性や子どもなどが被害者となる場合が多く、日本でも、外国人（特に女性）が強

制的に連れてこられ、劣悪な環境・条件で労働を強いられている事例が報告されており、日本は人身取引の受

入国の一つとして、国際社会から批判を受けています。

国は、人身取引対策に係る情勢に適切に対処し、政府が一体となった総合的かつ包括的な人身取引対策をさ

らに推進するため、関係省庁が協力してこの問題に取り組んでいます。

●職場におけるハラスメント

パワー・ハラスメントやセクシュアル・ハラスメントなどの職場におけるハラスメントは、働く人の個人と

しての尊厳や人格を不当に傷つける社会的に許されない行為であるとともに、働く人が能力を十分に発揮する

ことへの妨げになるものです。ハラスメントは、身近な職場の問題であり、時として、企業の価値に大きく関

わってきます。

労働施策総合推進法（パワハラ防止法）の改正により、職場におけるパワー・ハラスメントの防止対策が事

業主に義務づけられました。あわせて、労働者が事業主にハラスメントに関する相談をしたこと等を理由とす

る不利益の取扱いの禁止など、職場におけるハラスメント防止対策が強化されました。

また、厚生労働省では、顧客等からの著しい迷惑行為（カスタマー・ハラスメント）について、労働施策総

合推進法に基づくパワー・ハラスメント防止のための指針において事業主が雇用管理上の配慮として行うこと

が望ましい取組を定め「カスタマー・ハラスメント対策企業マニュアル」やポスター等を活用した周知・啓発

を実施しています。

法律で規定されている職場におけるハラスメントは、他にも、男女雇用機会均等法でセクシュアル・ハラス

メントや妊娠・出産に関するハラスメント、育児・介護休業法で育児休業・介護休業・子の養育・家族の介護

に関するハラスメントがあります。

職場での様々なハラスメントについては、労働者の人権を守るため、行政機関や企業等において、ハラスメ

ント問題の認識を深める啓発・研修や、相談窓口の設置などの取組が行われています。
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人権意識等を育み、人権課題の解決に向けた実践力へとつなげていくためには、人権に関わる事柄を知識として

とらえる（知的理解）だけでなく、その内容を直感的に感受し共感的に受け止め、それを内面化できるような感性

や感覚（人権感覚）を育成するとともに、自分と他者との人権擁護を実践しようとする意識、意欲や態度を育む必

要があります。

そのために育てたい資質・能力は、知識的側面（知識）、価値的・態度的側面（態度）、技能的側面（技能）の３

つの側面としてとらえることができます。（Ｐ２～３参照）

子どもたちには、人権に関わる資質・能力をトータルに身に付けさせる必要があり、学校全体における系統的な

指導内容として、これらの側面の育成を総合的に指導計画に位置付けることが望ましいと言えます。

また同時に、育成すべき資質・能力の特定の側面に焦点を当て、個別的、具体的な指導内容を構成してこれを実

施していくことも必要かつ有効な方法となります。

人権に関する知識理解を深めるためには、知識的側面の資質・能力の育成を図ります。

＜知識的側面＞

自由、責任、正義、個人の尊厳、権利、義務等の諸概念についての知識、人権の歴史や現状についての知識、

国内法や国際法等に関する知識、自他の人権を擁護し人権侵害を予防したり解決したりするために必要な実践

的知識等が含まれます。

その指導にあたっては、自他の人権を尊

重したり人権問題を解決したりするうえ

で具体的に役立つよう、人権や人権擁護に

関する基本的な内容や意義について確実

に学び、知識を身に付けることが大切で

す。

これらの育成には各教科等をはじめ、全

ての教育活動の場で、積極的に取り組むこ

とが求められます。その場合「人権に関す

る知識が、子どもたちの生活の変容に資す

る生きた知識として内面化され、主体化さ

れること」「指導が単なる知識伝達にとど

まらず、その知識内容を自らのものとして

肯定的に受け止め、共感できるために、主

体的な学習方法を活用する努力」が求めら

れています。

（２）育てたい資質・能力を明確にした指導内容の構成

①知的理解と人権感覚

②人権に関する知的理解に関わる指導について

【各教科等を通して身に付けさせたい知識等（例）】

〔中学校学習指導要領〕参考

○社会（歴史）

人権課題「女性」、「同和問題」、「災害と人権」、「アイヌの

人々」に関わる知識 等

○社会（公民）

人権課題に関する知識、権利と義務、個人の責任、人間の尊

厳と平等、法と規範、社会参加と奉仕、自己実現と幸福 等

○保健体育

人権課題「感染症患者等（エイズ・ＨＩＶ、ハンセン病、新

型コロナウィルス感染症等）」「性的指向・性自認」に関わる

知識 等

○技術・家庭

人権課題「高齢者」、「インターネットによる人権侵害」に関

わる知識 等
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人権感覚を育成するには、価値的・態度的側面と技能的側面に属する価値や態度、諸技能を合わせて身に付け

ていくことが大切です。

＜価値的・態度的側面＞

人間の尊厳の尊重、自他の人権の尊重、多様性に対する肯定的評価、責任感、正義や自由の実現のために活動

しようとする意欲等が含まれます。人権に関する知識や人権擁護に必要な諸技能を人権実現のための実践行動

に結び付けるためには、このような価値や態度の育成が不可欠です。

＜技能的側面＞

コミュニケーション技能、合理的・分析的に思考する技能や偏見や差別を見極める技能、その他相違を認め

て受容できるための諸技能、協力的・建設的に問題解決に取り組む技能、責任を負う技能等が含まれます。

これらの育成には、人権教育を通じて育てたい資質・能力の全体構造を意識しつつ、その諸要素の中からい

くつかを取り上げ、様々な場面や機会を活かして促進を図る取組が必要となります。その際、特に「共感的に理

解する力」「コミュニケーション能力」「自他の人間関係を調整する能力」等について取り上げ、それぞれの育成

に取り組むことが重要です。

③人権感覚の育成に関わって

【各教科等を通して身に付けさせたい

心情や態度等（例）】
〔中学校学習指導要領〕参考

○理科

生命を尊重する態度

○音楽

豊かな情操

○美術

豊かな情操

○技術・家庭

生活をよりよくしようとする実践的な態度

○保健体育

協力、公正等の態度

○特別の教科 道徳

自由・責任、思いやり・親切、信頼・友情、尊敬、

感謝、生命尊重、公正・公平、家族愛、協力、国際

理解

○総合的な学習（探究）の時間

主体的、創造的、協働的に取り組む態度

○特別活動

よりよい生活や人間関係を築こうとする自主的・

実践的な態度

【各教科等を通して身に付けさせたい

技能等（例）】
〔中学校学習指導要領〕参考

○国語

話す・聞く・話し合う能力、思考力や想像力

○数学

筋道を立てて考える能力

○理科

問題解決の能力、科学的な見方や考え方

○外国語

コミュニケーション能力の基礎

○総合的な学習（探究）の時間

よりよく問題を解決する能力

○特別活動

自己を生かす能力、生活上の諸問題の解決、コミュ

ニケーション能力
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特定の側面に焦点を当てた個別的な内容の指導と合わせて、様々な指導内容を組み合わせた総合的な指導のプ

ログラムを構成して指導することも大切です。

④総合的な指導について

【総合的な指導のためのプログラム（例）】

次の一連の学習により、児童生徒は自己の価値に関する認識から出発して、様々な人権課題の認識、

社会的背景の考察、人権諸課題共通の概念習得を経て、人権実現のための具体的行動力の獲得に到達す

るまで、自然な流れの中で、諸要素を総合的に身に付けることが期待されます。

①～⑥のどの要素が重視されるのかは、子どもの発達段階や学習経験等の実態や学習内容によっても

異なります。

＜発達段階を考慮した重点の置き方の例＞

小学校低学年では①②を重視し、学年が進むにつれて③④に重点が移り、小学校高学年や中学校、高

等学校ではこれらに加えて⑤⑥も重要な位置を占めるようになります。

＜同一学年内での学習時期を考慮した重点の置き方の例＞

年度当初は①②が重視され、その成果を土台に日常的な学習が継続され、③④は子どもたちの状況に

応じて組み込まれ、⑤⑥等の具体的行動力の学習へと進みます。

以上のように順次性を大切にしながら学習を展開していくことが求められますが、場合によっては改

めて①②の側面を強調する等、状況に応じた学習が必要となります。

〔第三次とりまとめ〕参考

①自分が生きている価値の実感（自分に対する肯定的態度）

②お互いの間にある違いの自覚と尊重

③人権侵害の歴史的・社会的背景と当事者の生き方の学習

④様々な人権課題の解決に共通して必要な概念や枠組みに関する学習

（自尊感情・自己開示・偏見・悪循環・平等観・特権等）

⑤具体的な場面での行動力の育成

⑥人権が尊重される社会づくりにつながるような行動力の育成
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人権に関する知的理解を深める指導についても、人権感覚を育成する基礎となる価値的・態度的側面や技能的

側面の資質・能力についても、知識を一方的に教え込んだり、言葉で説明して教えるというような指導方法では

到底育むことができません。

このような資質や能力を育成するためには、子どもたち自身が「感じ・考え・行動する」こと、つまり、自分自

身の心と頭と体を使って、主体的・実践的に学習に取り組むことが不可欠です。

子どもたちの「協力」「参加」「体験」「追求」を中核においた学習形態は、人権教育の指導方法の基本原理であ

ると言うことができます。

◆「体験的な学習」に関する学習サイクル

指導方法の工夫として「子どもたちの主体性を尊重すること」「体験を取り入れること」「発達段階を踏まえ

ること」が大切です。「体験すること」はそれ自体が目的なのではなく、いくつかの段階からなる学習サイクル

の中に位置付くものです。個々の学習者における自己体験等から、他の学習者との協同作業としての「話し合

い」「反省」「現実生活と関連させた思考」の段階を経て、それぞれの「自己の行動や態度への適用」へと進んで

いくべきものです。こうした基本的視点を踏まえた活用が必要です。

そのうえで、指導方法の工夫として「子どもたちの主体性を尊重すること」「体験を取り入れること」「発達段

階を踏まえること」が大切です。

○協力的な学習・・・・児童生徒が自分自身と学習集団の全員にとって有益となるような結果

を求めて、協力しつつ共同で進める学習

○参加的な学習・・・・課題の発見や学習内容の選択等も含む領域に、児童生徒が主体的に参

加する学習

○体験的学習・・・・・具体的な活動や体験を通して、問題を発見したり、その解決法を探究

したりするなど、生活上必要な習慣や技能を身に付ける学習

（３）指導方法の在り方

①人権教育における指導方法の基本原則
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◆主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善

「協力的な学習」「参加的な学習」「体験的な学習」は、学習指導要領で求められている「主体的・対話的で深い

学び」の実現に向けた授業改善にもつながるものです。人権に関する知的理解や人権感覚を養い、自分の人権を

守り、他者の人権を守ろうとする意識・意欲・態度を育て、その結果、自分の人権を守り、他者の人権を守るため

の実践行動力がとれるようになります。

人権教育の学習教材を選定・開発するにあたっては、まず何よりもその学習の目的が明確化されなければなり

ません。

教職員は、その学習の目的に応じて「身近な事柄を取り上げる」「子どもたちの興味・関心を活かす」など、

内容面での創意工夫を行い、多様な学習教材の選定・開発をする必要があります。また、作成した教材を子ども

たちに与えるだけでなく、地域の人々の生き方・考え方や地域の歴史・伝統を学ぶ際の聞き取りや調べ学習と

いった活動の中から、子どもたち自身が自らの教材を作り上げていくという学習過程も大切にしたいものです。

効果的な学習教材の選定・開発だけでなく、指導者の役割を問い直すことも重要です。子どもたちの主体性

を引き出し、活発な学びの場を生み出すために、教師にはファシリテーター（学習促進者）としての役割が期待

されます。知識の一方的な伝達にとどまらない、創造的・生産的な活動を保障する推進役としての働きかけが

望まれます。

教育活動は、常に効果的であったかどうかということを振り返り、改善していくことが大切です。そのため

にも、人権教育の目標や育てたい資質・能力を明確にした人権教育の推進が望まれます。

「学んだ証は変わること」という言葉が示すように、人権教育では学ぶ主体である子どもが、学習することに

よって、その態度や行動がどのように変容したかに重きがおかれます。

そして、その変容は様々な生活経験と相まって見られることも多く、学習場面だけでなく、日頃の対話、日記

や作文等の記録等から多面的、継続的に子どもの様子をつかんでいくことが大切です。

【効果的な教材（例）】

■ 外部講師の講話やふれあいの教材化 ■ 命の大切さに関する教材

■ 地域の教材化 ■ 小説、詩、歌等の作品の教材化

■ 保護者や地域関係者とともにつくる教材 ■ 歴史的事象の教材化

■ 子どもの感性に訴える視聴覚教材

■ 同世代の子どもの人権作文

デジタル学習基盤を活用した学習活動（例）

■ 児童生徒がクラウド環境を生かした他者参照を行い、自分では気づかなかった視点を追加し、学

びを深める。

■ 遠方にいる外部講師や関係施設とオンラインでつないで講話を聞く。

■ 海外の学校とオンラインで交流を行う。

②効果的な学習教材の選定・開発

③人権教育の振り返り
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学校教育における各教科等やその分野・領域には、それぞれ独自の目標やねらいがあります。各教科等の

指導にあたって、その目標やねらいを達成させることが、第一義的に求められることは言うまでもありませ

ん。

また、学習指導要領の前文では、個人の価値の尊

重、正義と責任、男女の平等、自他の敬愛と協力、

生命の尊重といった人権教育とも関係の深い言葉

が列記されています。それに続き「これからの学校

には、こうした教育の目的及び目標の達成を目指し

つつ、一人一人の児童（生徒）が、自分のよさや可

能性を認識するとともに、あらゆる他者を価値のあ

る存在として尊重し、多様な人々と協働しながら

様々な社会的変化を乗り越え、豊かな人生を切り拓

き、持続可能な社会の創り手となることができるよ

うにすることが求められる」と記載されています。これは、人権尊重の精神の涵養を目的とし、自分の人権

を守り、他者の人権を守るための実践行動を取ることにつながる意識・意欲・態度を育成しようとする人権

教育の理念とも共通しています。

学習指導要領の内容を踏まえ、教育課程の中で、人権教育を適切に位置付け、普段の授業の中でも人権を

意識し、人権教育を進めていくことが必要です。

各教科等と関連させて人権教育を行うということは、その教科の目標を達成するとともに、人権教育の目

標も達成されるように授業の中でも意識的に進めていく必要があります。

例えば、国語科本来の目標である「人（高等学校：他者）との関わりの中で伝え合う力を高め、思考力や

想像力を養う（高等学校：伸ばす）」ことを達成する過程において、人権教育の技能的側面である「コミュ

ニケーション能力、違いを認めて受容する能力、協力的・建設的に問題解決に取り組む能力」と関連付けて

指導し、人権感覚の育成を図ることが考えられます。

また、社会（高等学校：地理歴史、公民）科においては「グローバル化する国際社会に主体的に生きる平

和で民主的な国家及び社会の（高等学校：有為な）形成者に必要な公民としての資質・能力（小中学校：の

基礎）を育成することを目指す」中で「自由、責任、正義、個人の尊厳、権利、義務等の諸概念についての

知識や人権の歴史や現状についての知識等」を関連付けて指導し、人権に関する知的理解の深化を図ること

が考えられます。

その際に大切なことは、目標や内容にどのような関連があるのかを「学年別年間指導計画」等に基づいて

把握し整理しておくことと、その単元や題材全体に関わって、人権教育のどのような資質・能力を育てるの

かを明確に設定し指導することです。

学習指導案作成の際には「人権教育の視点」として、育てたい資質・能力等を記入するとともに「人権教

育の視点に関わる具体的な指導の手立て」を留意点として記入することが大切です（第３章の各実践・指導

事例を参照）。

それらの目標を達成し、十分な効果を上げるためには「人権教育で大切にしたい４つの視点」の一つであ

る「人権が大切にされた環境で学ぶ」ことができるようにしなければなりません。

したがって、実際の指導にあたっては「人権が尊重された授業づくり」を意識し、自分の良さや可能性を

（４）各教科等と関連した人権教育の在り方

①各教科等と関連した人権教育の授業
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発揮することができる学習活動となるように努め、一人一人の大切さが認められるような環境をつくるこ

とが求められます。全ての子どもに十分な学習機会を提供することや、学力進路保障を充実していくことは、

教育を受けることそのものが人権であるという人権教育の重要な視点です。

このような授業づくりの視点は、各教科等における授業の基本となる展開を示した「高知県授業づくり

Basic ガイドブック」（高知県教育委員会・高知県教育センター）や、様々な実態がある子どもがいる中で、

すべての子どもに有効な支援を示した「すべての子どもが『分かる』『できる』授業づくりガイドブック（改

訂版）」（高知県教育委員会）の視点と重なるものであり、関連する部分が非常に多くあります。

学校全体で人権尊重の雰囲気をつくるうえでは、日々の授業における活動の一つ一つが重要な要素となります。

授業では、教職員は子どもの感情や考えをあせらず、あわてず、最後まで聴く姿勢をもつとともに、子どもの言葉

や行動の是非を性急に判断するのではなく、その背後にある心情や意味を理解するよう心がける必要があります。

教職員は指導者として、学習内容や指導方法等について十分な教材研究や準備が必要であることはいうまでもあ

りませんが、授業中は子どもの発言や活動の様子を観察し、学習過程でのつまずきに伴う不安を受容して解決の見

通しを示すなど、常に受容的・共感的な姿勢・態度で接することが求められます。さらに子どもが有用感・成就感

を実感できるよう、互いのよさや可能性を認め合う活動を意図的に仕組んでいくことも大切です。

次のページで示すのは、人権教育の視点に立った授業づくりを進めていく際の、３つの視点の例です。こ

の視点は P24 で示した「生徒指導の実践上の留意する視点（４視点）」と関連しています。

小中学校編 高知県授業づくり

Basic ガイドブック

若年教員のための基礎・基本

令和4年 3月

（高知県教育センター）

高知県授業づくり

Basic ガイドブック

高校授業編 平成30年3月

（高知県教育委員会）

すべての子どもが「分かる」「で

きる」授業づくりガイドブック

（改訂版）
～ユニバーサルデザインに基づく、発

達障害の子どもだけでなく、すべての

子どもにあると有効な支援～

令和３年3月

（高知県教育委員会）

②人権が尊重される授業づくり
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人権が尊重される授業づくりの視点例

〔第三次とりまとめ〕参考

視点 ねらい ポイント・留意点

自
己
存
在
感
を
も
た
せ
る
支
援
を
工
夫
す
る

「授業に参加してい
る」という実感をもた
せる。

○学習内容や活動に応じた座席の工夫や発問・応答パターンの工夫を行う。

○児童生徒の既習事項や生活体験、興味・関心等を把握し、様々な視点から解決できるよ

うな課題設定の工夫を行う。

○児童生徒の学習意欲や習熟の度合いを把握し、課題（教材）を複数準備したり、ヒント

カードを与えたりする。

○結果にこだわらず、思考過程や学習過程を認める。

「自分が必要とされて
いる」という実感をも
たせる。

○意図的な指名等、一人一人が活躍する場や課題を工夫する。

○自由な発想等が認められたり、自己選択できたりする場を工夫する。

○互いの発言を最後まで聴く習慣や誤答を大切にする習慣を身に付けさせる。

○協力して活動できる場を工夫し、互いの考えや方法のよさに気付かせる。

教師自身が一人一人を
大切にする姿勢を示
す。

○一人一人の名前を呼び、目を見て話す。話をよく聴く。

○発言しない児童生徒に対して配慮と適切な支援を行う。

○承認・賞賛・励ましの言葉をかけ、個に応じた改善課題や改善方法を示す。

共
感
的
人
間
関
係
を
育
成
す
る

支
援
を
工
夫
す
る

「自分が受け入れられ
ている」と実感できる
雰囲気をつくる。

○「誰にでも失敗はある」「誰もがよさや弱さをもっている」という認識に立って、互いを

尊重し合う人間関係づくりを行う。

○一人一人が自由に発言できる雰囲気づくりを行う。

○教師の意図と異なる考えを抑圧したり切り捨てたりしない。

「ともに学び合う仲間
だ」と実感できる雰囲
気をつくる。

○他者の発言や作品のよさに気付き、学ぼうとする態度を育てる。

○自分の考えと異なる意見や感情を拒絶せず、それを理解する技能を育てる。

○他者の気持ちや立場を考えて自分の言動を選択・構成する態度を育てる。

○互いの役割や責任を認め合う態度を育てる。

自
己
選
択
・
決
定
の
場
を
工
夫
し
て
設
定
す
る

学習課題や計画を選択
する機会を提供する。

○発達段階に応じて、複数の学習課題の中から自分にあった課題を選択する機会を設定す

る。

○発達段階に応じて、学習の見通しをもって計画を立てるための支援を行う。

学習内容、学習教材を
選択する機会を提供す
る。

○児童生徒の実態を踏まえて多様な教材・教具を準備し、選択の幅を与える。

○自分の習熟の度合いや興味・関心に基づいて、教材・教具を選択できる場を設定する。

学習方法を選択する機
会を提供する。

○児童生徒の実態を踏まえて児童生徒の実態や学習内容に応じた学習方法を提示し、選択

の幅を与える。

○課題解決のための情報や資料を準備し、その活用方法について適宜助言する。

○ワークシートやノート整理の方法、学習内容のファイルの仕方を助言する。

表現方法を選択する機
会を提供する。

○児童生徒の実態を踏まえて多様な表現方法を提示し、選択の幅を与える。

○考えをまとめるための多様な学習ノートを準備する。

○相手や内容に応じた表現ができるよう、多様な表現スキルを提示する。

学習形態や場を選択す
る機会を提供する。

○児童生徒の実態や学習内容に応じた多様な学習形態や活動の場を提示し、選択の幅を与

える。

○自分の課題や方法に基づいて活動内容や場所を選択する機会を設定する。

振り返りの方法を選択
し、互いの学びを交流す
る機会を提供する。

○児童生徒の実態や学習内容に応じた学習成果のまとめ方を多様に提示し、選択の幅を与

える。

○自他の学習課題や解決方法、学習の仕方やまとめ方等を振り返って交流する時間を設定

し、他者の成果に学ぶとともに、今後の学習課題や方法について選択・決定できる場を工

夫する。
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総合的な学習（探究）の時間の目標は「探究的な見方・考え方を働かせ、横断的・総合的な学習を行うことを通

して、よりよく課題を解決し、自己の生き方（高等学校：在り方生き方）を考えていくための資質・能力を（中略）

育成することを目指す」と示されています。

このような総合的な学習（探究）の時間の目標に基づき、人権に関する内容や人権課題に関わる内容も総合的

な学習（探究）の時間に取り扱うことができますが、活動の展開については総合的な学習（探究）の時間の趣旨に

沿ったものでなければなりません。

人権に関する内容等を取り扱う際には、各学校が設定した人権教育目標と関連のある内容を位置付け、子ども

の実態、地域の特性を考慮したうえで、総合的な学習（探究）の時間の目標に即し、学校として育てたい資質・能

力を明らかにして学習計画を立案することが大切です。

また、人権に関する知識や技能を学ぶという学習にとどまることなく、個々のもつ課題について探究していく

など、子どもたちが主体的に取り組む態度の育成を目指したり、自己の生き方を考えたりすることができるよう

にしていく必要があります。

（ア）育てようとする資質や能力及び態度

総合的な学習（探究）の時間を適切に実施することを通して、人権教育として身に付けさせたい力や技能を

育成することができます。

（イ）総合的な学習（探究）の時間における人権学習の配慮事項

●探究的な学習

探究的な学習とは、下の図のような問題解決的な活動が発展的に繰り返されていく一連の学習活動です。

【探究的な学習における児童生徒の学習の姿】

③総合的な学習（探究）の時間における人権学習

①【課題の設定】

体験活動等を通して、課題を設定し課題意識をもつ。

②【情報の収集】

必要な情報を取り出したり収集したりする。

③【整理・分析】

収集した情報を、整理したり分析したりして思考する。

④【まとめ・表現】

気付きや発見、自分の考え等をまとめ、判断し、表現す

る。

■ 日常生活や社会に目を向け、児童生徒が自ら課題を設定する
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こうした探究の過程の中で、人権問題を考えることで、子どもは繰り返し人やもの、事象と出会い、調べ、考え

を深めていきます。

●協働的な学習

総合的な学習（探究）の時間の目標は「主体的・協働的に取り組むとともに、互いのよさを生かしながら、積極

的に社会に参画（高等学校：新たな価値を創造し、よりよい社会を実現）しようとする態度を養う」と示されてい

ます。学習課題の解決においては、主体的に取り組むこと、協働的に取り組むことを重要視し、このことがよりよ

い課題の解決につながると考えられています。これは、高知県人権教育推進プランにおける「子ども一人一人が

互いの良さや違いに気づき、認め合える学びの在り方を構築していくことや、多様な他者が共生できる社会づく

りにつながる教育活動の在り方を創造していく多様性・包摂性を尊重する教育の推進」と重なります。

総合的な学習（探究）の時間で育成することを目指す資質・能力は、自ら問いを見いだし、課題を立て、よりよ

い解決に向けて主体的に取り組むことを通して獲得されていきます。一方で、複雑な現代社会においては、いか

なる問題についても、一人だけの力で何かを成し遂げることが困難な状況が見られることから、他者との協働が

不可欠です。

総合的な学習（探究）の時間に、他者と協働的に課題に取り組むことにより、学習活動が発展したり、課題への

意識が高まったり、自分と異なる見方、考え方があることに気づくことで解決への糸口もつかみやすくなったり

します。また、地域の人々や専門家など校外の大人との交流は、子どもの社会参画意識の醸成にもつながります。

●意図した学習（人権課題との出会い等）を効果的に生み出す単元の構成

●人権課題と出会わせる方法（例）

① 多様な情報を活用して協働的に学ぶ ② 異なる視点から考え協働的に学ぶ

③ 力を合わせたり交流したりして協働的に学ぶ ④ 主体的かつ協働的に学ぶ

子どもの疑問や関心を源とする子ども主体の学習活動の中で、どのようにすれば教師が意図する学習

を効果的に生み出すことができるか？

①関心や疑問から、子どもたちはどのような活動を求め、展開していくだろうかと考える。

②活動の展開で出会う様々な問題場面と、その解決を目指して子どもが行う問題解決や探究活動の様

相、さらにそれぞれの学習活動を通して子どもが学ぶであろう事項について、考えられる可能性をで

きるだけ多角的、網羅的に予測する。

③学校で定めた内容、育てたい資質や能力及び態度との照らし合わせを行う。

「介護サービス」の教材としての広が

りを想定した右の図のように、特定の

素材から広がる活動や対象を、できる

だけ幅広く拡散的に探索することによ

って人権課題に気付くことができま

す。
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●学習展開の仕方

総合的な学習（探究）の時間では、児童生徒が実社会や実生活に向き合う中で，自ら課題意識をもち、その

意識が連続発展することが欠かせません。しかし、子どもが自ら課題をもつためには、教師はただ待つのでは

なく、意図的な働きかけを行い、学習対象との関わり方や出会わせ方等を工夫することが大切です。

●言語活動の充実

「探究的な学習」や「協働的な学習」の過程の中で、子どもが人権に関する内容や人権課題に関わる内容と

出会うことだけが学習の目的ではありません。

言語活動の充実を図り、体験したことや収集した情報を分析したり、まとめたり、表現したりする活動を通

して、現実の生活や自己の生き方を重ね合わせて考えられるようにすることが大切です。

（ア）道徳教育との関連

道徳教育と人権教育とは、人間の生き方や生活の根本に関わるものであり、知的理解と実践的行為に基づく

人間性の育成をはじめ、様々な共通点があります。道徳教育も人権教育も、本来、学校教育全体で組織的・計画

的に取り組んでいかなければなりません。

「学習指導要領」の総則においても、小中学校においては「学校における道徳教育は、特別の教科である道徳

（道徳科）の時間を要として学校の教育活動全体を通じて行うもの」であり「自己の生き方を考え、主体的な判

断の下に行動し、自立した人間として他者と共によりよく生きるための基盤となる道徳性を養うことを目標と

する」と明記されています。

また、高等学校においては、道徳教育を進めるにあたっては「人間尊重の精神と生命に対する畏敬の念を家

庭、学校、その他社会における具体的な生活の中に生かし、豊かな心をもち、伝統と文化を尊重し、それらを育

んできた我が国と郷土を愛し、個性豊かな文化の創造を図ると共に、平和で民主的な国家及び社会の形成者と

して、公共の精神を尊び、社会及び国家の発展に努め、他国を尊重し、国際社会の平和と発展や環境の保全に貢

献し未来を切り拓く主体性のある日本人の育成に資することとなるよう特に留意すること」と明記されていま
ひら

す。

人権教育でも「学校における人権教育の取組の視点」として「人権感覚を身に付けるためには、学級をはじめ

学校生活全体の中で自らの大切さや他の人の大切さが認められていることを児童生徒自身が実感できるような

状況を生み出すことが肝要である」と「人権教育の指導方法等の在り方について〔第三次とりまとめ〕」に明記

されています。

④道徳教育における人権学習
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道徳教育と人権教育は関連性が見られ、よりよく生きたいと思う感情の道徳的心情は、人権教育では感受性

という技能的側面でとらえることができ、またよりよく生きるためにどうすべきかを判断する能力である道徳

的判断力は、人権教育における技能ということで技能的側面に含まれると考えられます。そして、道徳的実践

意欲及び態度と人権教育の価値的・態度的側面はともにそれぞれの価値を大切にしようとする面について共通

しています。

また「特別の教科 道徳」の内容項目「自主、自律、自由と責任」「思いやり、感謝」「相互理解、寛容」「遵

法精神、公徳心」「公正、公平、社会正義」「国際理解、国際貢献」「生命の尊さ」等については、人権教育では

人権や人権課題についての学習においても関連させて学習することができます。

（イ）「特別の教科 道徳」の時間に人権教育を関連させる方法

人権教育は各教科等の学習の中に位置付けて行うものであり、それは道徳科の時間においても同様です。道

徳科の時間の目的を達成したうえで、人権教育との関連性を図ることが重要です。また、人権教育を道徳科の

時間で行うためには、人権に関する何を学ぶのかを具体的に設定する必要があります。

そして、道徳科の時間の価値の自覚を深める授業を展開しつつ、その中で人権感覚を身に付けることができ

るような学習過程や、道徳科の価値と人権課題についての知識、人権感覚を学ぶことを位置付ける学習過程を

形成することができます。

具体的な授業を計画していく場合、自己尊重や他者尊重を育んでいくために、できるだけ多くの対話の場を

設け、子どもが主体的に考え合う具体的状況をつくっていくことが重要となります。授業では、子どもたちが

道徳的諸価値についての理解を基に、自己を見つめ、物事を（中学校：広い視野から）多面的・多角的に考え，

自己の（中学校：人間としての）生き方についての考えを深める学習が示されています。

人権教育においても、他の人とともによりよく生きようとする態度や集団生活における規範等を尊重し義務

や責任を果たす態度、具体的な人権問題に直面してそれを解決しようとする実践的な行動力等を、子どもが習

得していくことが大切です。各学校においては、教育活動全体を通じて、他の人の立場に立って、その人に必要

なことやその人の考えや気持ち等が分かるような想像力、共感的に理解する力を育むことが必要です。

また、考えや気持ちを適切かつ豊かに表現し、また、的確に理解することができるような、伝え合い、分かり

合うためのコミュニケーション能力を総合的にバランスよく培うことが求められています。さらに、人権教育

も道徳教育も単独ではなく、各教科等と連携しながら行っていくことが、年間指導計画等を立てていくうえで

重要な視点です。

【具体例】

■ 「公正、公平、社会正義」の内容項目についての話し合い活動を通して、コミュニケーション

スキルを学び、学級の仲間と協力する場面や互いの意見を認め合う場面を設定することで、道

徳的価値を高め人権感覚を身に付ける。

■ 上記の内容項目で、人権課題についての学習内容を知識として学習する場面や、差別の現実の

課題を解決するための話し合い活動を設定し、道徳的価値を高め人権感覚を身に付ける。
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特別活動との関連

特別活動の目標は、小・中・高等学校のいずれの学習指導要領にも「集団や社会の形成者としての見方・考え方を

働かせ、様々な集団活動に自主的、実践的に取り組み、互いのよさや可能性を発揮しながら集団や自己の生活上の

課題を解決することを通して、次のとおり資質・能力を育成する」と示されています。

特別活動の目標に示された育成したい資質・能力・態度は、人権教育で育成したい「自分の人権を守り、他者の人

権を守ろうとする意識・意欲・態度」と関連があり、特別活動と人権教育は密接な関係にあると言えます。

特別活動では、多様な集団が編成され各種の集団活動が行われます。それらの集団活動では、日々生活や学習を

共にする自分の学級（ホームルーム）の中での人間関係、あるいは自分の学級（ホームルーム）だけではなく、学年

の中での人間関係、また学年を飛び越えての異年齢集団の中での人間関係など、実に様々な人間関係の中で、子ど

も同士が協力し合って、生活づくりや生活問題の解決に取り組んだり、生活や学習への適応などに関する学習に取

り組んだりします。

こういった多様な集団での活動における協力し合う過程で、互いの理解が深まり、互いを尊重し合う温かい人間

関係が築かれ、豊かに広がっていくことにもつながっていきます。つまり、集団活動の場においてこそ、子どもはそ

れぞれが個性を生かし、持てる能力を発揮して協働し、互いの人格を尊重し合って生きることの大切さを学びなが

ら社会的自立に向けて人間的成長を図っていくのです。

特別活動の実施にあたっては、その目標や特質を踏まえるとともに、人権教育の目標に関連させた年間指導計画

を作成することが大切です。特に、子どもの日常生活に見られる人間関係の問題や様々な人権課題に関する内容に

ついては、学級活動やホームルーム活動において指導の充実が図られるように指導計画に位置付けることが求めら

れます。

また、補助教材の選定・活用については、資質・能力の育成に向けて、子どもの主体的・対話的で深い学びの実現

を図るためのものとなるよう、十分検討する必要があります。

(1)多様な他者と協働する様々な集団活動の意義や活動を行う上で必要となることについて理解し、行動
の仕方を身に付けるようにする。

(2)集団や自己の生活、人間関係の課題を見いだし、解決するために話し合い、合意形成を図ったり、意

思決定したりすることができるようにする。

(3) 〈小中学校〉自主的、実践的な集団活動を通して身に付けたことを生かして、集団や社会における生

活及び人間関係をよりよく形成するとともに、自己（中学校：人間として）の生き方についての考え

を深め、自己実現を図ろうとする態度を養う。

〈高等学校〉自主的、実践的な集団活動を通して身に付けたことを生かして、主体的に集団や社会に

参画し、生活及び人間関係をよりよく形成するとともに、人間としての在り方生き方についての自覚

を深め、自己実現を図ろうとする態度を養う。

⑤特別活動における人権学習
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（ア）学級活動・ホームルーム活動との関連

学級（高校：ホームルーム）や学校での生活をよりよくするための課題を見つけ、その解決に向けて話し合

い、合意形成し、役割を分担して協力しながら実践することを目指します。こうした主体的な取組を通して、子

どもたちは自らの課題を解決し、将来の生き方を描くための意思決定をして実践していく力を育んでいきます。

このことは、自尊感情を育む関わりや、立場や考え方の異なる人の感じ方や思いを尊重し、共感的に理解する

力を育むといった人権教育の視点に立った学級経営と深く関係しています。

（イ）児童会・生徒会活動及びクラブ活動（小学校）との関連

児童会・生徒会活動及びクラブ活動（小学校）では、異年齢の子どもたちが協力し、学校生活をよりよくする

ための様々な活動に取り組んでいきます。生徒会活動の運営や、学校行事への協力、ボランティア活動などの

社会参画等のために計画を立て、それぞれが役割を分担し、協力して活動を進めることになります。このよう

に自分たちで積極的に、そして実践的に活動を行う中で、子どもたちの資質や能力が育まれていきます。こう

した実践を通じて、子どもたちは集団の一員としての自覚と責任感をもち、互いに信頼し支え合う人間関係を

構築していきます。さらに、他者を尊重しながら、ともによりよい社会を築こうとする開かれた人間関係を育

んでいきます。

（ウ）学校行事との関連

全校又は学年の児童生徒で協力し、よりよい学校生活を築くための体験的な活動を通して、集団への所属感

や連帯感を深め、公共の精神を養いながら、資質・能力を育成することを目指します。これらは、人権教育の知

識的側面や価値的・態度的側面、技能的側面と共通するものもたくさんあり、学校行事で育てたい子どもの資

質・能力及び態度の育成は、人権教育で育てたい知的理解や人権感覚の育成につながります。
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※保護者対象のものは、人権教育参観日の公開授業を含みます。

※ハンセン病、犯罪被害者等については、同一校区の中学校で行うように確認している場合の例です。

※その他には、人権に関わる普遍的な視点からの学習（人権とは何か、なかまづくり、生命、平和学習等）や、その他の人権課題の学習（北朝鮮当局による拉致問題等や

アイヌの人々）や、人種差別等が想定されます。

※特設の時間を設定する際は、各教科等の標準授業時数を確保し、特別活動（学級活動以外）の時数を適切に設定した上で、年度当初に教育計画に位置付けてください。

人権教育目標（目指す子ども像）

人とのつながりのなかで、人権感覚を養い、

社会や生活を見つめながら、主体的に行動することができる。

１.２年
自分の思いが言え、友だちの気持ちも考え、仲良く助け合うこと

ができる。

３.４年 身の回りの矛盾や不合理に気付くことができる。

５.６年
身の回りの人権問題に気付き、仲間と協力し合って解決しよう

と行動できる。

目指す教職員像
○確かな人権感覚をもち、児童や保護者に寄り添える。

○課題解決に向けて積極的に取り組める。

学習機会を保障する活動の確認
○実態把握 ・学力診断 ・生活調べ

○授業改善 ・基礎基本の徹底 ・授業評価システム

○加力学習の充実 ○キャリア教育の充実

○家庭学習の習慣化 ○不登校への対応 ○校内支援委員会

職員間で共通理解を必要とする事項
○保護者の願い ・夢を持たせたい ・いじめのない学校

・地元の中学校に通わせたい

○地域の実情 ・ゆず産業が中心 ・地域行事への参加者が多い

・高齢化が進んでいる

○児童の実態 ・全体的には仲が良いが孤立している児童もいる

人権学習及び校内研修等の計画

同和

問題
女 性 子ども 高齢者 障害者

感染者患者等
外国人

犯罪

被害者等

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄによる

人権侵害

災害と

人権

性的指向

性自認
その他

エイズ・HIV ハンセン病

学

習

１.２年 ○ ○ ○

３.４年 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

５.６年 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

研

修

保護者 ○ ○ ○

教職員 ○ ○ ○

各教科等における人権教育との関連

国語
言語活動を通して、日常生活における人との関わりの中で伝え合う

力を高め、思考力や想像力を養う。
体育

自己の課題を見付け、その解決に向けて思考し判断するとともに、他者に伝える

力を養う。

社会

課題を追究したり解決したりする活動を通して、グローバル化する

国際社会に主体的に生きる平和で民主的な国家及び社会の形成

者に必要な公民としての資質・能力の基礎を育成する。

家庭
日常生活の中から問題を見いだして課題を設定し、様々な解決方法を考え、実

践を評価・改善し、考えたことを表現するなど、課題を解決する力を養う。

算数
学習を振り返ってよりよく問題解決しようとする態度、学んだことを生

活や学習に活用しようとする態度を養う。

外国語

活動

外国語を通して、言語やその背景にある文化に対する理解を深め、相手に配慮

しながらコミュニケーションを図ろうとする態度を養う。

外国語
外国語の背景にある文化に対する理解を深め、他者に配慮しながらコミュニケ

ーションを図ろうとする態度を養う。

理科

見通しをもって観察、実験を行うことなどを通して、自然の事物・現

象についての問題を科学的に解決するために必要な資質・能力を

育成する。

特別の教科

道徳

道徳的諸価値についての理解を基に、自己を見つめ、物事を多面的・多角的に

考え、自己の生き方についての考えを深める学習を通して、道徳性を養う。

生活
身近な人々、社会及び自然に自ら働きかけ、意欲や自信をもって学

んだり生活を豊かにしようとする態度を養う。

総合的な

学習の時間

探究的な見方・考え方を働かせ、横断的・総合的な学習を行うことを通して、より

よく課題を解決し、自己の生き方を考えていくための資質・能力を育成する。

音楽
音楽を愛好する心情と音楽に対する感性を育むとともに、音楽に

親しむ態度を養い、豊かな情操を育てる。
特別活動

多様な他者と協働する様々な集団活動の意義や活動を行う上で必要となるこ

とについて理解し、行動の仕方を身に付けるようにする。

図画工作
つくりだす喜びを味わうとともに、感性を育み、楽しく豊かな生活を創

造しようとする態度を養い、豊かな情操を培う。
特設

教科等で行う人権課題にかかわる学習を補充・深化・統合する。

教科外の時間での、ゲストティーチャー（当事者）による講演会等を企画する。

学校生活等における人権教育の視点

朝の挨拶 児童が友だちの体調や様子を気にかけ、良好な人間関係を意識できるように指導・支援する。

出席確認 欠席理由や背景を丁寧に把握し、配慮した関わりを継続的に行う。登校した児童の様子に気を配り、一人ひとりの気持ちや状況を確認する。

授 業 児童それぞれのもちあじを大切にしながら、集団としての学びを促進する。人権課題に関する知識や理解を深める教材や指導を準備し展開する。

班活動 班長に対して班員への配慮やコーディネートの役割を具体的に指導し、意見を出しづらい児童に配慮できるよう支援する。

掃 除 自らの行動で環境が改善されることを実感できる場を設定し、特定の生徒に負担が偏らないよう配慮する。

家庭訪問 家庭が抱える社会的不合理や悩みを把握し、生徒の成長に関わる課題や希望について把握し、支援につなげる。

（１）小学校 人権教育全体計画例

３ 人権教育全体計画例・年間指導計画例

学校教育目標
・自ら学び、主体的に行動できる児童の育成

・人権を尊重し、仲間を大切にする児童の育成



４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

学校行事
入学式 遠足
交通安全教室

　【犯罪被害者等】
運動会 道徳参観日

校内水泳記録会
防犯教室【子ども】

津波が心配、揺れたら急
いで高台へ
【災害と人権】

いもほり
防災参観日
【災害と人権】

遠足
マラソン大会

人権参観日
「何にでもなれるよ」

【女性】
卒業式

児童会活動
1年生を迎える会

（自尊感情）
全校レクタイム あいさつ週間（社会規範） 全校レクタイム 全校レクタイム

あいさつ週間
（社会規範）

あいさつ週間
（社会規範）

学級活動
2年生になって
（自尊感情）

地震がきたらどうするの
【災害と人権】

雨の日の過ごし方
（社会規範）

家でのインターネットのルールを
考えよう

【インターネットによる人権侵害】

揺れがおさまっても…危
険は続く

【災害と人権】

クラスの一員として
（自尊感情）

地域の防災に関わる
人たち

【災害と人権】

新しい年のめあて
【子ども】

避難生活ってどんなもの
【災害と人権】

１年間を振り返って
（自尊感情）

知らない人にも
（社会規範）

もうやらない
（個人の尊重）

しんじていいのかな
【インターネットによる人権

侵害】

電車の中で
【女性】

きつねと　ぶどう
【子ども】

くらべてみよう
日本とせかい

【外国人】

つな引き大会
【子ども】

みんなのものって？
（社会規範）

はなしたい、ききたい、　
すきなこと

（コミュニケーション）

名前を見てちょうだい
（多様性・包摂性）

こんなことをしているよ
【子ども】

話そう、二年生のわたし
（コミュニケーション）

「ありがとう」をつたえよう
【高齢者】

町で見つけたことを話そう
（多様性・包摂性）

かさこじぞう
【高齢者】

むかしから　つたわる
言い方
【高齢者】

くらべてつたえよう
（多様性・包摂性）

グラフとひょう
（多様性と包摂性）

時こくと時間
【障害者】【高齢者】

計算のくふう
（多様性・包摂性）

はこの形
【障害者】【高齢者】

強さとはやさ
（豊かな人間性）

はくやドレミとなかよし
（コミュニケーション）

音のスケッチ
（多様性・包摂性）

きょくに合った歌い方
（個人の尊重）

めざせ楽き名人
（生命）

クリスマスソングをうたおう
【外国人】

音のスケッチ
（多様性・包摂性）

みんなの音楽
（豊かな人間性）

音のスケッチ
（多様性・包摂性）

すきなことなあに
（自己表現）

さらさら　どろどろ
（協力）

ならべて　みつけて　い
ろいろ色水

（多様性・包摂性）

たからもののものがたり
（友情・信頼）

小さなびじゅつかん　形
や色を見つけて

（生命）

たくさん うつそう わた
しの形
（生命）

まごころメダルを プレゼ
ント

（感謝）

男の子と女の子の体のち
がい～大切なプライベー

トゾーン～
【性的指向・性自認】

ボール投げゲーム
（社会規範）

鬼遊び
（社会規範）

ＳＯＳミニレター 保小中合同避難訓練
芋の苗植え

（豊かな人間性）
芋ほり

（豊かな人間性）
むかしあそび大会

【高齢者】
伝承遊びコンテスト

【高齢者】

生活リズムチェック
QUアンケート

生活リズムチェック
QUアンケート

生活リズムチェック
（社会規範）

めざす子ども像 人とのつながりの中で自分も人も大切にすることができる

月

生活

特別の教科　
道徳

国

算

音

図・工

体 水あそび
（生命）（社会規範）

家庭・地域との
連携・協働

その他

①個別的な視点（身近な人権課題）→単元・題材名の横に人権課題を記載してください。
②普遍的視点（平和・生命・権利と義務・自尊感情・コミュニケーション能力の育成等）学校として重点をおく取組を記載 ※普遍的な視点の例はLet's feel じんけん～気づきから行動へ～P40を参照
 （生命）や（平和）等、重点とする内容を明記する場合は、学校の裁量に応じて記載して下さい。
※背景に網掛けがついている箇所は、小中9年間の中で、該当する人権課題に最重点をおいて取組する単元等を示しています。（小中の連携が重要となります。また、9年間のうちに１つの人権課題に複数回重点的に取り組むことも可能かつ重要です。）

小学校第２学年 人権教育年間指導計画（例）

特
別
活
動

春だ　今日から

２年生
(自尊感情)

あしたへのジャンプ

（豊かな人間性)

生きもの　なかよし　大作せん

（生命）

うごく　うごく

わたしのおもちゃ

【子ども】【高齢者】

みんなでつかう

まちのしせつ

【子ども】【高齢者】

【障害者】【災害と人

権】

どきどきわくわくまちたんけん

【障害者】【高齢者】【外国人】

もっとなかよし　

まちたんけん

【高齢者】

【障害者】【外国人】

つながる

わたしの生活

【高齢者】

【障害者】【外国人】

ぐんぐん　そだて　わたしの野さい

（豊かな人間性）
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４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

学校行事
１学期始業式 入学式  
避難訓練　参観日

遠足　運動会　
避難訓練

人権参観日 
七夕折り鶴集会

（平和）

選書会　人権集会
避難訓練　終業式

始業式　避難訓練 参観日　音楽祭　 防災参観日　避難訓練 マラソン大会  終業式 始業式　参観日 体験入学　参観日
お別れ遠足　

修了式　卒業式

児童会活動
地区児童会 全校レク　

委員会
全校レク　委員会 全校レク　委員会 全校レク　委員会 全校レク　委員会 全校レク　委員会 全校レク　委員会 全校レク　委員会 全校レク　委員会 全校レク　委員会

学級活動 ４年生になって
南海地震が来たらどうなるの

どこにいても地震の揺れ
から身を守ろう

雨の日の過ごし方を考え
よう

インターネットのルールを
考えよう

地震にそなえよう 給食をしっかり食べよう
２学期を振り返ろう

寒さに負けない生活をしよう
言葉づかいに気をつけよう
５年生になる準備をしよう

6年生に感謝の気持ちを伝えよう

クラブ活動

あいさつができた
（礼儀）

ブルラッシュ
【外国人】

決めつけないで
（公正・公平）

ぼくの草取り体験
（社会参画）

交流学習の前に
【子ども】

お父さんのじまん
【災害と人権】

とびらの前で
【高齢者】【女性】

つくればいいでしょ
【子ども】

ネコの手ボランティア
【災害と人権】

わたしまちがってないよね

【子ども】
いろいろな食べ方

【外国人】

こわれた千の楽器
（個人の尊重）

じょうほうのとびら
「引用する」

【インターネットによる人権侵害】

広告を読み比べよう
【高齢者】【女性】【子ども】

「できない」の先に
【障害者】

一つの花
（平和）

くらしの中の和と洋
【外国人】

お願いやお礼の手紙を書
こう

【災害と人権】【高齢者】

数え方を生み出そう
【外国人】

世界一美しいぼくの村
（平和）

広げてみよう、市から県へ

【外国人】
県の地図を広げて

【外国人】

ごみはどこへ
【高齢者】【障害者】

【外国人】

水はどこへ
【災害と人権】

地震に備えるまちづくり
【災害と人権】

地域でうけつがれてきた
もの

【高齢者】

昔から今へと続くまちづ
くり

【高齢者】

昔のよさを未来に伝える
まちづくり
【高齢者】

国際交流がさかんなまち
づくり

【外国人】

折れ線グラフと表
【外国人】

角の大きさ
【障害者】

面積のくらべ方と表し方
【災害と人権】

直方体と立方体
（コミュニケーション）

季節と生物
（生命）

雨水のゆくえ
【災害と人権】

いろいろな歌の表現を楽
しもう

【外国人】

伝えられてきた
歌を楽しもう
【高齢者】

世界に伝わるいろい
ろなリズムや歌を楽

しもう
【外国人】

絵の具でゆめもよう
（多様性・包摂性）

音のスケッチ
（多様性・包摂性）

わすれられない気持ち
（生命）

言葉から感じて
（人権の概念）

音のスケッチ
（多様性・包摂性）

写真をとったら見えてきた

（コミュニケーション）
音のスケッチ

（多様性・包摂性）

水泳運動
（生命）

育ちゆく私たちの体
【性的指向・性自認】

タグラグビー
【外国人】

思春期にあらわれる変化
【女性】(多様性・包摂性)

よりよく成長するための
生活

【感染症患者等】

Hallo,world!
【外国人】

Let's play cards.
【外国人】

I like Mondays!
【外国人】

What time is it?
【外国人】

Do you have a pen?
【外国人】

Alphabet
【外国人】

What do you want?
【外国人】

This is my favorite 
place.

【外国人】

This is my day.
【外国人】

SOSミニレター
玉ねぎの収穫
芋の苗植え

人権参観日
公民館で地域の方と交流

【高齢者】
運動会 防災参観日

校内持久走
ロング巻きずし作り

公民館館で地域の方
との交流
【高齢者】

全校いいとことみつけ
生活リズムアンケート

QUアンケート 全校いいとことみつけ
QUアンケート

生活リズムアンケート
全校いいとことみつけ

めざす子ども像 自分や他者の大切さを認め、相手の立場に立って考え行動できる児童を育てる

月

総合的な
学習の時間

異年齢の子ども同士で協力し、共通の興味・関心を追求する集団活動

特別の教科　
道徳

国

社

算

理

音

図・工

体

外国語活動

家庭・地域との
連携・協働

その他

①個別的な視点（身近な人権課題）→単元・題材名の横に人権課題を記載してください。
②普遍的視点（平和・生命・権利と義務・自尊感情・コミュニケーション能力の育成等）学校として重点をおく取組を記載 ※普遍的な視点の例はLet's feel じんけん～気づきから行動へ～P40を参照
 （生命）や（平和）等、重点とする内容を明記する場合は、学校の裁量に応じて記載して下さい。
※背景に網掛けがついている箇所は、小中9年間の中で、該当する人権課題に最重点をおいて取組する単元等を示しています。（小中の連携が重要となります。また、9年間のうちに１つの人権課題に複数回重点的に取り組むことも可能かつ重要です。）

小学校第４学年 人権教育年間指導計画（例）

特
別
活
動

過去の震災について学ぼう 自分たちに何ができるか考えよう 地域の課題を調べよう 防災発表会を開こう防災発表会の準備をしよう

地域の人々が安全に避難するために【災害と人権】
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４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

学校行事
入学式・遠足・
交通安全教室

人権・道徳参観日
防犯教室
【子ども】

校内水泳大会
集団宿泊活動

運動会 修学旅行
収穫祭

持久走大会
学習発表会

お別れ遠足
卒業式

児童会活動 小中全校レク
小中全校レク
あいさつ運動

小中全校レク
あいさつ運動

小中全校レク
あいさつ運動

あいさつ運動
小中全校レク
あいさつ運動

小中全校レク
あいさつ運動

小中全校レク
あいさつ運動

小中全校レク
あいさつ運動

小中全校レク
あいさつ運動

小中全校レク
あいさつ運動

学級活動
南海地震に備えよう
【高齢者】【災害と人権】

スマホのルールを考えよう
【インターネットによる人権侵害】

友達の良さを再発見しよう
【子ども】

これが大切！我が家の備えを
考えよう

【災害と人権】

感謝の気持ちを伝えよう
【子ども】

クラブ活動

ほんとうのことだけど……
【インターネットによる人権侵害】

先着100名様
（規則の尊重）

カスミと携帯電話
【インターネットと人権】

ウイルスとの戦い
－父にエールを－
【感染症患者等】

貝塚博士
（自尊感情）

生きることをあきらめない
（生命）

エルトゥ－ルル号
－日本とトルコの

つながり－
【外国人】

杉原千畝
－大勢の人の命を
守った外交官－

【外国人】

ブランコ乗りと
ピエロ

（相互理解）

わたしのせい
じゃない
（いじめ）

消えた本
（権利と義務）

意見を聞いて考えよう
（コミュニケーション）

イースター島にはなぜ森林
がないのか
【外国人】

いざというときのために
【災害と人権】

インターネットの投稿を読み
比べよう

【インターネットによる人権侵害】

模型のまち
（平和）

「永遠のごみ」プラスチック
（生命）
情報の扉

【インターネットによる人権侵害】

プレゼンテーションをしよう
【高齢者】【障害者】【外国人】

海のいのち
（生命）

宇宙への思い
【子ども】

どう立ち向かう？もしもの世
界

【感染症患者等】
【インターネットによる人権侵害】

君たちに伝えたいこと
【子ども】【高齢者】

ともに生きる暮らしと政治
【障害者】【感染症患者等】

わたしたちの暮らしを支える政
治

【障害者】【高齢者】
【子ども】【ハンセン病】

【アイヌの人々】

災害からわたしたちを守る
【災害と人権】

大陸に学んだ国づくり／武
士の政治が始まる／室町文

化と力をつける人々
【外国人】【同和問題】

全国統一への動き／幕府の
政治と人々の暮らし

【同和問題】

新しい文化と学問／明治の
新しい国づくり
【同和問題】

近代国家を目指して
【外国人】【女性】【同和問題】

戦争と人々の暮らし／平和
で豊かな暮らしを目ざして

【外国人】【同和問題】
（平和）

日本とつながりの深い国
【外国人】

日本とつながりの深い国
【外国人】

地球規模の課題の解決と国
際協力

【外国人】【災害と人権】
【子ども】【高齢者】【女性】

文字と式
【外国人】

データの調べ方
【高齢者】

地球とわたしたちのくらし
【災害と人権】

動物のからだのはたらき
（生命）

植物のからだのはたらき
（生命）

生き物どうしのかかわり
（生命）

大地のつくり
【災害と人権】

変わり続ける大地
【災害と人権】

地球に生きる
【災害と人権】

【子ども】

地球に生きる
【災害と人権】

【子ども】

こいのぼり
【子ども】

こきょうの人々
ワイ　バンバ
【外国人】

アンサンブルのみりょく（オー
ケストラ）　　
【外国人】

日本の民ようをたず
ねよう
【高齢者】

豊かな表現
【外国人】

世界の音楽
【外国人】

日本の音楽
【高齢者】

思いをこめた表現
【外国人】

変そう曲を楽しもう
【外国人】

地球まるごとたからばこ
【外国人】【子ども】

白くなったら見える
世界

（多様性・包摂性）

ドリームカンパニー
【子ども】

事故やけがの原因と防止／
交通事故の防止

（生命）

水泳運動
（生命）

犯罪被害の防止／けがの手
当て

【犯罪被害者等】
【災害と人権】

My name is Jun.／
We are from India.
【子ども】【外国人】

We have Children’ｓ Day in 
May.

【外国人】

I can jump high.
【外国人】【子ども】

I can jump high.
【子ども】【外国人】

I want to go to Kenya.
【外国人】

We had the sports day 
in October.
【外国人】

You can swim in January.
【子ども】【外国人】

I want to be a singer.
【女性】（多様性）

You can swim in January.
【外国人】

This is my dream!
【子ども】（多様性・包摂性）

This is my dream!
【子ども】（多様性・包摂性）

私の生活大発見
【女性】【子ども】

ゆでる時間でおいしさ発見
【女性】

ひと針に心をこめて
【女性】

食べて元気！ご飯とみそ汁
【女性】

物を生かして住みやすく
【女性】【高齢者】

SOSミニレター 田植え
七夕交流
【高齢者】

稲刈り 収穫祭 人権参観日 学習発表会

QUアンケート
いいこと見つけのハート

（自尊感情）
生活習慣調べ

いいこと見つけの
ハート

（自尊感情）

QUアンケート
生活習慣調べ

いいこと見つけのハート
（自尊感情））

めざす子ども像 さまざまな人権課題に気づき、解決のために主体的に行動できる

月

総合的な
学習の時間

異年齢集団の交流を深め、共通の興味・関心を追求する活動

特別の教科　
道徳

国

社

算

理

音

図・工

体

外国語

家庭科 ミシンにトライ！手作りで楽しい生活
【女性】

家庭・地域との
連携・協働

その他

①個別的な視点（身近な人権課題）→単元・題材名の横に人権課題を記載してください。
②普遍的視点（平和・生命・権利と義務・自尊感情・コミュニケーション能力の育成等）学校として重点をおく取組を記載 ※普遍的な視点の例はLet's feel じんけん～気づきから行動へ～P40を参照
 （生命）や（平和）等、重点とする内容を明記する場合は、学校の裁量に応じて記載して下さい。
※背景に網掛けがついている箇所は、小中9年間の中で、該当する人権課題に最重点をおいて取組する単元等を示しています。（小中の連携が重要となります。また、9年間のうちに１つの人権課題に複数回重点的に取り組むことも可能かつ重要です。）

小学校第６学年 人権教育年間指導計画（例）

特
別
活
動

私たちの町の挑戦/自分の生き方を考えよう～持続可能な社会・わたしたちにできるSDGS　（多様性）（人間性）

○○町総合振興計画から町の課題を見出そう【外国人】【高齢者】【子ども】 持続可能な社会【外国人】【高齢者】【子ども】 私の町のたから（人間性）（自尊感情）
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※保護者対象のものは、人権教育参観日の公開授業を含みます。

※使用する教材については同一校区の小学校と重なりがないように調整して下さい。

※その他には、人権に関わる普遍的な視点からの学習（人権とは何か、なかまづくり、生命、平和学習等）や、その他の人権課題の学習（北朝鮮当局による拉致問題等や

アイヌの人々）や、人種差別等が想定されます。

※特設の時間を設定する際は、各教科等の標準授業時数を確保し、特別活動（学級活動以外）の時数を適切に設定した上で、年度当初に教育計画に位置付けてください。

学習機会を保障する活動の確認

○実態把握 ・学力状況調査 ・生活調べ

○授業改善 ・基礎基本の徹底 ・授業評価システム

○加力学習の充実 ○キャリア教育の充実

○家庭学習の習慣化 ○不登校への対応 ○校内支援委員会

職員間で共通理解を必要とする事項

○保護者の願い ・希望する進路に進ませたい ・いじめのない学校

・地元の高校に通わせたい

○地域の実情 ・地元の産業が弱く市外で働く者が多い

・地域行事への参加者は高齢者が多く固定化している

○生徒の実態 ・全体的には仲が良いが孤立している生徒もいる

人権教育目標（目指す子ども像）

人権が尊重される社会づくりに向けて、

主体的に行動できる生徒の育成

１学年

自分自身を見つめ直したり、仲間とともに認め合ったりするなかで

自尊感情を育てる。

身の回りの差別や不合理を見抜き、仲間と協力して解決していく力

を育てる。

２学年
様々な出会いを通して、自分と地域・社会とのかかわりに気付き、

今できることを考える力を育成する。

３学年

集団の一員として、仲間とともに進路を切り拓いていく力を育てる。

様々な差別の現実に対する正しい理解を深め、人権課題を解決し

ていく意欲と態度を育てる。

目指す教職員像
○確かな人権感覚をもち、生徒や保護者に寄り添える。

○課題解決に向けて積極的に取り組める。

人権学習及び校内研修等の計画

同和

問題
女 性 子ども 高齢者 障害者

感染者患者等
外国人

犯罪

被害者等

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄによる

人権侵害

災害と

人権

性的指向

性自認
その他

エイズ・HIV ハンセン病

学

習

１年 ○ ○ ○ ○ ○

２年 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

３年 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

研

修

保護者 ○ ○

教職員 ○ ○ ○

各教科等における人権教育との関連

国語
社会生活における人との関わりの中で伝え合う力を高め、思考力

や想像力を養う。
技術・家庭

よりよい生活の実現や持続可能な社会の構築に向けて、生活を工夫し創造しよ

うとする実践的な態度を養う。

社会
現代の社会的事象について、現代社会に見られる課題の解決を視

野に主体的に社会に関わろうとする態度を養う。
外国語

外国語の背景にある文化に対する理解を深め、聞き手・読み手・話し手・書き手

に配慮しながら、主体的に外国語を用いてコミュニケーションを図ろうとする態度

を養う。

理科

生命や地球に関する事物・現象に進んで関わり、科学的に探究しよ

うとする態度と、生命を尊重し、自然環境の保全に寄与する態度を

養う。

特別の教科

道徳

道徳的諸価値についての理解を基に、自己を見つめ、物事を広い視野から多面

的・多角的に考え、人間としての生き方についての考えを深める学習を通して、

道徳性を養う。

音楽
音楽に対する感性を豊かにし、音楽に親しんでいく態度を養い、豊

かな情操を培う。

総合的な

学習の時間

探究的な学習に主体的・協働的に取り組むとともに、互いのよさを生かしながら、

積極的に社会に参画しようとする態度を養う。

数学
粘り強く考え、生活や学習に生かそうとする態度、問題解決の過程

を振り返って評価・改善しようとする態度を養う。
特別活動

集団や社会における生活及び人間関係をよりよく形成するとともに、人間として

の生き方についての考えを深め、自己実現を図ろうとする態度を養う。

美術
美術を愛好する心情を育み、感性を豊かにし、心豊かな生活を

創造していく態度を養い、豊かな情操を培う。
特設

教科等で行う人権課題にかかわる学習を補充・深化・統合する。

教科外の時間での、ゲストティーチャー（当事者）による講演会等を企画する。
保健体育

自己や仲間の課題を発見し、合理的な解決に向けて思考し判断す

るとともに、自己や仲間の考えたことを他者に伝える力を養う。

学校生活等における人権教育の視点

朝の挨拶 生徒が友だちの体調に気づき、良好な人間関係を意識できるように指導・支援する。

出席確認 欠席理由や背景を丁寧に把握し、配慮した関わりを継続的に行う。登校した生徒の様子に気を配り、一人ひとりの気持ちや状況を確認する。

授 業 生徒それぞれのもちあじを大切にしながら、集団としての学びを促進する。人権課題に関する知識や理解を深める教材や指導を準備し展開する。

班活動 班長に対して班員への配慮やコーディネートの役割を具体的に指導し、意見を出しづらい生徒に配慮できるよう支援する。

掃 除 自らの行動で環境が改善されることを実感できる場を設定し、特定の生徒に負担が偏らないよう配慮する。

家庭訪問 家庭が抱える社会的不合理や悩みを把握し、生徒の成長に関わる課題や希望について把握し、支援につなげる。

（２）中学校 人権教育全体計画例

学校教育目標
・人権を尊重し、人を大切にする生徒の育成

・自ら学び、主体的に行動できる生徒の育成



４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

学校行事
入学式
対面式

携帯・スマホ教室
【インターネットによる人権侵害】

廃品回収 終業式 始業式
体育祭

修学旅行
（平和）

人権参観日
文化祭

終業式 始業式
卒業式
修了式

生徒会活動
生徒総会

全校レク集会
小中合同レク
（自尊感情）

人権強調旬間
言葉遣い自己評価カード

全校いいところみつけ
（自尊感情）

全校レク集会
（自尊感情）

生徒会役員選挙 人権のたねを育てる会

学級活動
教科書無償運動

【同和問題】

SNSのよりよい使い方を
考えよう

【インターネットによる人権侵害】
廃品回収を振り返ろう

1分間スピーチ
・いじめ学級宣言を考えよう

文化祭を振り返ろう
１分間スピーチ

・身の回りの人権について考
えよう

１分間スピーチ
・中学３年に向けて

挨拶は言葉の
スキンシップ

【コミュニケーション】

五月の風―カナ―
五月の風―ミカ―
【子ども（いじめ）】

リスペクト　アザース
【子ども（いじめ）】

和樹の夏祭り
【高齢者】

ネット将棋
【インターネットによる人権侵害】

行動する建築家
【外国人】

アフガニスタンの
人々と共に
【外国人】

マークはなんの
ために？
【障害者】

避難所にて
【災害と人権】

足袋の季節
【高齢者】

インターネット・新聞の活用
【インターネットによる人権侵害】

字のない葉書
【子ども】（平和）

黄金の扇風機/サハラ砂漠
の茶会
【外国人】

（多様性・包摂性）

古典芸能に親しもう
【同和問題】

「正しい」言葉は信じられる
か

【犯罪被害者等の人権】

わたしが一番きれいだった
とき

（平和）

江戸時代の身分制度
【同和問題】 

琉球王国とアイヌの人たちへの
支配

【アイヌの人々】
（多様性・包摂性）

学問の広がりと化政文化
【同和問題】

災害から身を守るために
【災害と人権】

中国・四国地方
過疎と地域おこし 

【高齢者】

欧米諸国の市民革命
【人権獲得の歴史】

渋染一揆
【同和問題】

明治維新（解放令）
【同和問題】

社会問題の発生と人々の運
動

（人権獲得の歴史）

関東地方
世界と結びつく東京　 　

【外国人】

東北地方
現代に生きる地域文化 【災

害と人権】

１次関数（日本と海外の単位
を比較する）
【外国人】

１次関数（段差のある道のスロー
プの勾配を考える）

【障害者】

確率（点字のきまりを知ろう）
【障害者】

物質の成り立ち
【子ども】

動物のからだのつくりとは
たらき

【障害者】

放射線
【災害と人権】

Unit1 Hajin's Diary
【外国人】

Unit2 Basketball 
Tournament
【外国人】

Unit3 Plans for the 
Summer
【外国人】

Unit4 Tour in Singapore
【外国人】

Unit5 How Do We Stay 
Safe?

【災害と人権】

Unit6 Guide Dogs
【障害者】

Unit7 Working Together
【外国人】

Unit8 Performing a Play
【外国人】

主人は冷たい土の中に
（人種問題）

歌舞伎の特徴を理解して、そ
の魅力を味わおう

【同和問題】

「ブルタバ（モルダウ）」
（平和）

ものづくりの工夫と進め方
【障害者】

衣生活
【外国人】【女性】　

消費者の権利と責任
環境

（権利）

情報セキュリティと情報モラ
ル

【インターネットによる人権侵害】

私たちに問いかける美術（多
様性・包摂性）

明日の神話
（平和）（生命）

メッセージを伝える
（平和）

分かりやすく情報を伝える
（ユニバーサルデザイン）

防災のデザイン
【災害と人権】

みんなのためのデザイン
（ユニバーサルデザイン）

仏像について知ろう
（生命）

生活習慣病の予防
（生命）

喫煙と健康、飲酒と健康、薬
物乱用と健康

（生命）（権利と義務）

交通事故の現状と原因、交
通事故の防止
【犯罪被害者等】

自然災害に備えて
【災害と人権】

応急手当の意義と基本、心
肺蘇生法
（生命）

園小中合同避難訓練 人権講演会
【インターネットによる人権侵害】

町内一斉清掃 第一回手話教室 人権参観日 郷土料理を作ろう 第二回手話教室 第三回手話教室

QUアンケート
個人面談

人権作文 人権標語・ポスター
QUアンケート
個人面談

めざす子ども像 様々な出会いを通して、自分と地域や社会とのかかわりに気付き、今できることを考える力を育成する・差別との闘いや人権獲得の歴史に学び、人や社会に対する科学的認識を育てる

月

総合的な
探究の時間

特別の教科　
道徳

国

社

数

理

外国語

音

技術・家庭

美術

保健・体育

家庭・地域との
連携・協働

その他

①個別的な視点（身近な人権課題）→単元・題材名の横に人権課題を記載してください。
②普遍的視点（平和・生命・権利と義務・自尊感情・コミュニケーション能力の育成等）学校として重点をおく取組を記載 ※普遍的な視点の例はLet's feel じんけん～気づきから行動へ～P40を参照
 （生命）や（平和）等、重点とする内容を明記する場合は、学校の裁量に応じて記載して下さい。
※背景に網掛けがついている箇所は、小中9年間の中で、該当する人権課題に最重点をおいて取組する単元等を示しています。（小中の連携が重要となります。また、9年間のうちに１つの人権課題に複数回重点的に取り組むことも可能かつ重要です。）

中学校第2学年　人権教育年間指導計画（例）

特
別
活
動

 ○○の魅力を活かした住みやすい町づくり（人権全般）
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※保護者対象のものは、人権教育参観日の公開授業を含みます。

※その他には、人権に関わる普遍的な視点からの学習（人権とは何か、なかまづくり、生命、平和学習等）や、その他の人権課題の学習（北朝鮮当局による拉致問題等や

アイヌの人々）や、人種差別等が想定されます。

学習機会を保障する活動の確認

○実態把握 ・学力定着把握検査 ・県オリジナルアンケート

○授業改善 ・授業デザインプロジェクトチーム

○キャリア教育の充実

○校内支援委員会の充実 ○家庭学習の習慣化 ○不登校への対応

職員間で共通理解を必要とする事項

○保護者の願い ・希望する進路に進ませたい。 ・いじめのない学校。

・県内で進学させたい。 ・県内企業に就職させたい。

○地域の実情 ・地元の生徒が多く地域も協力的である。

・人口減少は喫緊の課題である。

○生徒の実態 ・全体的には仲が良いが孤立している生徒もいる。

・部活動への参加率が低い。

人権教育目標（目指す子ども像）

○人権に関する知的理解の深化

○人権感覚の育成

１学年 自己理解や他者理解を深め、自尊感情を育む。

２学年 身の回りの人権問題を知り、解決の方法を探る。

３学年

（４学年）
人権が尊重される社会づくりを担う一員としての自覚を養う。

目指す教職員像

○確かな人権感覚をもち、生徒や保護者に寄り添える。

○課題解決に向けて積極的に取り組める。

人権学習及び校内研修等の計画

同和

問題
女 性 子ども 高齢者 障害者

感染者患者等
外国人

犯罪

被害者等

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄによる

人権侵害

災害と

人権

性的指向

性自認
その他

エイズ・HIV ハンセン病

学

習

１年 ○ ○ ○ ○ ○ ○

２年 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

３年 ○ ○ ○ ○

研

修

保護者 ○ ○

教職員 ○ ○ ○

各教科等における人権教育との関連

国語
社会生活における人との関わりの中で伝え合う力を高め、思考力

や想像力を養う。
芸術

生涯にわたり芸術を愛好する心情を育むとともに、感性を高め、心豊かな生活や

社会を創造していく態度を養い、豊かな情操を培う。

地理歴史

よりよい社会の実現を視野に課題を主体的に解決しようとする態度

を養うとともに、日本国民としての自覚、我が国の国土や歴史に対

する愛情、他国や他国の文化を尊重することの大切さについての

自覚などを深める。

外国語

外国語の背景にある文化に対する理解を深め、聞き手、読み手、話し手、書き手

に配慮しながら、主体的、自律的に外国語を用いてコミュニケーションを図ろうと

する態度を養う。

公民

現代の諸課題について、事実を基に概念などを活用して多面的・

多角的に考察したり、解決に向けて公正に判断したりする力や、合

意形成や社会参画を視野に入れながら構想したことを議論する力

を養う。

家庭

様々な人々と協働し、よりよい社会の構築に向けて、地域社会に参画しようとす

るとともに、自分や家庭、地域の生活を主体的に創造しようとする実践的な態度

を養う。

数学

粘り強く考え数学的論拠に基づいて判断しようとする態度、問題解

決の過程を振り返って考察を深めたり、評価・改善したりしようとする

態度や創造性の基礎を養う。

情報
様々な事象を情報とその結び付きとして捉え、問題の発見・解決に向けて情報

と情報技術を適切かつ効果的、創造的に活用する力を養う。

理科 観察、実験などを行い、科学的に探究する力を養う。
総合的な

探究の時間

探究に主体的・協働的に取り組むとともに、互いのよさを生かしながら、新たな価

値を創造し、よりよい社会を実現しようとする態度を養う。

保健体育

健康についての自他や社会の課題を発見し、合理的、計画的な解

決に向けて思考し判断するとともに、目的や状況に応じて他者に伝

える力を養う。

特別活動

自主的、実践的な集団活動を通して身に付けたことを生かして、主体的に集団

や社会に参画し、生活及び人間関係をよりよく形成するとともに、人間としての在

り方生き方についての自覚を深め、自己実現を図ろうとする態度を養う。

学校生活等における人権教育の視点

朝の挨拶 生徒が友だちの体調に気づき、良好な人間関係を意識できるように指導・支援する。

出席確認 欠席理由や背景を丁寧に把握し、配慮した関わりを継続的に行う。登校した生徒の様子に気を配り、一人ひとりの気持ちや状況を確認する。

授 業 生徒それぞれのもちあじを大切にしながら、集団としての学びを促進する。人権課題に関する知識や理解を深める教材や指導を準備し展開する。

班活動 班長に対して班員への配慮やコーディネートの役割を具体的に指導し、意見を出しづらい生徒に配慮できるよう支援する。

掃 除 自らの行動で環境が改善されることを実感できる場を設定し、特定の生徒に負担が偏らないよう配慮する。

面談 家庭が抱える社会的不合理や悩みを把握し、生徒の成長に関わる課題や希望について把握し、支援につなげる。

（家庭訪問）

（３）高等学校 人権教育全体計画例

学校教育目標
・学習意欲を喚起し学習習慣を確立させ、学力の向上を目指す。

・人間としての在り方や生き方を考えさせるとともに、思いやりの心を育み人権尊重の精神を育てる。



４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

始業式・入学式
宿泊研修

中間テスト
PTA総会

期末テスト
ホームマッチ

終業式
始業式

中間テスト
体育祭

ホームデー
修学旅行

期末テスト
終業式

始業式
卒業試験

課題研究発表会
卒業式

学年末試験
修了式

対面式
部活動紹介

交通安全運動
あいさつ運動

交通安全運動
生徒会役員選挙

生徒総会

交通安全運動
あいさつ運動

交通安全運動
あいさつ運動

生徒会役員選挙
生徒総会

交通安全運動
あいさつ運動

交通安全運動
あいさつ運動

交通安全運動
あいさつ運動

卒業生を送る会
交通安全運動
あいさつ運動

「アドジャントーク」
＆「ひらめき体験教室」

クラスの目標を決めよう
避難所を知ろう
【災害と人権】

人権作文
ヤングケアラーについ

ての講演【子ども】
SNS社会の過ごし方について

【インターネットによる人権侵害】 性教育講話 人権作文校内発表会

○わかりあえないことか
ら〈現代の国語〉

（コミュニケーション）
○多様性と共通性〈公

共〉
（多様性・包摂性）

○情報モラルと個人に及
ぼす影響〈情報Ⅰ〉

【インターネットによる人
権侵害】

○ひとまず信じない
〈現代の国語〉

【インターネットによる人権侵害】

○自由・権利と責任・義務
〈公共〉

（権利と義務）
○家庭生活を担う
〈家庭基礎〉【女性】

○社会の中の情報デザイ
ン、情報デザインの工夫

〈情報Ⅰ〉
【高齢者】【障害者】

○減災学をつくる
〈現代の国語〉
【災害と人権】

○自由に生きる権利と法・
規範〈公共〉
【外国人】

○平等に生きる権利と法・
規範〈公共〉

(アイヌの人々)
○子どもの権利と福祉
〈家庭基礎〉【子ども】

○高齢者の自立を支える
〈家庭基礎〉【高齢者】

○身体とハイテクノロ
ジーの間に〈美術Ⅰ〉

【障害者】

○人種・民族問題と地域
紛争、国際社会における

日本の役割〈公共〉
【子ども】（平和）

○精神疾患からの回復
〈保健〉
【障害者】

○性感染症・エイズと
その予防〈保健〉
【感染症患者等】
○What is jazz?
〈音楽Ⅰ〉【外国人】

○Ready for Disasters
〈論理・表現Ⅰ〉
【災害と人権】

○世界の食文化
〈家庭基礎〉【外国人】

○図形と軽量〈数学Ⅰ〉
【障害者】

○A Diary of Hope〈コ
ミュⅠ〉

【外国人】（平和）
〇免疫の働き〈生物基礎〉

【感染症患者等】

○社会保障と国民福祉、
これからの社会保障

〈公共〉
【子ども】【高齢者】

【障害者】

○檻の中の”街”
〈現代の国語〉

【外国人】
○交通における安全

〈保健〉
【犯罪被害者等】

○インターネットによる
投票を考える〈公共〉
【インターネットによる人権侵害】

○フェアトレードを考え
る～国際社会の課題

〈公共〉
【子ども】（権利）

○Pigs from across 
the Sea〈コミュⅠ〉

（平和）

「ひらめき体験教室」
デートＤＶについて

（女性）
人権作文

多様な性について
【性的指向・性自認】

SNS社会の過ごし方について
【インターネットによる人権侵

害】
性教育講話 人権作文校内発表会

○性意識と性行動の選択
〈保健〉

【女性】【感染症患者等】

○対話の精神〈論理国
語〉（コミュニケーション）
○生活文化の多様性

〈地理総合〉
（多様性・包摂性）

○結婚生活と健康〈保
健〉【女性】

○中高年記と健康〈保
健〉【高齢者】

○Dos and Don'ts in 
Social Medea
〈論理・表現Ⅱ〉

【インターネットによる人権侵害】

○ライフステージと栄養
〈フードデザイン〉
【子ども】【高齢者】

○世界の宗教と人々の生
活文化〈地理総合〉
（多様性・包摂性）

○子どもの生活と擁護
〈保育基礎〉
【子ども】

○Sports for 
everybody

〈論理・表現Ⅱ〉
【障害者】【高齢者】

○室町文化〈日本史探究〉

【同和問題】
○地域で異なる人口問
題への取組〈地理総合〉

【女性】
○地域で異なる食糧問
題への取組〈地理総合〉

【子ども】（権利）

○桃山文化〈日本史探究〉

【同和問題】
○The Bitter Truth 
behind Chocolate

〈コミュⅡ〉
【子ども】（権利）

○権利の主体としての
子ども〈保育基礎〉

【子ども】

○減災への取組
〈地理総合〉
【災害と人権】

○Learn about Other 
Countries and People

〈論理・表現Ⅱ〉
【子ども】

○児童福祉、子どもを
取り巻く課題と対策

〈保育基礎〉
【子ども】

○Food Culture 
around the World
〈論理・表現Ⅱ〉

【外国人】
（多様性・包摂性）

「ひらめき体験教室」
進路と統一応募用紙

【同和問題】
命の大切さを学ぶ教室
【犯罪被害者の人権】

スマホ安全教室
【インターネットによる人

権侵害】 

多様な性について
【性的指向・性自認】

消費者教育

○ビジネスとコミュニ
ケーション〈ビジネス基礎〉
（コミュニケーション）

○幕藩社会の構造
〈日本史探究〉
【同和問題】

○Akkamui〈コミュⅢ〉
（アイヌの人々）

○Your True Color
〈コミュⅢ〉

【性的指向・性自認】

〇宝暦・天明期の文化
〈日本史探究〉
【同和問題】

○明治維新と富国強
兵〈日本史探究〉
（権利）【同和問題】
(アイヌの人々)

○ワシントン体制
〈日本史探究〉
【女性】【外国人】
【災害と人権】
○Paragraph 

Writing[共働き家庭]
〈論理・表現Ⅲ〉

【女性】

○占領下の日本
〈日本史探究〉
（権利）（平和）

○Presentation[SNS]
〈論理・表現Ⅲ〉

【インターネットによる人権侵害】

○「である」ことと「す
る」こと〈論理国語〉

（権利）

○今日の世界
〈世界史探究〉

（多様性・包摂性）（平和）

○現代文明の諸相
〈世界史探究〉

【女性】
○豊かさとつながり

〈論理国語〉
（多様性・包摂性）
○Katherine's 
LongJouirney
〈コミュⅢ〉

【女性】【外国人】

人権標語の旗の
設置(全校）

津波避難タワーのライトアッ
プ（2年）

高等学校 人権教育年間指導計画（例）

月

学校行事

生徒会活動

特別活動
LH等

教科

特別活動
LH等

教科

特別活動
LH等

教科

家庭・保護者との
連携・協働
①個別的な視点（身近な人権課題）→単元・題材名の横に教科名・人権課題を記載してください。                                                                ※任意の教科書を選び、作成しています。
②普遍的視点（平和・生命・権利と義務・自尊感情・コミュニケーション能力の育成等）→学校として重点をおく取組を記載 ※普遍的な視点の例はLet's feel じんけん～気づきから行動へ～P40を参照
 （生命）や（平和）等、重点とする内容を明記する場合は、学校の裁量に応じて記載して下さい。

学
年

１
年

２
年

３
年
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※保護者対象のものは、人権教育参観日の公開授業を含みます。

※○のついていない項目についても、児童生徒の発達段階や障害特性を踏まえて、教育活動全体を通じて適切に取り扱うようにして下さい。

※その他には、人権に関わる普遍的な視点からの学習（人権とは何か、なかまづくり、生命、平和学習等）や、その他の人権課題の学習（北朝鮮当局による拉致問題等やアイヌの

人々）や、人種差別等が想定されます。

学習機会を保障する活動の確認
○実態把握 ・生活調べ

○授業改善 ・基礎基本の徹底 ・授業評価システム

○加力学習の充実 ○キャリア教育の充実

○家庭学習の習慣化 ○不登校への対応 ○校内支援委員会

職員間で共通理解を必要とする事項

○保護者の願い ・グループホームに入居し、一般就職をさせたい。

・友だちと仲良くすごせるようにしたい。

○地域の実情 ・寄宿舎に入舎しているため、地域とのつながりが希薄になってい

る。

○幼児・児童 ・職業の学習や現場実習はまじめに取り組めるが、コミュニケーシ

生徒の実態 ョンをとるのが少し苦手な児童生徒が多い。

人権教育目標（目指す子ども像）

生命を大切にし、個々を認め合い、

幼児児童生徒の願いやそれを取り巻く人たちの思いを知り、

障害者問題等の様々な人権問題について理解を深める。

幼稚部

小学部
自己理解や他者理解を深め、自尊感情を育む。

中学部 身の回りの人権問題を知り、解決の方法を探る。

高等部 人権が尊重される社会づくりを担う一員としての自覚を養う。

目指す教職員像

○確かな人権感覚をもち、幼児児童生徒や保護者に寄り添える。

○課題解決に向けて積極的に取り組める。

人権学習及び校内研修等の計画

同和

問題
女 性 子ども 高齢者 障害者

感染者患者等
外国人

犯罪

被害者等

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄによる

人権侵害

災害と

人権

性的指向

性自認
その他

エイズ・HIV ハンセン病

学

習

小学部 ○ ○ ○ ○

中学部 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

高等部 ○ ○ ○ ○ ○ ○

研

修

保護者 ○ ○ ○

教職員 ○ ○ ○

各教科等における人権教育との関連

国語 伝え合う力や思考力、想像力を高め、心情を豊かにする。
図画

工作
表現する喜びを味わい自他の個性を感じたり、感性を豊かにする。

社会
伝統や文化、異文化について知り、尊重する気持ちや郷土愛を養う。

社会の仕組みやきまりの理解とともに、守ろうとする意欲や態度を養う。

保健

体育

心身の健康やルールやマナーを身に付け、集団活動に参加し、協力し合って

活動する態度を育てる。

生活

生活をしていく上で基本的な生活習慣や実践的な能力を身に付ける。

身近な生き物や自然現象に親しみ、生命を大切にしようとする心情を養

う。

身近な人々や社会との関わりに気付き、ルール・マナーを身に付ける。

一人一人が力を発揮し、主体的に取り組む力を育てる。

職業家庭・

職業

きまりを守り、協力して作業に取り組むことができる力を養う。

社会と関わる力、自己の生き方を考える力を育てる。

自分の役割を知り、責任をもって果たす力を育てる。

将来の社会自立に向けて、働く意欲や態度を養う。

家庭生活向上への実践意欲や家族に対する感謝の気持ちを養う。

社会と関わる力、自己の生き方を考える力を育てる。

算数

数学
筋道を立てて根気強く考える力を養う。 特別活動

学級活動、児童会活動、クラブ活動、学校行事において望ましい集団活動や

人間関係について体験を通して学び、自他を尊重し社会に貢献する姿勢を養

う。

理科
自然や生命を尊重し大切にしようとする心情や予想を立てた見方、考え

方を養う。

総合的な

学習（探

究）の時間

地域での探究的な学習を通し、確実な概念形成と自尊感情の育成を図る。

音楽 感性を高め、豊かな情操を養う。 自立 コミュニケーション能力を向上させ、よりよい人間関係の構築を図る。

学校生活等における人権教育の視点

朝の挨拶 幼児児童生徒が友だちの体調に気づき、良好な人間関係を意識できるように指導・支援する。

出席確認 欠席理由や背景を丁寧に把握し、配慮した関わりを継続的に行う。登校した児童生徒の様子に気を配り、一人ひとりの気持ちや状況を確認する。

授 業 児童生徒それぞれのもちあじを大切にしながら、集団としての学びを促進する。人権課題に関する知識や理解を深める教材や指導を準備し展開する。

班活動 班長に対して班員への配慮やコーディネートの役割を具体的に指導し、意見を出しづらい児童生徒に配慮できるよう支援する。

掃 除 自らの行動で環境が改善されることを実感できる場を設定し、特定の児童生徒に負担が偏らないよう配慮する。

面談 家庭が抱える社会的不合理や悩みを把握し、児童生徒の成長に関わる課題や希望について把握し、支援につなげる。

（家庭訪問）

（４）特別支援学校 人権教育全体計画例

学校教育目標
幼児児童生徒の発達段階に応じて、基礎的生活習慣の確立、健康的な身体づくり、お互いを認め大切にする集団づくりを

目指す
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特別支援学校人権教育年間指導計画(例)

〈交流及び共同学習〉 各学部で、障害者理解や仲間づくりの輪を広げるために実施する。

〈主に教科や特別活動等で取り扱う人権課題〉

※①障害の種類及び程度によっては小・中・高等学校の年間指導計画に準ずる内容について学習することを

考える必要があります。

②取組と人権課題を記入してください。

〈教職員研修計画〉

学部 交流先 場所 内容

小学部 Ａ小学校

Ｂ小学校

Ｃ小学校

Ｃ小学校

Ｄ小学校

Ａ小学校

本校

オンライン

Ｃ小学校

本校

もちつき・学習発表会

トランポリンで遊ぶ・歌・ゲーム

学校紹介

学校見学・レクリエーション

授業参加

中学部 Ｆ中学校

Ｇ中学校

Ｈ特別支援学校

Ｉ社会福祉協議会

Ｆ中学校

本校

本校

Ｉ社会福祉協議会

自己紹介・共同学習

自己紹介・風船バレー・調理・学校案内

ボウリング、調理実習等

もちつき大会への参加

高等部 Ｊ特別支援学校

Ｋ民間団体

Ｌ高等学校

本校

本校

本校・Ｌ高等学校

自己紹介・校内案内等

文化発表会の参観

授業参加・交流会

学部 １学期 ２学期 ３学期

小学部 ○人権の花植え

○新入生歓迎会（仲間づく

り）

○誕生日会（自尊感情）

○季節の行事

○ALT との学習

（外国人）

○誕生日会（自尊感情）

○季節の行事

○シェイクアウト訓練

○誕生日会（自尊感情）

○季節の行事

中学部 ○インターネットの安全な

使い方教室（インターネッ

トによる人権侵害）

○人権教育（いじめ等）に

関する学級等での指導

○SC による「こころの授

業」の実施

○ALT による外国の習慣と文

化・くらし（国際理解・外国人）

○様々な人との関わりを通して

コミュニケーション力を高める。

（コミュニケーション）

高等部 ○人権コンサート ○現場実習 ○人権講話

研修内容 実施月（予定）

○スクールカウンセラーによる校内研修（いじめ防止について）

○身近な人権課題に関する研修

〇教職員のモラル等に関する研修

６月

8 月

１１月



メモ
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◆指導事例（第１学年 特別の教科 道徳）

１ 主題名

だれとでも なかよく C（11）公正、公平、社会正義

２ 教材名

いっしょに あそぼう（教育出版 しょうがくどうとく①)

３ 題材について

本教材は、日常生活の何気ない会話で一人の友だちを仲間外れにしていたことに気付かされた話で、子ども

たちにとっても身近な内容であり、共感しやすい。また、「約束していたからだめ。」「仲間外れにされたら悲し

い。」という登場人物に想いを重ねながら、「わたし」「ゆきちゃん」「はるかちゃん」のそれぞれの気持ちを考

えることを通して、どの子も嫌な気持ちにならない方法や仲間外れにつながらない方法を考えることができる。

仲間外れにされた時のはるかちゃんの気持ちや、本教材のわたしのように、意図していなくても仲間外れを

してしまう側の気持ち、友だちのことを思って望ましい行動をするゆきちゃんの気持ちを問い、どうして仲間

外れがいけないのか、仲間外れになるとどのような気持ちになるのか、そのような嫌な気持ちにならないよう

にするためには何が大切かを考える。

その後、役割演技に取り組み、誰とでも仲良くできた時の気持ちのよさを実感させることで、日常生活でも

分け隔てなく接しようとする道徳的実践意欲を育みたい。

なお、学級の実態によっていじめが実際にある場合は早急に個別の対応が必要であり、そのような実態のあ

る学級では役割演技がいじめを増長させるおそれもあり、被害者の心の傷を大きくさせかねないことなども考

慮する必要がある。

４ 本時のねらい

・仲間はずれについて考えることを通して、誰とでも仲よくすることの大切さに気づき、みんなと仲よくして

いこうとする実践意欲を育てる。

５ 評価の視点

道徳的諸価値の理解を基に自己

を見つめる

道徳的諸価値の理解を基に多面

的・多角的に考える

道徳的諸価値の理解を基に自己の

生き方についての考えを深める

・普段から誰とでも仲よくして

いるか、相手を傷つけたり、

嫌な思いをさせたりしていな

いかと、自分を見つめている。

・仲間外れをしないことの大切さに

気づき、誰とでも仲良くするため

にはどうしたらよいか、様々な視

点から考えている。

・仲間外れをしないでみんなと仲良

くすることの大切さを理解し、誰

とでも仲良くすることについて、

自分との関わりで考えている。

（１）多様性と包摂性の尊重 ＜小学校 特別の教科 道徳＞

１ 普遍的な視点からのアプローチ
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６ 人権教育の視点

社会的包摂の視点から、立場によって考え方や感じ方が違うことを自覚し、他者理解を深めることは重要で

ある。本教材を通して日常生活の中で声をかけたり助け合ったりする包摂的な行動を実践できる態度を育てる

ことができるように工夫する。

また、仲間外れに遭った人の気持ちに寄り添いながら、自他を尊重し合う人間関係の醸成を目指すとともに、

相手の立場に立って物事を考え共感し、互いによりよく生きようとする態度を養う。

７ 本時の指導

（１）準備物

・ワークシート

・アンケート結果

（２）学習の展開

学習活動 児童の反応
指導上の留意点

人権教育の視点

導
入
（
５
分
）

１ アンケート「普段遊ばない友

だちを誘ったことはあります

か？」の回答を見て考える。

・ある ○人。

・ない ○人。

・個人が特定されないよう

に、配慮して進める。

展
開
（
３
５
分
）

２ 「いっしょにあそぼう」を読

んで、わたしの気持ち、ゆきち

ゃんの気持ち、はるかちゃんの

気持ちを考える。

・わたしの気持ち

・はるかちゃんの気持ち

・ゆきちゃんの気持ち

・仲間外れにしたつもりはないの

に言われた。

・先に約束していたから、二人で

遊びたい。

・また今度あそべばいいと思った。

・悲しい。

・寂しい。

・嫌な気持ちになる。

・なぜ仲間に入れてくれなかった

のか。

・はるかちゃんがかわいそう。

・わたしがいじわる。

・仲良しの友だちと遊びた

かった私の気持ちも共

感的に捉えられるよう

にする。

・３人の考え方から、切り

返しやゆさぶりをかけ

ながら、多面的に捉える

ようにする。

・一人でいる友だちに対し

て、その友だちの立場に

なって考えられるよう

に、仲間外れなのか一人

でいても大丈夫なのか

の違いが何なのか問い

返す。

みんなとなかよくすると、うれしい気持ちはどんなに増えるのだろう

第
３
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８ 教科等横断的な取組例

【知識的側面】 【価値的・態度的側面】 【価値的・態度的側面、技能的側面】

３ これからのわたしの行動を

考え、仲間外れにしない方法を

考える。

・班での役割演技

・全体で意見交流

（自分：誘う人）

・相手が喜んでくれたから、誘っ

てよかった。

（誘われた人）

・誘ってもらえると、うれしい。

（周りの人）

・自分も声をかけてみよう。

・「誘う人」「誘われる人」

「周りの人」の立場を考

えられるよう、複数回役

割演技ができるように

する。

・相手の立場に立った行動

をすることが大切なこ

とを伝える。

終
末
（
５
分
）

４ 誰とでも仲良くすることの

大切さについて今日の学習を

含めて、振り返りを書く。

生活科

内容（１）

はじめまして ともだち

道徳

C 公正、公平、社会正義

（11）自分の好き嫌いにとら
われないで接すること

学校行事

遠足

人権参観日

全校レク 等
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◆指導事例（第１学年 公共）

１ 単元名

公共の扉「公共的な空間を作る私たち」

２ 単元について

本事例は科目の導入にあたるため、生徒が「公共」の学習の見通しを持ち、意欲的に学習に取り組むことが

できるように校内の自治的活動や現実社会の具体的課題を題材に設定している。自らの体験の振り返りや具体

的事例の分析を通じ、事実や根拠に基づく多角的・多面的な思考を促し、多様な利害や価値観が対立する場面

において、合意形成を図ることの意義を考察させる。また、この過程で、他者への傾聴と自らの主張の論理的

な説明という対話の継続が、参画の一歩であることを実感させる。これにより、集団の一員としての役割を果

たすことが、持続可能な社会の形成や課題解決につながることを体系的に理解できる単元構成としている。さ

らに、特別活動（ホームルーム活動）と往還させることで、学びに実効性を持たせている。

３ 単元の目標

公共的な空間と人間との関わり、個人の尊厳と自主・自律、人間と社会の多様性と共通性などに着目して、

社会に参画する自立した主体とは何かを問い、現代社会に生きる人間としての在り方生き方を探求する活動を

通して、次の事項を身に付けることができるようにする。

【知識及び技能】

・人間は、個人として相互に尊重されるべき存在であるとともに、対話を通して互いの様々な立場を理解し

高め合うことのできる社会的な存在であること、伝統や文化、先人の取組や知恵に触れたりすることなど

を通して、自らの価値観を形成するとともに他者の価値観を尊重することができるようになる存在である

ことについて理解する。

【思考力・判断力・表現力等】

・社会に参画する自立した主体とは、孤立して生きるのではなく、地域社会などの様々な集団の一員として

生き、他者との協働により当事者として国家・社会などの公共的な空間を作る存在であることにについて

多面的・多角的に考察し、表現する。

【学びに向かう力、人間性等】

・よりよい社会の実現を視野に、現代の諸課題を主体的に解決しようとする。

４ 単元の指導計画（３時間）

第一次：事例①から考える（同調と共感）・・・・・・・・・・・・１時間

第二次：事例②から考える（正当性と排除）・・・・・・・・・・・１時間［本時］

第三次：公共的な空間を作る私たち（対話と合意形成）・・・・・・１時間

※第四次 ホームルーム活動「学校における「共生」への提言書を作成」

（生徒総会前 LH として実施）

（２） 多様性と包摂性の尊重 ＜高等学校 公民＞
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５ 単元における問いの構造図

【単元を貫く問い】背景や考え方が違う私たちが、社会に参画する自立した主体として公共的な空間を共につ

くるには、何が必要か。

←第一次：私たちはなぜ空気を読むのか。

←第二次：公共の場（施設）から、特定の対象やグループを追い出すことは許されるのか。

←第三次：価値観がぶつかったとき、多数決や我慢に頼らず「第３の解決策」をどう見つけるか。

←第四次（LH）：私たちの学校を「共生」に近づけるために、私たちは何をどう変えるべきか。

「公共での学びを踏まえて、校則、施設、行事、日常の関わりについて『私たちの学校

を「共生」に近づけるための解決策』を提言書にまとめ学校へ提出」

６ 単元の評価規準

７ 人権教育の視点

共生社会の実現に向け、他者との差異を認め合いながら、すべての個人が尊厳を持って社会に参画できる包

摂的な社会の在り方を模索しようとする意欲や態度を養う。

８ 本時の指導（２／３時）

（１）本時の目標

・公共的な場における対立する諸価値を多角的に考察し、個人の尊厳を基本とした社会の形成という視点

から、公共の在り方について自らの考えを論理的に構成・表現する。

【思考力・判断力・表現力等】

（２）本時の評価規準

・公共的な場における対立する諸価値を多角的に考察し、個人の尊厳を基本とした社会の形成という視点

から、公共の在り方について自らの考えを論理的に構成・表現している。

【思考・判断・表現】

※本時の評価は「●学習改善につなげる評価」とし、次時の評価を「○評定に用いる評価とする」

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度

・人間は、個人として相互に尊重

されるべき存在であるととも

に、対話を通して互いの様々な

立場を理解し高め合うことので

きる社会的な存在であることを

理解することなどを通して、自

らの価値観を形成するとともに

他者の価値観を尊重することが

できるようになる存在であるこ

とについて理解している。

・社会に参画する自立した主体と

は、孤立して生きるのではなく、

地域社会などの様々な集団の一

員として生き、他者との協働に

より当事者として国家・社会な

どの公共的な空間を作る存在で

あることについて多面的・多角

的に考察し、表現している。

・よりよい社会の実現を視野に、

現代の諸課題を主体的に解決し

ようとしている。
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（３）学習の展開

学習活動等
指導上の留意点等

（人権教育の視点）

評価規準等

（評価方法）

導
入
（
５
分
）

１ 「排除アート」の写真（公園の

ベンチ）を見て、なぜこのような

形をしているのかについて考え、

意見交換を行う。

○公共空間における「誰のためのデザイ

ンか」ということに留意して形の意味

を考えるように伝える。

展
開
（
３
５
分
）

２ 「排除アート」に賛成、反対の

立場に分かれて、それぞれの立場

を支持する意見を考える。

（個人→ペア）

３ 異なる立場のペアとグループを

組み、それぞれの立場から相手ペ

アと討論を行う。

（グループ）

４ ３で行った討論を基に、「公共的

な場（施設）から、特定の対象や

グループを追い出すことは許され

るのか」について、３で話しあっ

たグループ内で意見交流を行う。

（グループ）

○賛成・反対については本人の意見に関

係なく割り振りを行う。

○相手の意見を論破することにこだわる

のではなく、相手がそう考える理由に

ついても考え、共生のための対話とい

う視点を持つように伝える。また、対

話を通して思考を広げ、深めていける

よう机間指導の中で支援する。

○「排除」が差別の助長や、社会的孤立

を生む可能性について触れ、社会で生

きる様々な人たちの立場に思いを巡ら

せるよう留意する。

●公共的な場におけ

る対立する諸価値

を多角的に考察し、

個人の尊厳を基本

とした社会の形成

という視点から、公

共の在り方につい

て自らの考えを論

理的に構成・表現し

ている。

【思考・判断・表現】

（発言・記述）

ま
と
め
（
１
０
分
）

５ 本時の問いに対する振り返り

（自分の意見）を記入する。

６ 全体発表（代表者）

○「排除か受容か」の二択ではなく、誰

もが排除されないための第３の解決策

が必要であるということに思いいたる

ことが、次時の内容につながっていく

ことから、そうした視点のある記述を

選び、全体に共有しておく。

本時の問い：公共的な場（施設）から、特定の対象やグループを追い出すことは許されるのか。

第
３
章

実
践
・
指
導
事
例



101

◆指導事例（第２学年 国語）

１ 単元

立場を尊重して話し合おう ～討論で視野を広げる～

２ 単元ついて

本教材は、「それぞれの立場から考えを述べ、互いの考えの違いなどを基にして論じ合う」ことで、一つのテ

ーマを異なる立場から多角的に検討することができ、その過程において自分自身の見方や考え方を広げていく

ことができる教材である。本学年では、より生徒が主体的に取り組めるよう、討論テーマを「社会的問題」と

し、自分たちが今一番関心のあることを出し合い、そこから選ぶことで、言語活動を必然性のあるものにした

い。そうすることで、自分が主張したいことをもとに情報を集め、よりふさわしい根拠や反論、質問を考えたり

することができる。

話すことは、書くこと以上に具体的な場面を想定することが不可欠である。これまでもグループディスカッ

ションの学習はしてきているが、討論の場では、互いの主張の異なる部分を中心に議論することになるため、

対立的な話し合いになりやすい。そこで本教材では、振り返りの時間を設け、自分の考えの変容をまとめたり、

討論の仕方の良かった点を伝えたりすることで、自分とは異なる考えの良さに目を向け、自らの視野を広げ、

考えを深められることに気づかせたい。

３ 単元の目標

【知識及び技能】

・情報と情報との関係の様々な表し方を理解する。

【思考力・判断力・表現力等】

・「話すこと・聞くこと」において、論理の展開などに注意して聞き、話し手の考えと比較しながら、自分の

考えをまとめ、表現する。

【学びに向かう力、人間性等】

・進んで互いの立場や考えを尊重し、学習の見通しをもって討論しようとする。

４ 単元の評価規準

５ 人権教育の視点

討論では、多様な意見や価値観を尊重し、相手の人格や尊厳を傷つけない態度を育てることが重要である。

自分の意見を安心して伝えられる環境や、相互理解を促進する対話の場を設定することで、社会的包摂や共生

社会の基盤となる力を養う。

また、選んだテーマについて、自分の意思を決定し、互いに考えを尊重しながら交流することで自分なりの

結論を導く態度を養う。

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度

・情報と情報との関係の様々な表

し方を理解し、使っている。

【（２）イ】

・「話すこと・聞くこと」において、

論理の展開などに注意して聞

き、話し手の考えと比較しなが

ら、自分の考えをまとめ、表現

している。

【A（１）エ】

・進んで互いの立場や考えを尊重

し、学習の見通しをもって討論

しようとしている。

（３） コミュニケーション技能 ＜中学校 国語＞
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６ 本時の指導

（１）本時の目標

・論理の展開などに注意して聞き、話し手の考えと比較しながら、自分の考えをまとめることができる。

【思考力・判断力・表現力等】A（１）エ
（２）本時の評価規準

・論理の展開などに注意して聞き、話し手の考えと比較しながら、自分の考えをまとめている。

【思考・判断・表現】A（１）エ
（３）準備物

・ワークシート（討論メモ）

・一人一台端末

（４）本時の展開

学習活動
指導上の留意点

人権教育の視点

評価規準【観点】

（評価方法）

導
入
（
５
分
）

１ 前時の振り返りと単

元の流れを確認する。

･本時のめあてと流れの

確認をする。

○本時の課題を確認するとともに、学習

の見通しが持てるようにする。

・既習事項や討論の流れ等、共有ノート上

にヒント BOXを用意する。
・目的は、ただ意見を述べ合うだけでな

く、相手の意見や価値観を尊重しつつ

論理的に自分の意見を伝えることや、

議論の過程で理由や証拠を示すこと、

相手の意見のポイントを把握したうえ

で反論や賛成をすることを伝える。

展
開
（
４
０
分
）

２ 討論を行う。

・ルールの確認

・「修学旅行に携帯・スマ

ートフォンは必要か」

について

・賛成意見（３分）

・反対意見（３分）

・質疑応答①（４分）

・作戦タイム（５分）

・質疑応答②（４分）

○討論に参加する人、参観する人ともに、

討論のメモを取るように伝える。

○自分たちの考えについて、討論メモを

確認・工夫できるようにする。

・討論の工夫（根拠になる資料活用等）

・司会者の動き（意見の確認や時間配分

等）

○班で討論メモを共有する時間を取り、

工夫や改善点を確認できるようにす

る。

・相手の根拠への反論

・意見の根拠の質の向上

・司会のまとめの準備

（両者の意見や話し合いの仕方のよ

・論理の展開などに注意し

て聞き、話し手の考えと

比較しながら、自分の考

えをまとめている。

【思考・判断・表現】

（討論メモ・発表）

異なる立場や意見の人と話し合い、考えをまとめよう
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３ テーマについて、最終

的な自分の考えをまと

める。

い点等）

○互いの意見の違いを否定せず、異なる

立場の意見のすばらしいところを見つ

けられるようにする。

・討論の評価の視点等、共有ノート上に

ヒント BOXを用意する。
・話し合いの内容から、自分の立場が変

わってもよいことを確認する。その

際、一番納得した相手の意見のポイン

トを理由付けするように伝える。

・司会者は、両者の意見や話し合いのよ

かった点、改善点をまとめるように伝

える。

ま
と
め
（
５
分
）

・本時の振り返り ○討論のメモを手引きに、めあてに対す

る自分の学びをまとめるように伝え

る。

○他者の意見を尊重して対話すると、自

分の考えをより深めることができるこ

とを伝える。
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◆指導事例（第６学年 社会）

１ 単元名

明治の新しい国づくり

２ 単元について

江戸幕府が倒れた後、西郷隆盛、大久保利通らにより、明治天皇を中心とした新しい時代が始まり、諸改革

によって近代的な政治や社会の仕組みが整った。政府は四民平等を掲げ、平民となった百姓、町民にも、名字

を名乗ることや、華族、士族との結婚や職業、住居の自由が認められたが、差別されていた人々は対象外とさ

れた。1871 年、政府は、「身分職業とも平民同様とする」解放令を発布したが、「平民と同様たるべき」という

賤称廃止にとどまり、社会的、経済的補償はなく、積極的に身分解放を示す具体措置はなかった。解放令によ

って政治的制度的な身分制度は崩壊したものの、差別されてきた人々はこれまで負担のなかった課税を命じら

れる、職業の自由化により、江戸時代一手に引き受けていた「牛馬の処理、解体、販売」を失うなど、部落の

困窮化や生活の低実態を招き、貧困、不衛生などに対する「優生思想」が新たな偏見を生みだしてしまう。し

かし、解放令は、制度的に身分差別がなくなったという歴史的にも重要な意味を持ち、身分解放の出発点とな

る法律である。

本単元では、明治維新を契機として、欧米の文化を取り入れつつ我が国の近代化が進められたことを理解さ

せることをねらいとしている。児童には、廃藩置県や四民平等、富国強兵策などの諸改革の内容やどんな欧米

の文化を取り入れたのかという事実を理解させるにとどまることなく、それらが当時の社会や人々の生活にど

のような影響や変化を及ぼしたかを考えさせるようにしたい。

３ 単元の目標

【知識及び技能】

・黒船の来航、廃藩置県や解放令（四民平等）などの改革、文明開化による社会の変化などを理解する。

・調べたことを年表や図表などにまとめ、日本が明治維新を機に欧米の文化を取り入れつつ近代化を進めた

ことを理解する。

【思考力・判断力・表現力等】

・世の中の様子、人物の働きや代表的な文化遺産などに着目して、問いを見いだし、黒船の来航、廃藩置県

や四民平等などの改革、文明開化などについて考え、自分の言葉で表現できる。

・黒船の来航、廃藩置県や四民平等などの改革、文明開化による社会の変化などを関連づけたり総合したり

して、この頃の世の中の様子を考え、適切に表現できる。

・「解放令」が発布された後の、民衆の被差別部落に対する根強い差別意識に対して自分だったらどうするか

を考えることができる。

【学びに向かう力、人間性等】

・条約改正、大日本帝国憲法の発布、日清・日露戦争、科学の発展などについて、予想や学習計画を立てた

り、学習を振り返ったりして、主体的に学習問題を追究し、解決できる。

・学習したことをもとに、過去の出来事が世の中に与えた影響や、現代社会との関連などの視点から、社会

の発展について考えることができる。

（１） 同和問題 ＜小学校 社会＞

２ 個別的な視点からのアプローチ
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４ 単元の評価規準

５ 人権教育の視点

解放令が出されたことによって、厳しく差別されてきた人々の生活がどのように変化したのかを差別された

側の立場になって考えることで、不合理さを共感できるようにする。また、被差別部落の人々は、なくならな

い差別に対して力強く立ち向かった事例から、この後学習する被差別部落の人々を中心に生まれた水平社宣言

が、日本国憲法の基本的な考え方に通じる大切なものであることにつなげていきたい。

６ 本時の指導（３／５時）

（１）本時の目標

・解放令後の被差別部落の人々の様子や依然として残る民衆の差別意識を読み取るとともに、根強い差別意

識に対して自分の考えをもつことができる。 【思考力・判断力・表現力等】

（２）本時の評価規準

・「解放令」が発布された後の、民衆の被差別部落に対する根強い差別意識に対して自分の考えを表現しよう

としている。 【思考・判断・表現】

（３）準備物

・ワークシート ・神祭の絵

・「愛媛県松山市の道後温泉における、温泉入浴拒否に対する差別事件とその判決について」の事例

【人権教育資料集１（同和問題）つながり 高知県教育センター】

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度

・黒船の来航、廃藩置県や解放令（四

民平等）などの改革、文明開化に

よる社会の変化などを理解して

いる。

・調べたことを年表や図表などにま

とめ、日本が明治維新を機に欧米

の文化を取り入れつつ近代化を

進めたことを理解している。

・世の中の様子、人物の働きや代表

的な文化遺産などに着目して、問

いを見いだし、黒船の来航、廃藩

置県や四民平等などの改革、文明

開化などついて考え、表現してい

る。

・黒船の来航、廃藩置県や四民平等

などの改革、文明開化による社会

の変化などを関連づけたり総合

したりして、この頃の世の中の様

子を考え、適切に表現している。

・「解放令」が発布された後の、民

衆の被差別部落に対する根強い

差別意識に対して自分だったら

どうするかを考えている。

・条約改正、大日本帝国憲法の発布、

日清日露戦争、科学の発展などに

ついて、予想や学習計画を立てた

り、学習を振り返ったりして、主

体的に学習問題を追究し、解決し

ようとしている。

・学習したことをもとに、過去の出

来事の世の中に与えた影響や、現

代社会との関連などの視点から、

社会の発展について考えようと

している。
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（４）学習の展開

学習活動
指導上の留意点

（人権教育の視点）

評価規準

（評価方法）

導
入
（
５
分
）

１ 解放令が発布された時の被差別部落

の人々の思いをふり返る。

・顔が明るくなり、喜んだ。

・経験したことのない喜び。

・涙を流しながら、歓声を上げた。

・お祝いの宴をした。

・当事者がいるかもしれない

ことを意識して授業を進め

る。

展
開
（
３
５
分
）

２ 課題を把握し、課題についての考え

をもつ。

○それぞれの立場で意見を出す。

・法律なのでなくなるはず。

・意識はすぐには変わらない。

・なくなってはいないけど、改善はされ

ている。

３ 神祭の絵から、どんな場面かを想像

し、気づいたことを書く。

・左側の人たちは怒っているような目を

している。

・右側の人たちは悲しそうな目をしてい

る。

・入り口の文字を見ると、入ってはいけ

ないのかな？

・周りの人は楽しそう。

○解放令が出されても、差別がなくならな

かったことを確認する。

４ お祭りに入れない人たちは、どんな思

いをしていたのか考える。

・解放令が出されたのに、どうしてに

らまれないといけないのかな。

・同じ平民なのにおかしい。

５ なぜ差別がなくならなかったのかを

考える。

・解放令を出しただけで、政府は何も

しなかった。

・解放令を出されたことを知らない人が

・児童の考えが、全体に共有

できるようにする。

・顔の表情を中心に読み取る

ようにする。

・差別されてきた人たちの思

いや悲しみに共感できるよ

う、自分だったらどう感じ

るのかを考えることができ

るようにする。

・自分の考えを自由に発表し、

話し合うようにする。

・解放令が発布された後

の、民衆の被差別部落に

対する根強い差別意識

に対して自分の考えを

表現しようとしている。

「解放令」が出されて、差別はなくなったのか考えよう
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７ 参考

・人権教育資料集１（同和問題）つながり 高知県教育センター

・神祭の絵

多かった。

・差別する気持ちが根付いていた。

・人の意識はすぐには変わらない。

○「愛媛県松山市の道後温泉における、温

泉入浴拒否に対する差別事件とその判

決について」の事例を紹介し、被差別部

落の人々は、なくならない差別に立ち向

かったことを伝える。

６ 教科書で、解放令について確認する。

・政府が生活を改善する政策を行わなか

ったこと→暮らしがひどくなる。

・住む場所や結婚、就職の差別もなく

ならなかった。

７ 今日の学習のまとめをする。

・もし自分が絵の中にいたら

どうするのかという視点も

考えることができるように

する。

・被差別部落の人々の、差別

に対して立ち向かった力強

さが分かるようにする。

・子どもの言葉を使って、ま

とめをする。

【思考・判断・表現】

（ワークシート）

振
り
返
り
（
５
分
）

８ 学習したことを振り返る。

○わかったこと、友だちの考えから学ん

だこと、これから学びたいことの３視

点で書く。

・差別がなくならなかったこ

とに対して、被差別部落の

人たちはどんな行動をとっ

たのか等、今後学習する水

平社宣言につながるように

授業を振り返る。

「解放令」が出されても、差別はなくならず、国も生活を高める政策を行わなかったので、差別さ

れていた人々の生活は、さらに苦しくなった。→厳しい差別に立ち向かった。
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◆指導事例（第３学年 公民的分野）

１ 単元名

個人の尊重と日本国憲法

２ 単元について

中学校学習指導要領（社会）の「内容Ｃ 私たちと政治（１）人間の尊重と日本国憲法の基本的原則」に、「個

人の尊重と法の支配、民主主義など民主政治の基本となる考え方について理解できるようにするために、人間

の尊重についての考え方を、民主社会において全ての人間に保障されるべき価値を内容としてもつ基本的人権

を中心に深めることができるようにする」とある。

そこで、この単元では、民主的なものの見方や考え方の基礎を養うことをねらいとし、人間の尊重の考え方

について基本的人権を中心に深めさせる。

自由権や平等権、社会権、さらに社会の発展にともなう新しい人権にはどのようなものがあり、それがなぜ

重要なのか、具体的な事例を通して理解させるとともに、基本的人権は、日本国憲法第 13 条の「個人の尊重」

を根本としていることを理解し、自他の権利を尊重する精神と態度を養う。

３ 単元の目標

【知識及び技能】

・人間の尊重についての考え方を、基本的人権を中心に深め、法の意義を理解する。

・民主的な社会生活を営むためには、法に基づく政治が大切であることを理解する。

【思考力・判断力・表現力等】

・個人の尊重と法の支配、民主主義などに着目して、我が国の政治が日本国憲法に基づいて行われているこ

との意義について多面的・多角的に考察し、表現する。

【学びに向かう力、人間性等】

・人間の尊重についての考え方や日本国憲法の基本的原則などについて、現代社会に見られる課題の解決を

視野に主体的に社会に関わろうとする。

４ 単元の評価規準

５ 人権教育の視点

現代社会の性差をめぐる課題から、無意識の偏見や構造的格差に気づき、法的な知見を深めることを通して、

誰もが尊重される公正な社会の実現に向けて主体的に参画しようとする態度を養う。

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度

・人間の尊重についての考え方

を、基本的人権を中心に深め、

法の意義を理解している。

・民主的な社会生活を営むため

には、法に基づく政治が大切

であることを理解している。

・個人の尊重と法の支配、民主主

義などに着目して、我が国の政

治が日本国憲法に基づいて行わ

れていることの意義について多

面的・多角的に考察し、表現し

ている。

・人間の尊重についての考え方や

日本国憲法の基本的原則などに

ついて、現代社会に見られる課

題の解決を視野に主体的に社会

に関わろうとしている。

（２） 女性 ＜中学校 社会＞
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６ 本時の指導

（１）本時の目標

・現代社会における男女間の偏見や差別をなくすために制定された法律を基に、男女の本質的平等に向け

て多面的・多角的に考察、構想し、表現する。 【思考力・判断力・表現力等】

・性別による格差や無意識の偏見が「個人の尊重」を妨げている現状に気づき、誰もが尊重される社会の

実現に向けての解決策を考えることを通して、社会に主体的に参画しようとする。

【学びに向かう力、人間性等】

（２）本時の評価規準

・現代社会における男女間の偏見や差別をなくすために制定された法律を基に、男女の本質的平等に向け

て多面的・多角的に考察、構想し、表現している。 【思考・判断・表現】

・性別による格差や無意識の偏見が「個人の尊重」を妨げている現状に着目し、誰もが尊重される社会の

実現に向けての解決策を考えることを通して、社会に主体的に参画しようとしている。

【主体的に学習に取り組む態度】

（３）準備物

・ワークシート ・一人一台端末 ・架空の求人票

（４）学習の展開

学習活動
指導上の留意点

（人権教育の視点）

評価規準

（評価方法）

導
入
（
５
分
）

１ 性別によって条件に違いがある

架空の求人票を読み、その不平等

な点を考える。

○求人票の内容を給与額の差といった

ものだけでなく、職種による固定観

念などの、無意識の偏見（アンコンシ

ャス・バイアス）に気づけるような内

容にする。

展
開
（
４
０
分
）

２ グラフ等から、現代社会におけ

る男女間の労働に関わる差異を読

み取る。

・男女の平均賃金のグラフ

・管理職への登用率のグラフ等

３ 社会における男女の格差問題の

解決に向けての法律を知り、その

内容を理解する。

・男女雇用機会均等法

・男女共同参画社会基本法

○男性側の視点も、意識できるよう例

示等を行う。

・男性は長時間労働に陥りやすい。

・育児休暇が取得しにくい。 等

○「女性活躍推進法」や「育児・介護休

業法」の改正など、現在も関係法等の

アップデートが続いていることを伝

え、現在進行形での社会の課題とし

て捉えられるようにする。

本当の男女の平等とは何か、社会の現状をもとにして考えよう
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４ １で用いた架空の求人票をどの

ように改善すれば平等な内容にな

るかを考える。

個人思考→グループ協議

５ 各グループが改善した求人票を

比較し、どの求人票がより平等に

なっているかについて話し合う。

○個人思考をしている時には３で調べ

た法令の内容を踏まえるように助言

する。

○求人票の書き換え（「男性募集→男女

募集」に変更するのみ等）にとどまら

ないよう、「平等」とは何かという視

点での協議が行われるように支援や

助言を行う。

○「どの項目を一番重要視したか」を共

有させることで、男女の本質的な平

等に迫ることができるようにする。

・現代社会における男

女間の偏見や差別を

なくすために制定さ

れた法律を基に、男女

の本質的平等に向け

て多面的・多角的に考

察、構想し、表現して

いる。

【思考・判断・表現】

（ワークシート）

ま
と
め
（
５
分
）

６ 男女の本質的平等を目指すため

の解決策や自分自身の関わりを考

える。

○「形式的な平等（同じ条件にするこ

と）」と「実質的な平等（個々の事情

を汲み取った上で機会を保障するこ

と＝公平・公正という考え方）」の違

いを踏まえた考えとなるように助言

する。

○性に関する平等について考える際に

は男女だけでなく、性的マイノリテ

ィの人たちに配慮するという視点も

あるということについて補足説明す

る。

・性別による格差や無

意識の偏見が「個人の

尊重」を妨げている現

状に着目し、誰もが尊

重される社会の実現

に向けての解決策を

考えることを通して、

社会に主体的に参画

しようとしている。

【主体的に学習に取り組む態度】

（ワークシート・発表）
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◆指導事例（第１学年 地理的分野）

１ 単元名

世界の諸地域 アフリカ州

２ 単元について

本単元は、学習指導要領（社会）の地理的分野「内容 B 世界の様々な地域（２）世界の諸地域③アフリカ州」

に基づき、各州の地域的特色を大観し、地球的課題の要因や影響を多面的・多角的に考察することを目的とし

ている。

アフリカ州は、人類誕生の地としての歴史を有しながらも、近世以降の奴隷貿易や長きにわたる植民地支配

の影響を強く受けてきた。その過程で形成されたモノカルチャー経済という構造的課題に対し、現在はレアメ

タルの産出やフェアトレードの推進といった経済自立への取り組みが見られる。一方で、人口爆発に伴う食糧

不足、貧困や飢餓、紛争など、克服すべき課題も依然として多い。

本単元では、こうしたアフリカ州の諸課題を解決するための学習活動を通じ、生徒の思考力・判断力・表現

力を育成する。特に、課題解決へのアプローチとして「子どもの権利」に着目し、「子どもの権利条約」の視点

から人権の重要性を検討する。これにより、他者のみならず自分自身の権利についても主体的に捉え直す、深

い学びを目指したい。

なお、本単元では、アフリカ州の近年の急速な ICT の普及や目覚ましい経済発展の実態にも光を当てる。こ

れにより、アフリカの子どもたちを単なる「支援の対象」として捉えるのではなく、共に未来を創造する主体

的な存在として尊重し、先入観にとらわれない多角的な視点から、共生社会の在り方を考察できるようにした

い。

３ 単元の目標

【知識及び技能】

・アフリカ州の人々の暮らしと地域的特色を理解している。

・単元を貫く課題の解決に向けて、様々な資料を収集し、必要な情報を読み取り、図表などにまとめる。

【思考力・判断力・表現力等】

・アフリカ州の人々の暮らしの変化や、課題について資料や図表をもとに判断し、自分たちにできることや

日本としてできることを多面的・多角的に考え、自分の言葉で表現する。

【学びに向かう力、人間性等】

・アフリカ州に暮らす人々のよりよい生活の実現に向けて、主体的に課題を追究する。

４ 単元の評価規準

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度

・アフリカ州の人々の暮らしと地

域的特色を理解している。

・単元を貫く課題の解決に対して、

様々な資料を収集し、必要な情

報を読み取り、図表などにまと

めている。

・アフリカ州の人々の暮らしの変

化や、課題について資料や図表

をもとに判断し、自分たちにで

きることや日本としてできるこ

とを多面的・多角的に考え、自

分の言葉で表現している。

・アフリカ州に暮らす人々のより

よい生活の実現に向けて、主体

的に課題を追究しようとしてい

る。

（３） 子ども ＜中学校 社会＞
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５ 人権教育の視点

本単元では、エチオピアで暮らす 13 歳の少女・アイシャさんの日常（日本ユニセフ協会動画資料から）を事

例として、生徒と同世代の視点から現在進行形の人権課題を具体的に把握させることを目的とする。

学習の展開にあたっては、日本ユニセフ協会の「子どもの権利条約」を活用し、アイシャさんの生活の中で

どのような権利が侵害されているのかを多角的に分析させる。その際、単なる現状の把握に留まらず、その背

景にアフリカ特有の歴史的経緯や地理的要因が複雑に絡み合っていることを理解できるようにしたい。

こうした構造的な背景を捉えた上で、アイシャさんの生活向上に必要な手立てを検討する活動を通じ、「権利

が守られることは、他者のみならず自分自身にとっても当然の権利である」という自分たちも当事者であると

いう気づきを促す。他者の人権を尊重することと、自分自身の権利を大切にすることを一連のものとして捉え

直し、生徒一人ひとりの人権意識を内面化させる契機としたい。

６ 本時の指導

（１）本時の目標

・アフリカ州の歴史的・地理的背景や、提示された資料（アイシャさんの生活、子どもの権利条約など）から

必要な情報を読み取り、よりよい生活の実現に向けて何が課題となっているかを整理して理解する。

【知識及び技能】

・アフリカ州の中学生が抱える課題を、自分自身を含む「子どもの権利」の問題として捉え、相手の立場に立

ってよりよい生活の実現に向けた解決策を粘り強く考え、主体的に追究する。

【学びに向かう力、人間性等】

（２）本時の評価規準

・アフリカ州の歴史的・地理的背景や、提示された資料（アイシャさんの生活、子どもの権利条約など）から

必要な情報を読み取り、よりよい生活の実現に向けて何が課題となっているかを整理して理解している。

【知識・技能】

・アフリカ州の中学生が抱える課題を、自分自身を含む「子どもの権利」の問題として捉え、相手の立場に立

ってよりよい生活の実現に向けた解決策を粘り強く考え、主体的に追究しようとしている。

【主体的に学習に取り組む態度】

（３）準備物

・ワークシート
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（４）学習の展開

学習活動
指導上の留意点

（人権教育の視点）

評価規準

（評価方法）

導
入
（
１
０
分
）

１ 動画「アイシャの１日」（日本ユ

ニセフ協会）を視聴し、アイシャ

さんのどのような権利が侵害され

ているのかについて気づいたこと

を発表する。

○前時までに学習した「子どもの権利

条約」をもとに、同じ中学生として、

どのような権利が侵害されているの

かを考え、自分の言葉でまとめるよ

うに促す。

展
開
（
３
５
分
）

２ 「アイシャさんが中学生らしい

生活を送るためには何が必要か」

についての自分の考えを、根拠を

明確にしてまとめる。

３ ２で考えた内容をグループで共

有し、「社会全体の仕組み」という

視点から、アイシャさんの生活を

変えるためにどうしたらよいかを

考える。

○「子どもの権利条約」の中から、ア

イシャさんが侵害されていると考え

る権利を２つに絞り、今までの学習

をもとにどうすれば権利の侵害を改

善することができるのかを考えるよ

うに指示する。

○自分の考えをまとめていくに当たっ

て、本単元における既習事項との関

連のもとで考えを深められるよう

に、既習の重要語句を提示し、その

中から２つ以上用いるように指示す

る。

・植民地 ・レアメタル

・モノカルチャー経済 等

○貧困の背景にあるモノカルチャー経

済や植民地支配の歴史を、解決すべ

き社会のしくみとして論理的に捉え

られるようにし、日本や既習の他地

域との比較などから解決策を探るよ

う伝える。

○地域内での協力や、子どもの権利条

約という国際的な仕組みを活用した

解決の可能性などにも留意できるよ

うに助言を行う。

・アフリカ州の歴史的、

地理的背景や、提示さ

れた資料（アイシャさ

んの生活、子どもの権

利条約など）から必要

な情報を読み取り、よ

りよい生活の実現に

向けて何が課題とな

っているかを整理し

て理解している。

【知識・技能】

（ワークシート）

・アフリカ州の中学生

が抱える課題を、自分

自身を含む「子どもの

権利」の問題として捉

え、相手の立場に立っ

てよりよい生活の実

現に向けた解決策を

粘り強く考え、主体的

に追究しようとして

いる。

【主体的に学習に取り組む態度】

（ワークシート・発表）

アイシャさんの「権利」が守られるために必要なアフリカ州の社会の仕組みを考えよう
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ま
と
め
（
５
分
）

４ アフリカが抱える課題の解決に

ついて考えることは、アフリカの

子どもたちの権利を守ることにな

るとともに、自分自身の権利につ

いて考えることに繋がるという視

点から振り返りを行う。

〇子どもの権利条約が国境を越えた共

通のルールであることを踏まえ、自

分自身の生活や学校生活においても

「誰かの権利が損なわれていない

か」を問い直す機会とする。
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◆指導事例（第２学年 介護福祉基礎）

１ 単元名

介護の意義と役割

２ 単元について

高等学校学習指導要領（福祉編）の「 内容（１）介護の意義と役割 ア 尊厳を支える介護」に「人間の尊

厳を保持するための介護の必要性や高齢者や障害者などの虐待防止の重要性について扱うこと」とある。

そこで、この単元では、基本的人権の尊重を基盤とした介護の在り方を学習させる。また、介護は、利用者

一人一人の尊厳を守り、その人らしい生活を支える専門的な実践であることを理解させる。さらに、介護従事

者として求められる専門性や職業倫理を身に付け、自立した生活を送るための支援や介護を担う職業人として

の自覚と使命感を育むことをねらいとしている。

３ 単元の目標

【知識及び技術】

・尊厳ある介護について理解するとともに、関連する技術を身に付ける。

【思考力・判断力・表現力等】

・介護に関する意義と役割についての課題を発見し、職業人に求められる倫理観を踏まえ、科学的根拠に

基づいて創造的に解決する。

【学びに向かう力、人間性等】

・介護に関する意義と役割、介護の必要性について自ら学び、主体的かつ協働的に取り組む。

４ 単元の評価規準

５ 人権教育の視点

本単元では、高齢者を「支援の対象」としてではなく、「権利の主体」として捉える視点を育てる。虐待の背

景や種類、高齢者虐待防止法等について理解させるとともに、高齢者がこれまで培ってきた経験に敬意を払う

ことや、高齢者の身体的・精神的な変化や生活実態等に合わせて、高齢者の人権を尊重したコミュニケーショ

ンを心がける態度といった人権教育の価値的・態度的側面や技能的側面にも焦点を当てた指導をねらいとして

いる。また、保護者や生徒自身が当事者である可能性も考えられるため、当事者の抱える課題や心情にも配慮

した授業展開を心がける。

知識・技術 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度

・尊厳を支える介護について体系

的・系統的に理解しているとと

もに、関連する技術を身に付け

ている。

・介護に関する意義と役割につい

ての課題を発見し、職業人に求

められる倫理観を踏まえ、科学

的な根拠に基づいて創造的に

解決している。

・介護の関する意義と役割、介護

の必要性について自ら学び、主

体的かつ協働的に取り組もう

としている。

（４） 高齢者 ＜高等学校 福祉＞
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６ 本時の指導（３／４時）

（１）本時の目標

・高齢者虐待の種類や背景、高齢者虐待防止法について理解する。

・高齢者の喪失体験を疑似体験し、尊厳や権利の視点からその心情を考える。

（２）本時の評価規準

・高齢者虐待の種類や背景、高齢者虐待防止法について理解している。 【知識・理解】

・尊厳や権利の視点からその心情を考察し、わかりやすく表現している。 【思考・判断・表現】

（３）準備物

・ワークシート

①１人６枚の紙を受け取る。

②自分が大切にしているものやことをそれぞれの紙に１つずつ記入する。

③教員から、加齢に伴い心身の変化において失っていくものを聞く。

④自分の紙に該当するものがあった場合には、その紙に×印をつける。

⑤③から④を繰り返す。

⑥喪失体験をした時の気持ちを書き出す。

（４）学習の展開

学習活動
指導上の留意点

（人権教育の視点）

評価規準

（評価方法）

導
入
（
７
分
）

１ 本時の学習の内容を確認す

る。

・尊厳のある介護について理解す

るための質問について、ペアで

話し合う。

○保護者や生徒自身が介護者である可

能性を踏まえて問いかける。

展
開
（
３
５
分
）

２ 高齢者虐待防止法と虐待の

種類を理解する。

・虐待の種類をワークシートで確

認する。

・高齢者虐待防止法について、ワ

ークシートに記入する。

・虐待者に関する状況をワークシ

ートのグラフから読み取り、ワ

ークシートに記入する。

○高齢者への虐待が、高齢者の尊厳を

著しく侵害する行為であることを確

認させる。

○教科書の該当箇所を示す。

○ヒントを与えながら、データから虐

待の状況を読み取るよう働きかけ

る。

・高齢者虐待の種類や

背景、高齢者虐待防

止法について理解し

ている。

【知識・理解】

（ワークシート）

高齢者の尊厳を尊重した介護について考える
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３ 高齢者虐待の背景を理解す

る。

・虐待者の介護の状況について、

説明を聞いて、ワークシートに

記入する。

・「加齢により心身機能が低下し

自立が難しくなると、介護者の

負担が増大し、知識不足から虐

待に至る場合もある」という高

齢者虐待の背景を理解する。

４ 高齢期の喪失を疑似体験す

る。

・自分が大切にしている物事を１

枚の紙に対して１つずつ記入

する。

・自分の紙に該当する物事があっ

た場合には、その紙に×をつけ

る。

・大切な物事を失ったときの気持

ちを書き出す。

・失ったとしても守られるべきも

のは何か書き出す。

・自分の書き出した気持ちについ

てペアで共有する。

５ 高齢者に関する人権問題に

ついて理解する。

・ワークシートに記入する。

・相談窓口について知る。

○虐待者の状況について説明する。

○教科書の記載とワークシートの虐待

者の状況との関連に気づかせる。

○生徒自身の高齢の家族への関わり

や、周囲の高齢者に対するイメージ

を振り返らせながら、身近なことと

して考えることができるよう促す。

○自分が大切にしているものやことを

用紙に記入させる。

・生徒が記入している間、机間指導に

より内容を確認する。

○加齢に伴い、心身の変化において失

っていくものをひとつずつ伝える。

○高齢であっても今の自分であっても

大切なものやことを失うときの気持

ちは変わらないことに気づかせる。

・喪失体験と尊厳の関連性を言語化で

きるよう支援する。

・失うことが続く中で、人は何を守ら

れたいと思うか考えることができる

よう促す。

○相手の話を聞くときには、うなづき

や相づち、肯定的なフィードバック

をするよう促す。

○教科書の該当箇所を指示する。

○相談窓口について、簡単に具体的な

説明を付け加える。
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７ 参考資料

「厚生労働省 高齢者虐待の基本Ⅰ」

ま
と
め
と
振
り
返
り
（
８
分
）

６ 本時のまとめをする。

・高齢者虐待防止法に向けた介護

従事者の視点をワークシート

に書き、ペアで確認する。

・何組か発表する。

７ 本時の振り返りを行う。

○生徒から出された言葉を用いて本時

の学習内容をまとめる。

○本時の学習を振り返らせる。

○次時の学習内容を予告する。

・尊厳や権利の視点か

らその心情を考察

し、分かりやすく表

現している。

【思考・判断・表現】

（観察、ワークシート）
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◆指導事例（第４学年 総合的な学習の時間）

１ 単元名 「みんなが住みやすい町をめざして」（全 40 時間）

２ 単元の目標

障害のある人や関係者の人から話を聞いたり交流したりすることを通して、自分なりの課題をもち学習を進

めていく。学習を通して、人権が大切にされる町は誰にとっても住みよい町であることに気付き、その町づく

りに向けて自分たちにできることを考え、一人一人の違いを認め共に生きていくことの大切さを理解し、人権

が尊重された地域づくりに向けて実践しようとする態度を身に付けることができるようにする。

３ 単元の評価規準

４ 人権教育の視点

・障害のある人の立場に立った学習を通して、相手を思いやり、お互いを認め支え合おうとする。

・障害のある人に対する差別や偏見をなくすためにはどうしたらよいかを探究し、話し合うことにより人権感

覚を養う。

・障害のある人と共に生きている地域で自分ができることについて考え、行動する力を育てる。

５ 指導と評価の計画（全 40 時間）

知識及び技能 思考力、判断力、表現力等 学びに向かう力、人間性等

①体験や交流活動を通して、障害

のある人や関係者の生活や関わ

り、生き方に気付くことができ

ている。

②調査活動や情報収集の手順を身

に付け、必要に応じて適切に実

施している。

③障害のある人への接し方等、自

分の行動の変容は、障害のある

人とその暮らしについて探究的

に学習してきたことの成果であ

ることに気付いている。

①障害のある人の生活の様子や、

様々な人々の関わりを通して感

じた関心をもとに課題を見出

し、解決の見通しをもっている。

②課題の解決に必要な情報を、手

段を選択して多様に収集し、種

類に合わせて蓄積している。

③課題解決に向けて、観点に合わ

せて情報を整理し考えている。

④相手や目的に応じて、分かりや

すく表現している。

①課題を達成するために、探究活

動に進んで取り組もうとしてい

る。

②自分と違う意見や考えのよさを

生かしながら協働して学び合お

うとしている。

③自分と地域のつながりに気付

き、地域の活動に参加しようと

している。

小単元名

（時数）
ねらい・学習活動 知 思 態 評価方法

課題設定

私たちの町の

よさをさぐろ

う。(13)

・自分たちの住んでいる町のよさを書き出し、関心をも

つ。

・３年生の時に行った「町自慢」の学習を振り返えらせ、

自分たちの住んでいる町のよさについてたくさん意

見を出す。

・意見と実際の体験からよさをまとめる。

① ・記録シート

・行動観察

・発言内容

・振り返りシート

（５） 障害者 ＜小学校 総合的な学習の時間＞
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情報収集

整理分析

まとめ

・自分たちの住んでいる町のよさについて地域の人達に

インタビューを行う。

・インタビューした情報を個人で整理した後、グループ

や全体で合わせ共通点や相違点を分析する。

・よさや不便なところ、予想とは違っていたところなど

をまとめる。

・インタビューで集めた情報をもとに，発表の準備をす

る。

② ・記録シート

・行動観察

・発言内容

・振り返りシート

・自分たちが活動を振り返って調べたことをまとめ発表

する。

・「私たちの町のよさ」を発表するとともに、他のグル

ープはどのようなことを調べ、まとめたかを知る。

・現状や悩みを考える。

④ ・記録シート

・行動観察

・発言内容

・振り返りシート

課題

みんなが住

みやすい町

って、どんな

町だろう

(21)

情報収集

整理分析

・「みんなが住みやすい町」とはどのような町なのか、

誰にとって住みやすい町なのかを考える。

・いろいろな人の視点（高齢者、障害者、外国人、子ど

も、妊婦等）から、自分たちの住んでいる町のよさを

考える。

・町の中にある不便さを改善するためには、誰に話を聞

くべきか考える。また、どんなことに不便さを感じて

いるのか、実際に体験できないかを話し合う。

① ② ・記録シート

・行動観察

・発言内容

・振り返りシート

・生活の中の不便さを疑似体験するとともに、障害のあ

る人のボランティア活動をいている人や障害者スポ

ーツをしている人から話を聞く。

・疑似体験をする

（アイマスク体験、点字体験、車椅子体験、聴覚障害体

験、高齢者疑似体験、白杖体験、障害者スポーツ 等）

① ① ・記録シート

・行動観察

・発言内容

・振り返りシート

・障害のある人をよりよく知るための質問内容を考え、

交流を行う。

・障害のある人や施設で働く人から、どんなことが改善

されたらいいのか、話を聞き、実際にどんなことで困

っているのか、現状や悩みを聞く。

・私たちができることについて意見を出し合う。

② ② ・記録シート

・行動観察

・発言内容

・振り返りシート

・見学や体験、インタビューした情報をもとに、自分が

できることや記載する内容や構成を考え、「みんなに

とって住みやすい町プラン」を作成する

・自分たちが調べたこと、考えたこと、まとめたことを

地域に広げるため、学習発表会を行う。

・たくさんの人に来てもらえるように招待状を書く。

③ ③ ・記録シート

・行動観察

・発言内容

・振り返りシート
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６ 本時の指導（35／40）

（１）本時の目標

相手の立場を想像し、音楽で深めた曲の思いを、手話を使ってよりよく伝える方法を考えることができる。

（２）本時の評価規準

音楽で深めた曲の思いを、手話を使ってよりよく伝える方法を考えようとしている。

【主体的に学習に取り組む態度】

（３）学習の展開

まとめ

地域へのか

かわり方を

考えよう。

（６）【本時】

・学習発表会で「みんなにとって住みやすい町プラン」

をもとに発表するための準備をする。

・障害のある方も発表内容がわかるように、手話で伝え

る準備もする。

・自分たちで決めた表現方法に必要な要素を考え、伝え

たい内容と結びつけ、「みんなにとっても住みやすい

町」を実現するために、いろいろな人の視点から自分

たちには何ができるのかを考え、発表する。

③ ④ ・記録シート

・行動観察

・発言内容

・振り返りシート

学習活動
指導上の留意点

人権教育の視点

評価規準

（評価方法）

導
入
（
５
分
）

１ ゲストティーチャーを紹介し、手話での

挨拶（こんにちは、ありがとう、自分の名

前など）を教えてもらう。

○簡単な手話でペアで自己紹介をし、コミュ

ニケーションを楽しむ。

２ 「OMOIYARIの歌」を歌う。

・手話を使う楽しさを体感でき

るようにする。

・ゲストティーチャーに、なぜ

手話が大切なのか、簡単な実

体験を交えて話してもらう

時間も確保する。

展
開
（
３
５
分
）

３ 「OMOIYARIの歌」の手話付き動画を
見る。

４ 手話を使って歌う時、どんなことに気を

つけたら、自分の気持ちが聞いている人に

伝わるのか考える。

・大きく手を動かす

・曲のリズムに合わせる

・歌詞に合った動きをする

・歌う表情も大切

・手話が聴覚障害の人だけのコ

ミュニケーション方法では

なく、自分自身の表現方法の

１つであることを意識でき

るようにする。

聞いている人に思いが届くように、表情や動きを工夫して手話で歌おう
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７ 教科等横断的な取組例

【知識的側面】 【価値的・態度的側面】 【価値的・態度的側面、技能的側面】

○ゲストティチャーから手話を使って歌う時

のアドバイスをもらう。

○繰り返し出てくる言葉や、大事にしたい言

葉の手話を、ゲストティチャーから習う。

５ 班で端末を使い、練習をする。

６ 班で工夫したところ、気を付けたところ

を発表する。

○全員で歌う

・ゲストティチャーからアドバイスをもら

う。

・手話で、相手が性格や気持ち

も読み取ること、声が出ない

と、動作が小さくなること

や、口の動きで読み取る人も

いるので、口を大きく開けて

歌う等、聴覚障害者の立場に

立って手話を使って歌うポ

イントを伝える。

・教員とゲストティーチャーで

机間指導を行い、子どもたち

の「こんな風に表現したい」

という思いを具体的な動き

にできるよう支援する

・互いの発表の良い点を見つ

け、認め合う雰囲気をつく

る。

・音楽で深めた曲の

思いを、手話を使

ってよりよく伝

える方法を考え

ようとしている。

【主体的に学習に取り組む態度】

（行動観察）

振
り
返
り
（
５
分
）

７ 本時の学習を振り返る。

・今日の学習で、考えたこと思ったことを

書く。

・子どもたちの言葉で「相手に

伝わる手話表現のポイント

を整理し、板書で共有する。

国語

内容 〔知識及び技能〕（１）ア

言葉には、考えたことや思った

ことを表す働きがあることに気

付くこと。

「いろいろな伝え方」

音楽

A表現 （１）歌唱

ア、イ、ウ(イ)
「思いを音楽で伝えよう」

総合的な学習の時間

○ゲストティチャーを招いて、手話の表現

方法について詳しく学ぶ。

○学習発表会や施設を訪問して発表する。
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８ 参考

【知識的側面】 【価値的・態度的側面】 【価値的・態度的側面、技能的側面】

◆指導事例（第４学年 音楽）

１ 題材名 思いを音楽で伝えよう

２ 教材名 「ＯＭＯＩＹＡＲＩの歌」 藤田恵美作詞・作曲

３ 題材について

本題材の教材曲「OMOIYARI のうた」は、2008 年に作曲され、全国へと広がり 2018 年には小学校 4年生道

徳の教科書にも掲載された。作詞・作曲者の藤田さんは学校でのボランティア活動を通して、思いやりの大

切さを子どもたちに歌を通して伝えることをライフワークとして活動しようと決心した。愛知県の小学校訪

問で多くの子どもたちと一緒に「思いやりって何だろう？」を考え、その答えを集めて「OMOIYARI のうた」

は作られた。子どもたちから集めた｢思いやり｣の言葉をもとにつくった心温まる楽曲となり、愛知おもいや

りサミットで披露された後、日本青年会議所｢OMOIYARI 運動｣の公式テーマソングにもなっている。

本題材では、詩と音楽との関わりの特徴を見つけ、曲想に合う歌い方の工夫について考え、歌唱表現につ

なげていきたい。

なお、本題材で学んだ「OMOIYARI のうた」は教科等横断的な取組の一環として、総合的な学習の時間に地

域の施設訪問で手話コーラスとして発表する。音楽科で学んだ教材曲のもつメッセージを合唱とともに手話

で伝える、という学習へと広げていく。

【本題材で扱う学習指導要領の内容】

Ａ表現 （１）ア 歌唱表現についての知識や技能を得たり生かしたりしながら、曲の特徴を捉えた表現を

工夫し、どのように歌うかについて思いや意図をもつこと

イ 曲想と音楽の構造や歌詞の内容との関わりについて気付くこと

ウ（イ）呼吸及び発音の仕方に気を付けて、自然で無理のない歌い方で歌う技能

［共通事項］(１)
(本題材において児童の指導・判断のよりどころとなる主な音楽を形づくっている要素：｢旋律｣）

＜小学校 音楽＞

音楽

A表現 （１）歌唱

ア、イ、ウ(イ)
「思いを音楽で伝えよう」

国語

内容 〔知識及び技能〕（１）ア

言葉には、考えたことや思った

ことを表す働きがあることに気

付くこと。

「いろいろな伝え方」

教科等横断的な取組として、音楽の指導事例を掲載しています。

音楽の指導事例には、６ 人権教育の視点及び７（４）の本時の展開の「指導上の留意点」に、人権が尊重

される授業づくりの視点（P77）を記載しています。

総合的な学習の時間

○ゲストティチャーを招いて、手話の表現方

法について詳しく学ぶ。

○学習発表会や施設を訪問して発表する。
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４ 題材の目標

【知識及び技能】

・曲想と旋律などの音楽の構造や歌詞の内容との関わりについて気付くとともに、思いや意図に合った表

現をするために必要な、呼吸及び発音の仕方に気を付けて、自然で無理のない歌い方で歌う技能を身に

付ける。

【思考力・判断力・表現力】

・旋律について聴き取り、それらの働きが生み出すよさや面白さ、美しさを感じ取りながら、聴き取った

ことと感じ取ったこととの関わりについて考え、曲の特徴を捉えた表現を工夫し、どのように歌うかに

ついて思いや意図をもつ。

【学びに向かう力、人間力等】

・音楽の特徴を捉えて表現する学習に興味をもち、音楽活動を楽しみ、主体的・協働的に歌唱の学習活動

に取り組み、思いを伝える合唱に親しむ。

５ 評価の視点

６ 人権教育の視点

歌詞に込められた思いや、どのような歌い方で表現するかを話し合う活動を通して、自分なりの解釈や感じ

方に気づくとともに、友だちの多様な考えに触れ、それぞれの考えの良さを認め合う態度を養う。

７ 本時間の指導（３/３）

（１）本時の目標

音楽の特徴を捉えて表現する学習に興味をもち、音楽活動を楽しみつつ、主体的・協働的に歌唱の歌習

の活動に取り組むことができる。 【学びに向かう力、人間力等】

（２）本時の評価規準

音楽の特徴を捉えて表現する学習に興味をもち、音楽活動を楽しみながら、主体的・協働的に歌唱の学

習活動に取り組もうとしている。 【主体的に学習に取り組む態度】

（３）準備物

「OMOIYARI のうた｣の歌詞

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度

知曲想と音楽の構造や歌詞の内

容との関わりについて気付い

ている。

技思いや意図に合った表現をす

るために必要な、呼吸及び発音

の仕方に気を付けて、自然で無

理のない歌い方で歌う技能を

身に付けて歌っている。

思旋律について聴き取り、それらの

働きが生み出すよさや面白さ、美

しさを感じ取りながら、聴き取っ

たことと感じ取ったこととの関

わりについて考え、曲の特徴を捉

えた表現を工夫し、どのように歌

うかについて思いや意図をもっ

ている。

態音楽の特徴を捉えて表現する学

習に興味をもち、音楽活動を楽

しみながら、主体的・協働的に

歌唱の学習活動に取り組もうと

している。
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（４）本時の展開

学習活動
指導上の留意点

人権教育の視点

評価規準

（評価方法）

導
入
（
５
分
）

１ 前時の復習をする。

２ 本時のめあてを知る。

・前時に学習した歌詞の内容につい

てキーワードを提示しながら復習

し、通して歌う。

・一番強く伝えたい歌詞のメッセー

ジは何かを問い、めあてにつなげ

る。

展
開
（
３
５
分
）

３ 歌詞を朗読し、伝えたいメッセージ

について考える。

・｢思いやりって何だろう？｣の問いの答

えになると思う歌詞をグループで話し

合う。

４ ３で意見交換した歌詞について、答

えになっていると思う歌詞を合意形成

し、歌い方の工夫を考える。

・旋律の特徴を聴き取り、歌詞の言葉と

の関わりを考え、特徴を生かした歌い

方を歌い試していく。

５ 考えた歌い方の工夫について共有

し、全員で歌う。

・児童たちからいろいろな意見が出

るように、肯定的な評価をする。

・作詞・作曲者の藤田さんの言葉を

紹介し、訴えているメッセージに

ついて考えがもてるよう支援す

る。

・歌詞のメッセージについて、友だ

ちの意見を尊重しながら合意形成

していくことを伝える。

・旋律の動きに着目して、曲想との

関わりに気づくように促す。

・それぞれのグループで歌い試しな

がら、意見交換できるよう、タブ

レットに音源を入れておく。

・旋律の繰り返しや歌詞の繰り返し

について、どのように工夫して歌

うとよいのか共有する。

・音楽の特徴を捉え

て表現する学習

に興味をもち、音

楽活動を楽しみ

ながら、主体的・

協働的に歌唱の

学習活動に取り

組もうとしてい

る。

【主体的に学習に取り組む態度】

（観察）

振
り
返
り
（
５
分
）

６ 本時の学習を振り返る。 ・｢OMOIYARIのうた｣を総合的な学
習の時間で手話コーラスにするこ

とを伝える。

｢OMOIYARIの歌」は、温かく幸せな感じが伝わるように、せんりつと歌のくりかえしを
クレッシェンドして、優しいフォルテで歌う。

曲のメッセージが伝わるように、歌い方を工夫しよう
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◆指導事例（第３学年 保健体育）

エイズや HIV についての知識を身に付け、正しい判断ができるようにしよう

〈教育課程上の位置付け〉

１ 単元について

本単元では、人間の健康は主体と環境が関わり合って成り立つこと､健康を保持増進し､疾病を予防するため

には､それに関わる要因に対する適切な対策があることについて理解することが必要である。さらに､自他の健

康に関心をもち､現在だけでなく生涯を通じて健康の保持増進や回復に主体的に取り組む態度を身に付けるこ

とが必要である。そのため、適切な運動､食事､休養及び睡眠が必要であること､生活行動と健康に関する内容と

して喫煙､飲酒､薬物乱用を取り上げ､これらと健康との関係を理解できるようにすることが大切である。また､

疾病は主体と環境が関わりながら発生するが､それらの要因に対する適切な対策や保健・医療機関や医薬品を有

効に利用することなどによって予防できること､社会的な取組も有効であることなどの知識と健康な生活と疾

病の予防に関する課題を解決するための思考力､判断力､表現力等の育成を中心として構成している。

本時では、エイズの疾病概念や感染経路、感染リスクを軽減する効果的な予防方法を身に付ける必要がある

ことを理解するとともに、患者や感染者に対する偏見や差別があることを知り、その人たちの悩みや苦しみを

理解し、安心・安全に暮らしていく社会にしていくためにはどうしたらよいのかを考えるよい機会になる学習

でもある。

２ 本時のねらい

・エイズ及び HIV ウイルスの疾病概念や感染経路について理解し、エイズ患者への差別について考えること

ができるようにする。

３ 評価の視点

・エイズ及び性感染症の疾病概念や感染経路、感染のリスクを軽減する効果的な予防方法を身につける必要

があることについて理解している。

・患者や感染者に対する偏見や差別があることを知り、その人たちの悩みや苦しみを理解し、共に生きる社

会に向けてどうすればいいのかを考えている。

４ 人権教育の視点

感染は自分や大切な家族にも起こりうることであり、他人事ではなく自分自身の問題として捉えることが大

切である。自分や身近な人が感染したらどう感じるかを想像することが、差別や偏見をなくすことにつながる。

様々な感染症を予防するためには、病気に対する正しい知識を理解すると共に、HIV 感染者やエイズ患者に対

する偏見や差別があることを知り、その人たちの悩みや苦しみを理解し、共に生きる社会づくりを考える態度

を身に付ける視点も大切にして学習を進めていきたい。

（６） 感染症患者等（エイズ・HIV） ＜中学校 保健体育＞

保健体育 （１）健康な生活と疾病の予防 （オ）感染症の予防 ○イエイズ及び感染症の予防
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（４）学習の展開

学習活動
指導上の留意点

（人権教育の視点）
評価の視点

導
入
【
５
分
】

１ 前時の復習

・事前に実施したエイズ及び

HIV に関する問題を再確認す

る。

２ エイズに対する差別や偏見

について考える。

・なぜ、こんな事例が広がった

のかを考える。

３ 本時のめあてを確認する。

・エイズに関する差別や偏見の事例（エ

イズパニック）をいくつか紹介し、ど

のように感じたか共有する。

展
開
【
３
７
分
】

４ エイズについて学ぶ

○主な症状

○主な感染経路

【血液・性的接触・母子感染】

○エイズの予防方法について、

調べる。

５ 現在の治療では、早期に発見

し、適切な治療をすることで、

重病化しないことを確認する。

６ 発問「友だちが HIV に感染し

てたらショックを受けてしま

うので、検査をしたくないと言

われたらどう答える？」

・個人で考えた後、グループで

共有する。

○答え方のポイントを確認する

・気持ちに寄り添う

・検査の大切さを伝える

・正しい知識を伝える

・友だちとして支える気持ちを

伝える。

・生徒の中に HIV 感染者や家族がいる可

能性を考えて説明する。

・感染者は特別な人という距離感を生ま

ないよう、誰でもなる可能性があると

いうことを伝える。

・教科書や本冊子 P54 の県内の医療関係

者の Message を読み、治療方法や当事

者の思い、困り事を共感できるように

する。

・グループ活動では、相手の意見を否定

するのではなく、尊重し共感するよう

に声掛けする。

・カミングアウトにもつながる可能性が

あるので、相手の気持ちを尊重した対

応が必要であることを意識できるよう

にする。

・エイズ及び性感染症の

疾病概念や感染経路、

感染のリスクを軽減す

る効果的な予防方法を

身につける必要がある

ことについて、理解し

ている。

・患者や感染者に対する

偏見や差別があること

を知り、その人たちの

悩みや苦しみを理解

し、共に生きる社会に

向けてどうすればいい

のかを考えている。

エイズや HIV についての知識を身に付け、正しい判断ができるようにしよう
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ま
と
め
【
８
分
】

７ まとめ

８ 振り返り

・生徒の言葉を使ってまとめる。

・コロナ禍で起こった差別問題と関連さ

せ、正しい知識をもつことが自分も他

者も大切にすることにつながることを

確認する。

HIV の感染を防ぐためには、不特定多数との性的接触をしないこと、コンドームを正しく使用

することが重要である。また、感染を早期発見し、治療を始めることで症状を抑える事が可能

である。
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◆指導事例（第６学年 特別の教科 道徳）

１ 主題名 公正・公平な社会をめざして Ｃ（13）公正、公平、社会正義

２ 教材名

～ハンセン病と家族の物語～ 夢でしか帰れなかった故郷

法務省人権擁護局 （公財）人権教育啓発推進センター作成

３ 題材について

ハンセン病は現代ではほとんど発症することがなく、適切な治療によって完治する病気である。しかし、か

つて国が採用した強制隔離政策により、ハンセン病は恐ろしい病気だという誤ったイメージが社会に根付いて

しまった。この偏見は元患者だけでなく、その家族にも深い差別や苦しみをもたらした。

現在、隔離を定めた法律は廃止されているものの、元患者やその家族に対する偏見や差別は依然として存在

している。こうした問題を解消するためには、ハンセン病に関する正しい知識を得ることが何より重要である。

また、偏見や差別は他人ごとで済まされる問題ではなく、自らの行動や考え方と密接に関係するという自覚を

持つことが必要である。

本単元では、ハンセン病元患者たちが受けてきた偏見や差別と同様、その家族も深刻な差別や偏見に苦しん

できたことにもふれ、社会正義の実現ついて考えることができるようにしたい。

４ 本時のねらい

ハンセン病の歴史や元患者の姿などを通して、差別や偏見をなくすため自分たちができること考え、差別や

偏見をもたず、公正、公平な態度で正義の実現に努めようとする実践意欲を育てる。

５ 評価の視点

６ 人権教育の視点

差別や偏見を持たずに公正・公平な態度で正義を追求することの大切さを考え、差別や偏見が生じる背景や、

それらを克服する難しさと必要性に目を向け、公正で公平な社会の実現について理解を深める。そして、差別

や偏見を許さない姿勢を大切にし、誰もが幸せに暮らせる社会をつくるために、自分自身がどのようなことが

できるかを考える。

７ 本時の指導

（１）準備物

・動画教材「ハンセン病と家族の物語～夢でしか帰れなかった故郷」（法務省）

・コロナ禍の事例（新聞等） ・ワークシート

道徳的価値の理解を基に自己を

見つめる

道徳的価値の理解を基に多面的・多

角的に考える

道徳的価値の理解を基に自己の生

き方についての考えを深める

・クラスや集団、社会の中で、

多数派ではない立場の人に対

してどのような考え方をして

いたかと、自分を見つめてい

る。

・社会的な差別や偏見が起きる背景

や、それを乗り越えることの大切

さと難しさなどといったさまざ

まな面から、公正、公平な社会に

ついての考えを広げている。

・差別や偏見を許さない姿勢の大切

さを踏まえて、誰もが幸せになれ

る社会の実現のために、どんな意

識をもつことが大切かを考えて

いる。

（７） ハンセン病 ＜小学校 特別の教科 道徳＞
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（２）学習の展開

学習活動 児童の反応
指導上の留意点

（人権教育の視点）

導
入
（
５
分
）

１ コロナ禍で起こった差別事例を取り

上げ「病気になったということだけで

差別や嫌がらせをされた人がいたこと」

についてどう思うか考える。

２ 社会科で学習した「基本的人権の尊

重」について振り返る。

・そんなことをされたら、とて

もつらいと思う。

・病気は本人のせいじゃないの

に、どうしてそんなことをす

るのか分からない。

・困っている人がいたら助けた

い。

・家族に当事者がいる

かもしれないとい

うことを意識して

進める。

・人権が大切にされて

いないという視点

で意識できるよう

にする。

展
開
（
３
５
分
）

３ ハンセン病の動画の前半（１分 30 秒）

までを視聴する。

４ 「病気がうつると困るから」と隼人

は直紀の机を離してしまいました。こ

の時直紀はどのような気持ちだったの

かを考える。

５ ハンセン病の動画の後半（11 分 55 秒

まで）を視聴する。

６ 元患者（竪山勲さん）は自由に療養

所の外に出ることができず、家族とさ

え会うことができませんでした。

もし、元患者（竪山さん）やその家

族だったら、どのような気持ちになる

か考える。

・なぜ机を離されるのか分から

ない。

・病気は治っているのに。

・医者も登校を許可してくれた

のに。

・隼人や周りの友だちは、病気

がうつるかもしれないと思

っていたのかも。

・こんなひどいことが起こって

いたなんて知らなかった。

・まちがったことを国はしてい

たんだ。

・なぜこんな思いをしなくては

いけないのだろう。

・家族（父）と会いたい。

・自分の名前を変えられたくな

い。

・故郷に帰りたい。

・自由になりたい。

・法律で隔離するなんて人権が

守られていない。

・話のすじを確認する

・それぞれの立場を理

解し、その思いや背

景についても考え

ることができるよ

うにする。

・ハンセン病について

の正しい知識や歴

史をしっかり捉え

ることができるよ

うにする。

・登場人物の心情を想

像させることで、ハ

ンセン病問題を自

分事として考える

ようにする。

差別や偏見をなくすためには、どうしたらいいのだろう
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８ 教科等横断的な取組例

【知識的側面】 【価値的・態度的側面】 【価値的・態度的側面、技能的側面】

○元患者だけでなく、元患者の家族がい

かに辛い思いをしてきたのかを考え

る。

・地域の行事によばれない。

・学校でいじめられた。

・引っ越しをしないといけなくなった。

・結婚差別を受けた。

７ 差別や偏見をなくすためには、どう

したらいいのか考える。

・グループで意見を交流する。

・差別されていたのは元患者さ

んだけでなかったんだ。

・家族もつらかったんだ。

・病気について正しい知識をも

つ。

・相手のことを考える。

・自分だったらどう思うかを考

えて行動する。

・おかしなことは、おかしいと

言うようにする。

・自分がされたくないことはし

ない。

・元患者だけでなく、

その家族も厳しい

偏見や差別を受け

てきたことを意識

できるようにする。

・席を離した行為と、

ハンセン病問題そ

して、コロナ禍で起

こった差別問題が

関連していること

を踏まえて考える

ようにする。

・様々な考えに触れ、

自分の考えを広げ

深めることができ

るようにする。

終
末
（
５
分
）

８ 本時の学習を振り返る。

・今日の学習で、考えたこと思ったこ

とを書く。

・自分たちの学校生活

を意識させて振り

返ることができる

ようにする。

社会科

内容（１）ア（イ）

憲法と私たちのくらし

「ハンセン病と人権侵害」

特別の教科道徳

公正・公平な社会をめざして

C 公正、公平、社会正義 （13）
～ハンセン病と家族の物語～

夢でしか帰れなかった故郷

学校行事

人権教育講演会

ハンセン病元患者やその家

族の講演

（国立ハンセン病資料館出

前授業を活用）
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◆指導事例（第２学年 生活）

１ 単元 くらべてみよう、せかいとにほん 内容(8) 生活や出来事の交流

２ 単元について

本単元は、内容(8)「生活や出来事の伝え合い」の内容で、外国の文化と出合うことと、つながることの２つ

で構成されている。単元を通して、外国と日本の文化を比較し、「ちがうところ」と「にているところ」を見つ

ける活動を行うことで、外国の文化により親しみをもったり、自分たちの文化を振り返ったりすることができ

るようにする。

３ 単元の目標

【知識及び技能】

・自分たちの生活や地域の出来事を身近な人々と伝え合う活動を通して、身近な人々と関わることのよさや

楽しさが分かる。

【思考力・判断力・表現力等】

・自分たちの生活や地域の出来事を身近な人々と伝え合う活動を通して、相手のことを想像したり伝えたい

ことや伝え方を選んだりすることができる。

【学びに向かう力、人間性等】

・自分たちの生活や地域の出来事を身近な人々と伝え合う活動を通して、進んで触れ合い交流しようとする。

４ 単元の評価規準

５ 人権教育の視点

国際理解・異文化共生は、異なる文化や価値観を尊重し、多様な背景を持つ人々が平等に暮らせる社会を目

指す考えである。授業を通じて、外国人と交流したり、外国について理解したりする活動から、他国の人々や文

化に親しみ、相互理解への素地を養うことで、国籍や人種、宗教、言語などの偏見や誤解を減らし、互いを理解

し合い、共に尊重し合う社会の実現につなげていきたい。

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度

・自分のことや伝えたいことが相

手に伝わるよさや楽しさが分かっ

ている。

・相手のことや相手が伝えたいと

考えていることを理解できるよさ

や楽しさが分かっている。

・相手や目的に応じて、様々な伝

え方があることに気付いている。

・伝え合う活動において、適切な

挨拶や言葉遣いをしている。

・誰に伝えるかを思い描きなが

ら、伝えたいことを選んでいる。

・相手や目的に応じて、伝え方を

選んでいる。

・これまでの体験を基に、相手の

ことを思い浮かべながら、伝

え方を工夫している。

・自分たちの生活や地域の出来事

を伝えたいという思いをもち、進

んで触れ合い交流しようとして

いる。

・相手の反応や状況に合わせて、多

様な方法で伝えたいことや気持

ちを表そうとしている。

・身近な人々と関わることのよさ

や楽しさを実感し、多様な人々

との関わりを自ら築いていこう

としている。

（８） 外国人 ＜小学校 生活＞
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６ 本時の指導

（１）本時の目標

・身近な人との語学に関する交流を通して、中国語や中国の文化に関心をもち、進んで触れ合い交流しよう

とする。 【学びに向かう力、人間性等】

（２）本時の評価規準

・身近な人との語学に関する交流を通して、中国語や中国の文化に関心をもち、進んで触れ合い交流しよう

としている。 【主体的に学習に取り組む態度】

（３）準備物

・中国地図

・文字カード（じゃんけん・自己紹介の言い方）

・自己紹介カード（１人５枚）

（４）本時の展開

学習活動
指導上の留意点

人権教育の視点

評価規準

（評価方法）

導
入
（
５
分
）

１ 中国語でじゃんけんゲームを

する。

石头 シート（グー）

剪子 ジエンズ（チョキ）

布 ブー（パー）

○文字カードを提示し、前時に学習した

ことをふり返られるようにする。

展
開
（
３
５
分
）

２ 地域の公民館のことを思い出

し、語学の勉強会があることを

知る。

・故郷のことを知るために学習

していること

・中国語や文化について勉強す

るためにたくさんの友だちが

集まること

３ 中国語であいさつと自己紹介

の言い方を知る。

你 好（こんにちは）

我 叫 ○○

（わたしは○○といいます）

请 多 关照

（どうぞよろしくお願いします）

４ あいさつゲームをする。

＜ルール＞

・出会った相手と握手をした

○町たんけんで訪れた公民館の写真や

勉強会の様子を提示しながら、中国に

興味のある人は参加できることを伝

える。

○発音の練習をする。

○日本語に丁寧な話し方があるように、

中国語にも丁寧な話し方があること

を説明し、相手を敬おうとする気持ち

は同じということを伝える。

○楽しみながら参加できるよう配慮す

る。

・笑顔やジェスチャー（握手）を交え

・身近な人との語学に

関する交流を通し

て、中国語や中国の

文化に関心をもち、

中国語であいさつをしよう
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後、中国語で自己紹介をし合

い、お互いのカードを交換す

る。

・中国語でじゃんけんをした後

ハイタッチをして別れ、次の

友だちと繰り返す。

ることで、より親しみやすくなるこ

とを伝える。

・デモンストレーションを行い、見通

しがもてるようにする。

進んで触れ合い交流

しようとしている。

【主体的に学習に取り組む態度】

（行動観察）

ま
と
め
（
５
分
）

５ 感想を伝え合い、発表する。

○この後実際に、地域に住む中

国籍の人と交流することを伝

える。

○中国語でのあいさつに関する気付き

から、他国のあいさつにもふれ、互い

の違いを認めることができるように

する。

・一人一人が伝えることができるよ

う、ペアで話し合う。

○食べ物や衣服など、その他の外国の文

化について話し、外国の文化について

の興味を引き出す。
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◆指導事例（第 1学年 保健体育）

交通事故における加害者が果たすべき責任について考えよう

〈教育課程上の位置付け〉

１ 単元について

本単元では、交通事故防止における個人の取組と交通環境の整備について理解し、自他の生命の尊重という

視点を踏まえて、交通事故において生じる法的責任や補償について学ぶ。

本時では、運転者が負う３つの法的責任の理解にとどまらず、交通事故被害者遺族の手記を通して、事故が

被害者やその家族の人生、そして尊厳をいかに深く傷つけるものであるかを多角的に考察する。法的な責任を

果たすことの真の意味や、加害者として生涯背負うべき責任について学習を展開することで、将来の運転者と

しての規範意識と当事者意識を確立する。

２ 本時のねらい

・交通事故における運転者の責任と被害者やその家族の人権について、安全に関する原則や概念に着目して、

事故が自他に与える影響や、責任を果たすことの意味を考え、それらを表現する。

３ 評価の視点

・交通事故における運転者の責任と被害者やその家族の人権について、安全に関する原則や概念に着目して、

事故が自他に与える影響や、責任を果たすことの意味を考え、それらを表現している。

４ 人権教育の視点

交通事故を単なる「不運な出来事」や「法令違反」として捉えるのではなく、他者の生存権や幸福追求権を著

しく侵害する「重大な人権侵害」であると認識させたい。将来の運転者として、交通ルールを遵守することが

「自分を守るため」だけでなく、「他者の人権と大切な日常を守るための責任ある行動」であるという当事者意

識を確立する。

（９） 犯罪被害者 ＜高等学校 保健体育＞

保健体育 （２）安全な社会生活 （ア）安全な社会づくり ○ウ交通安全
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５ 学習の展開

学習活動
指導上の留意点

（人権教育の視点）
評価の視点

導
入
（
５
分
）

１ 昨今の交通事故に関する

データやニュースを見て、交

通事故の現状を共有する。

２ 「もし自分が加害者になっ

ったらどう思うだろか？」と

いう問いについて考えてい

る。

○交通ルールを守ることやシートベ

ルトなどを適切に着用することが

できていれば防げる可能性があっ

た事故もあることなど、安全対策

の視点を持てるようにする。

○自校の生徒の家庭的背景等に十分

配慮して、問いを行う。

展
開
（
４
０
分
）

３ 運転者が負う「３つの責任

（刑事上の責任、民事上の責

任、行政上の責任）」や自動車

損害賠償責任保険について

まとめる。

４ 「法的に責任（３つの責任）

を果たせば、それで全てが解

決されたと言えるか」という

問いについて考え、意見をペ

アで共有する。

５ 交通事故遺族の手記（参

考：高知県安全教育プログラ

ム第４章）を読んで、被害者

遺族の思いに触れる。

６ 「責任を果たす」とはどう

いうことか、考える。

個人思考→グループ討議

○民事上の責任を考えたときに、自

動車損害賠償責任保険だけでな

く、任意の自動車保険に加入して

おくことの重要性についても、伝

えておく。

○「もし被害者があなたにとっての

大事な人だったとしたら、法的な

責任を果たしただけで納得できる

だろうか」という視点で生徒たち

の思考に働きかける。

○遺族をかわいそうな存在として捉

えるのではなく、長く続く苦しみ

と向き合いながらも社会に対して

働きかけを行う存在として捉える

よう伝え方に配慮する。

○「加害者が一生背負うもの」と「被

害者が失ったもの」という視点を

持ち、議論を行えるように助言す

る。

○「加害者が SNSで非難され続け
る」「加害者側にも落ち度があった

かのような憶測や中傷が広まる」

といった視点も伝える。

・交通事故における運

転者の責任と被害者

やその家族の人権に

ついて、安全に関す

る原則や概念に着目

して、事故が自他に

与える影響や、責任

を果たすことの意味

を考え、それらを表

現している。

交通事故における加害者が果たすべき責任について考えよう
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６ 参考資料

高知県安全教育プログラム（第４章）

ま
と
め
（
５
分
）

７ 本時の学習を振り返る。 ○将来、運転免許を取得する可能性

を持つ者として、どのような心構

えを持つべきかという視点で振り

返ることができるようにする。

○交通ルールを遵守することが「自

分を守るため」だけでなく、「他者

の人権と大切な日常を守るための

責任ある行動」であるという当事

者意識につながっていることが望

ましい。
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◆指導事例（第２学年 学級活動）

１ 題材

インターネットによる人権侵害

活動内容（２）エ 心身ともに健康で安全な生活態度や習慣の形成

２ 題材設定の理由

昨今スマートフォンの普及に伴い、SNS やチャットでコミュニケーションをとる中で、過度に利用し依存に陥

り、人間関係のトラブルに発展してしまう事例を目にする機会が増えてきた。実際「チャット上ではすぐに返

信しないといけない」「SNS の投稿にはすぐにリアクションをしないといけない」といった思いをもっている生

徒も少なくない。そのような生徒たちの過度な利用による生活習慣の乱れや人間関係のトラブルに発展するケ

ースは後を絶たない。

また、SNS 上で面識のない相手と安易に繋がったり、画像や動画を軽率に共有したりするなど、リベンジポル

ノを含む深刻な性被害や犯罪に巻き込まれるリスクも深刻化している。さらに、一度流出したデータは完全に

消去することが困難である（デジタルタトゥー）というインターネットの「拡散性」「公開性」「記録性」につい

て、生徒の危機意識は依然として十分とは言えない。

本時では、友人関係の綻びから恥ずかしい写真が SNS 上に流出するという、身近に起こり得る事例を扱う。

トラブルを「自分事」として捉えられるようにしていくことで、事態を深刻化させるネットの特性を正しく理

解できるようにしたい。さらに、トラブルに直面した際の適切な判断力（危険予測）を養うとともに、情報の先

にいる他者への共感や権利の尊重といった、情報モラルの基盤となる資質・能力の育成を図る。

３ 指導観【省略】

４ 評価規準

よりよい生活を築くための

知識・技能

集団や社会の形成者としての

思考・判断・表現

主体的に生活や人間関係を

よりよくしようとする態度

・自己の生活上の課題の改善に向

けて取り組むことの意義を理解

している。

・適切な意思決定を行い実践し続

けていくために必要な知識や行

動の仕方を身に付けている。

・自己の生活や学習への適応及び

自己の成長に関する課題を見い

だしている。

・多様な意見をもとに自ら意思決

定して実践している。

・他者への尊重と思いやりを深めて

よりよい人間関係を形成しようと

している。

・他者と協働して自己の生活上の課

題解決に向けて、見通しをもった

り振り返ったりしながら、悩みや

葛藤を乗り越え取り組もうとして

いる。

・自他の健康で安全な生活を構築し

ようとしている。

（１０） インターネットによる人権侵害 ＜中学校 特別活動＞

第
３
章

実
践
・
指
導
事
例



139

５ 事前の指導

６ 人権教育の視点

インターネットや SNS 等の利用について人権侵害となる状況について把握し、互いの立場や気持ちを大切にし

た利用の仕方を話し合うことにより、人権を尊重したコミュニケーションを図ろうとする意欲や態度を育む。

７ 本時のねらい

互いを尊重し、安心してインターネットや SNS 等を利用するために必要なことと、よりよい人間関係を形成す

るための活用のあり方について考える。

８ 本時の展開

生徒の活動 指導上の留意点 目指す生徒の姿（評価方法）

自己の生活上の課題の改善に向け

て、インターネット、SNS等の利用
状況のアンケートに回答する。

自身のインターネット、SNS等の
利用状況について、改めて意識でき

るようにする。

アンケートを記入し、これまでの

インターネットや SNS の使い方
について考えている。

【思考・判断・表現】

（アンケート）

生徒の活動
指導上の留意点

（人権教育の視点）

目指す生徒の姿

（評価方法）

導
入
（
つ
か
む
）
５
分

１ 事前アンケートの結果を確認

する。

２ インターネットトラブルに関

する新聞記事を読み、問題をつか

む。

○アンケートの結果からインター

ネットや SNSの利便性について
も意識できるようにしていく。

（自律的な望ましい関わりにつ

なげたい。）

〇新聞記事等を提示し、現在の日

本で多発している問題やその深

刻さを捉えられるようにする。

展
開
（
さ
ぐ
る
）

３ SNSにまつわるトラブルに関
する動画（参考動画例：「文部科学

省/mextchannel 写真や動画が

流出する怖さを知ろう（導入編）」

を視聴して、事例の問題点を考え

る。（個人→グループ）

○ネットの特性（「拡散性」「公開

性」「記録性」）に触れ、一度流出

したものは「一生消えない（デジ

タルタトゥー）」という深刻さを

捉えられるようにする。

互いを尊重し、安心してインターネットや SNSを利用するために自分が気をつけることを
考えよう
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９ 事後の指導

10 その他

（１）事前アンケート（例）

（２）参考資料

「学校文化を創る特別活動 中学校・高等学校編」国立教育政策研究所 教育課程研究センター（令和５年）

（
見
つ
け
る
）
４
０
分

４ 安心してインターネットや

SNSを利用するために、何が必
要なのかグループで話し合う。

○便利な機能の裏側には必ず「情

報を受け取る他者」がいること

をおさえ、他者と互いに尊重し

合える利用のルールやマナーの

必要性について留意できるよう

にする。

○「禁止」ばかりに目を向けさせる

のではなく、SNSの良さを活か
しつつ「安全に楽しむための知

恵」を出し合うポジティブな側

面も捉えるように促す。

・自己のインターネットや

SNS の利用に関する課題
を見いだし、話し合ってい

る。

【思考・判断・表現】

（観察・発言）

ま
と
め
（
決
め
る
）
５
分

5

５ 安心してインターネットや

SNSを利用するために、これか
ら自分が気をつけていきたいこ

とについて決める。

○今日の活動で出た意見等を参考

にして、「いつ、どこで、どうす

る」といった具体的で継続可能

な内容を設定するように伝え

る。

・自分や他者の安全を守る

ためのインターネットや

SNS の利用について、実
践し続けていくために必

要な方法について意志決

定をしている。

【知識・技能】

（ワークシート）

生徒の活動 指導上の留意点 目指す生徒の姿と評価方法

意思決定したことを実践できたか

を、１か月後の再検討会の時間に確

認する。

意思決定したことを実践すること

の大切さについて、（個に応じた）助

言を行う。

自他の安全で健康な生活を維持

するために、決めたルールを継続

して守ろうとしている。

【主体的態度】

（発言・ワークシート）

インターネットや SNSの利用についてのアンケート
１ インターネットを活用していますか？

している していない

２ SNSは便利だと思いますか？
思う 思わない

３ SNSやインターネットでトラブルに巻き込まれたことはありますか？
ある ない

４ ３であると答えた人はどのようなトラブルか書いてください。（自由記述）

５ SNSやインターネットを使うときに気を付けていることはありますか?（自由記述）
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◆指導事例（第１学年 論理・表現Ⅰ）

１ 単元名

Lesson 8 Ready for Disasters

２ 単元について

本単元は、台風大国である日本の地域社会において、言語や文化の異なる外国の人が災害時に直面する困難

を想像し、共生社会の担い手として自分たちにできる情報発信について考えることができる単元である。

教科書で災害時の実態を読み取り、そこで得た知識と動名詞・不定詞を活用して、ペアやグループでのやり

取りを通して、より伝わりやすく、配慮の行き届いたチラシを作成する活動を設定する。

本校が「CAN-DO リスト」の形で設定した学習到達目標の「日常的な話題について、使用する語句や文、対話

の展開などにおいて、支援を活用すれば、基本的な語句や文を用いて情報や考えを話して伝え合ったり、やり

取りを通して情報を得たりすることができる」を指導する単元の一つとして位置づけている。

３ 単元の目標

日常的な話題（台風への備え）について、聞いたり読んだりしたことを活用しながら、基本的な語句や文を用

いて、言語や文化の異なる外国の人に配慮した視点を踏まえて、情報や考えなどを話して伝え合ったり、やり

取りを通して必要な情報を得たりすることができる。

４ 単元の評価規準

５ 人権教育の視点

災害時においては、日常生活の中では見えにくい人権課題が顕在化すると言われている、外国人や外国に

ルーツを持つ人々に対しても、避難時には、言語や文化、習慣等の違いといったことに配慮した関わりが必

要とされる。

本単元における、災害への備えや発生時に必要なことについて情報や自分の考えを話す活動を通して、災

害時において外国人や外国にルーツのある人々が体験する困りごと等について想像し、必要な情報を伝える

工夫等について考えさせたい。

本単元の学習にあわせて、「やさしい日本語」についての資料を教室に掲示するなどして、言葉が、多様な

背景を持つ人々と共生するための有効な手立てのひとつであることを意識させるとともに、災害時において

も、異なる習慣や文化をもつ人々を尊重し、協調し合う態度を育みたい。

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度

・情報や自分の考えを話し伝え合

うために必要となる語彙や表現

（動名詞、to 不定詞（名詞的用

法を含む）を理解している。

・日常的な話題（台風への備え）

についての情報や自分の考えを

話し伝え合う技能を身に付けて

いる。

・自分の意見を、相手によりよく

理解してもらえるように、日常

的な話題（台風への備え）につ

いて、聞いたり読んだりしたこ

とを活用しながら、外国人や外

国にルーツのある人に配慮した

視点を踏まえたうえで、情報や

自分の考えを話して伝え合った

り、やり取りを通して必要な情

報を得たりしている。

・自分の意見を、相手によりよく

理解してもらえるように、日常

的な話題（台風への備え）につ

いて、聞いたり読んだりしたこ

とを活用しながら、外国人や外

国にルーツのある人に配慮した

視点を踏まえたうえで、情報や

自分の考えを話して伝え合った

り、やり取りを通して必要な情

報を得たりしようとしている。

（11） 災害と人権 ＜高等学校 外国語＞
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６ 本時の指導（３／４時）

（１）本時の目標

・ペアやグループのなかでのやり取りを通して、より伝わりやすいチラシを作成するためのアイデアを、理

由とともに伝えることができる。 【思考力・判断力・表現力等】

（２）本時の評価規準

・ペアやグループのなかでのやり取りを通して、より伝わりやすいチラシを作成するためのアイデアを、理

由とともに伝えている。 【思考・判断・表現】

・ペアやグループのなかでのやり取りを通して、より伝わりやすいチラシを作成するためのアイデアを、理

由とともに伝えようとしている。 【主体的に学習に取り組む態度】

（３）準備物

・教科書 ・タブレット ・ワークシート【紙・配信】

・作成用シート（白紙）【配信】 ・授業評価シート【配信】

（４）学習の展開

学習活動
指導上の留意点

（人権教育の視点）

導
入
（
５
分
）

１ Small talk

・台風に備えてどのような準備が必要かペア

で話す。

２ 本時の目標確認

○うなずきやあいづちといった相手の話を聞く態度を

大切にするよう促す。

○外国人や外国にルーツがある人がどういうところに

困るかについても意識を向けさせる。

展
開
（
４
０
分
）

３ 台風に備えた準備について、教科書の表

現を学習する。

・完成した項目の読み方を全員で練習する。

○活動に役立ちそうな表現をメモするよう助言する。

○読めない単語や表現がないように全体で確認する。

高知県に住む外国の人に向けた台風対策の防災チラシを作成するために、ペアでアイデ

アや必要な情報について話し合いをしよう。
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展
開
（
４
０
分
）

４ ワークシートを参考に、地域に住む外国の

人に配布するチラシに必要な情報をペアで

考える。

・ワークシートを手がかりとして、チラシに載

せる内容（イラスト等を含む）を個人で考え

る。必要に応じて、インターネットを活用し

て情報を収集する。

・ワークシートにその内容が必要だと考える

理由や気づいたことをメモする。

・ペアで、自分のメモをもとに相手に説明しな

がら、やり取りの中で得たアイデアをタブレ

ット上のワークシートにメモする。

・お互いの内容のよいところを、理由とともに

伝えながら、配信されたワークシート（白紙）

にチラシを作成する。

・別のペアと４人グループを作り、それぞれの

改善した点や工夫した点を伝え合い、それぞ

れの作成案をについて内容をやり取りして

共有する。

○高知県に住む外国の人が、どのようなことを心配に

思うか想像するよう促す。

○言語の壁の他に文化や生活習慣の違いなども考える

よう促す。

○教科書の Useful Expressions を参考にすることを
伝える。

○生徒の思いついた内容が英語で表現するのに難しい

場合は、簡単な日本語に置き換えて考えるよう促す。

○相手のアイデアのよいところを探しながら聞き、伝

えるよう促す。

○高知県に住む外国の人が困る可能性のあるもので工

夫した点があるか質問するよう促す。

○やり取りの中で出てきたよいアイデアを付け加えて

いくよう伝える。

○活動を繰り返させながら、よりよく相手に伝わるよ

うな工夫や改善点を意識しながらやり取りができる

ようにする。

ま
と
め
（
５
分
）

５ 本時の振り返りをする。

・本時の授業で学んだことや、言いたかったけ

ど言えなかった表現をワークシートに記録

する。

・授業評価シートに記入する。

○外国の人にわかりやすいように配慮したチラシを作

成するために、自分の意見や考えを理由とともに相

手に伝えることができたかという観点で振り返りを

する。

○授業評価シートに記入させる。
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７ 参考資料 ワークシート

Making A Disaster Prevention Flyer for Foreign Residents in Kochi

Hints for thinking

○ What may happen during heavy rain or a typhoon?

□ Flood □ Storm surge □ Landslides

○ What should you do during heavy rain?

□ Keep away from rivers and the coast

□ Check the lateset weather information

＊ It is helpful to install disaster management applications(ex.Kochi Bosai Apuri).

What is necessary to be well prepared in case of heavy rain or a typhoon?

□ Where is the nearest shelter?

□ Have you prepared items to bring out when you go to the shelter?

<Valuables> <Clothing> <Daily necessities> <Water and food>

□ How will you contact your family or school?
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◆指導事例（第４学年）

心の変化について知ろう

〈教育課程上の位置づけ〉

１ 単元ついて

体の発育・発達については、その一般的な現象や思春期の体の変化などについて理解できるようにする必要

がある。また、体をよりよく発育・発達させるための生活の仕方について理解できるようにする必要がある。さ

らに、体の発育・発達に関する課題を見付け、よりよい解決に向けて考え、それを表現できるようにすることも

必要である。そのため、本内容は、体が年齢に伴って変化すること、体の発育・発達には個人差があること、思

春期になると体に変化が起こり、異性への関心も芽生えること、体の発育・発達には適切な運動、食事、休養及

び睡眠が必要であることなどの知識と体の発育・発達に関する課題を解決するための思考力、判断力、表現力

等を中心として構成している。

本時では、性に関する基本的な知識について、主に異性への関心の芽生えについて理解できるようにする。

さらに、これらは、個人差があるものの、大人の体に近づく現象であることを理解できるようにする。また、

「男の子らしさ」「女の子らしさ」だけでない多様なあり方があることを知り、社会の中にある固定的な思い込

みや先入観に気付き、「自分らしく」生きることの素地を養う。

２ 本時のねらい

・心は、いろいろな生活経験を通して、年齢とともに発達することを理解できるようにする。

３ 評価の視点

・心は、いろいろな生活経験を通して年齢とともに発達することを理解している。

４ 人権教育の視点

社会の中にある固定的な思い込みや先入観に気付き、「自分らしく」生きることの意義を理解する中で、価値

観の多様性を認め、お互いを尊重しながら生活しようとする態度を養う。

また、指導に当たっては、発達の段階を踏まえること、学校全体で共通理解を図ること、保護者の理解を得る

ことなどに配慮することが大切である。

加えて、当該児童が教室にいる可能性があることを意識し、必要に応じて養護教諭やスクールカウンセラー

等と連携しながら、複数で授業を行う。

（１２） 性的指向・性自認 ＜小学校 体育（保健）＞

体の発育・発達 (ｲ) 思春期の体の変化 異性への関心

第
３
章

実
践
・
指
導
事
例



146

５ 学習の展開

学習活動
指導上の留意点

人権教育の視点
評価の視点

導
入
（
５
分
）

１ 成長には体の変化の他に心の変化

もあることを知る。

○「心」からイメージすることを自

由に意見を出すことで、心は抽象

的なもの、多様なものであること

に気付くようにする。

展
開
（
３
５
分
）

２ イラスト図のような場面を経験を

したことや、見たり聞いたりしたこと

はないか考える。

・男女に分かれて遊ぶ。

・男女で意見が合わない。

・異性のことが気になる。

・異性に話しかける。

３ 多様な心の変化について知る。

・異性のことが気になることがある。

・仲良くしたいと思ったり、逆に、反

発し合ったりすることがある。

・この心の変化の起こる時期や変化の

仕方には個人差があり、このような

感情ははずかしいことではない。

・体の性と心の性が違う人がいる。

・異性に関心がもてない人がいる。

４ 多様な性について知る。

・自分の性について、不安なことや心

配なことがあれば、まずは信頼して

いる大人に相談すればよい。

・信頼できる大人は、学校では学級担

任はもちろん、養護教諭やスクール

カウンセラー等、身近にいる。

・信頼できる大人が身近にいない時

は、電話相談窓口でも相談できる。

○既習の思春期についてふれたり、

クラスの実態に合わせたエピソー

ドを出したりすることで、様々な

気持ちの表現が出やすいようにす

る。

・プライバシーの観点から、個人名

が出ないよう配慮する。

○多様な心の変化について説明す

る。

○性について悩んだり、不思議に感

じたりする人の説明をする。

・性は「男」「女」とはっきりと

決められるものではなく、全て

は一人一人違っており、それは

「自分らしさ」「その人らし

さ」であることを伝える。

・当該児童が教室にいる可能性が

あることを意識し、実態を把握

しながら学習を進めていく。

※養護教諭やスクールカウンセラ

ー等と連携し、役割を分担しな

・心は、いろいろな生

活経験を通して年

齢とともに発達す

ることを理解して

いる。

心の変化について知ろう
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がら進める。

○多様な心の変化について、悩みの

解決方法を伝える。

・カミングアウトにつながる反応

があった場合は、相手の気持ち

を尊重した対応が必要であるこ

とを意識できるようにする。

※養護教諭やスクールカウンセラ

ー等と連携し、役割を分担しな

がら進める。

○だれに相談したらよいか分からな

い時や信頼できる大人が身近にい

ない時は、電話相談窓口で相談で

きることを伝える。

ま
と
め
（
５
分
）

５ 本時の感想を書く。
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人権教育の指導方法等に関する調査研究会議

人権教育の指導方法等の在り方について[第三次とりまとめ] 平成 20年

学校教育における人権教育調査研究協力者会議

人権教育の指導方法等の在り方について［第三次とりまとめ］補足資料 令和 6年 3月 改訂

文部科学省 学習指導要領（小学校・中学校） 平成 29 年３月 告示

文部科学省 学習指導要領（高等学校） 平成 30年３月 告示

文部科学省 幼稚園教育要領 平成 29 年３月

文部科学省 デジタル学習基盤と「個に応じた指導」の在り方について 令和７年４月

文部科学省 （小学校編）今、求められる力を高める総合的な学習の時間の展開

未来社会を切り拓く確かな資質・能力の育成に向けた探究的な学習の充実とカリキュラム・マネジメントの実現 令和３年３月

法務省 人権教育・啓発に関する基本計画（第二次） 令和７年６月６日 閣議決定

高知県 高知県人権施策基本方針ー第３次改定版ー 令和６年３月

高知県教育委員会 高知県人権教育推進プラン（令和７年改定版） 令和７年３月

高知県教育委員会 高知県いじめ防止基本方針 令和６年１２月 改定

高知県教育委員会 改訂版 高知県生徒指導ハンドブック 令和６年３月

高知県教育委員会 情報モラル教育 実践ハンドブック 令和４年３月

高知県教育委員会 高知県授業づくり Basic ガイドブックー高校授業編ー 平成 30年３月

高知県教育委員会 すべての子どもが「分かる」「できる」授業づくりガイドブック（改訂版）

～ユニバーサルデザインに基づく、発達障害の子どもだけでなく、すべての子どもにあると有効な支援～ 令和３年3 月

高知県教育委員会 すべての子どもが輝く校内支援体制づくりガイドブック

―特別支援教育の視点でのチーム学校を目指して― 平成 29 年３月

高知県教育センター 若年教員研修のしおり 子どもと生きる

高知県教育センター 人権教育資料集１（同和問題）つながり 平成 16 年

高知県教育センター 小中学校編 高知県授業づくりBasic ガイドブック～若年教員のための基礎・基本～ 令和4年3 月

高知県人権教育調査研究協議会 スマイル～輝くえがおと～ 平成 21 年

高知県人権教育調査研究協議会 みんな主人公なんだ 平成 22年

鍋島祥郎 効果のある学校 学校不平等を乗り越える教育 解放出版社 平成 15 年

「力のある学校」研究会 「力のある学校」の探究 大阪府・確かな学校力調査研究事業から 平成 20 年

引用、参考文献等



（公財）人権教育啓発推進センター人権ライブラリー「人権を学ぼう」コーナー

NITS 独立行政法人教職員支援機構 ハンセン病問題学習：校内研修シリーズNo.100

NITS 独立行政法人教職員支援機構

学校で配慮と支援が必要なLGBTs の子どもたち：校内研修シリーズNo.87

外務省 女性が輝く世界をつくる（第３版） 日本から世界へ 世界から日本へ

警察庁 大切な命を守る全国中学生・高校生作文コンクール

警察庁 犯罪被害者等に関する児童・生徒向け啓発用教材

厚生労働省 ハンセン病の向こう側

高知県教育委員会 情報モラル教育実践ハンドブック

高知県教育センター 人権教育資料集１（同和教育）つながり

高知県健康政策部健康対策課 エイズ対策についてのHP

高知県健康政策部健康対策課 伝えたい 知ってほしい ハンセン病について

高知県子ども・福祉政策部子ども家庭課 ヤングケアラーについてのHP

高知県子ども福祉政策部地域福祉政策課 みんなで逃げる みんなで助かる＜個別避難計画編＞

高知県子ども福祉政策部地域福祉政策課 みんなで逃げる みんなで助かる＜福祉避難所編＞

高知県子ども・福祉政策部障害福祉課

障害のある人もない人も共に安心して豊かに暮らせる高知県を目指して（動画・リーフレット）

高知県子ども・福祉政策部障害福祉課

高知県における言語としての手話の普及等の推進に関する条例について（手話動画・リーフレット）

出入国在留管理庁 在留支援のためのやさしい日本語ガイドライン

内閣府男女共同参画局 固定的役割分担に捉われない「デザイン素材」イラストデザイン集

法務省 よくわかる！ こどもの権利条約

法務省 あなたは大丈夫？ 考えよう！いじめ～一人で悩まず相談しよう～ 活用の手引き

法務省 あなたは大丈夫？ 考えよう！デートＤＶ 活用の手引き

法務省 インターネットトラブル事例集 上手にネットと付き合おう！

法務省 「それでも僕は桃を買う」（第３３回全国中学生人権作文コンテスト入省）

法務省 人権啓発コンテンツ（個別の人権課題全般）

法務省MOJchannel 同和問題～未来に向けて～

法務省MOJchannel 「～ハンセン病と家族の物語～夢でしか帰れなかった故郷」(アニメ）

法務省MOJchannel もしも･･･あなたが犯罪被害に遭遇したら

法務省MOJchannel 障害のある人と人権 誰もが住みよい社会をつくるために（動画）

法務省MOJchannel 「私たちの声 ３人の物語」温かさを分け合って

文部科学省 人権教育アーカイブ

文部科学省 交流及び共同学習ガイド

文部科学省 情報モラル学習サイト

文部科学省 情報モラル教育の充実動画教材等（令和元年以降）

文部科学省 文部科学省情報モラル教育ポータルサイト

参考資料（個別的な視点からの取組のページ）



人権教育指導資料（学校教育編）Let’s feel じんけん（令和８年３月改訂版）

第３章 実践・指導事例 作成協力校

北川村立北川小学校

高知市立高須小学校

高知市立横浜新町小学校

土佐市立戸波小学校

梼原町立梼原小学校

須崎市立須崎中学校

梼原町立梼原中学校

高知県立室戸高等学校

高知県立高知東高等学校

高知県立幡多農業高等学校
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